
第
八
編
産
業
・
経
済

第
十
一
節
新
農
山
漁
村
建
設
総
合
対
策
事
業

こ
の
事
業
は
い
わ
ゆ
る
「新
し
い
村
づ
く
り
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

のも
と
で
昭
和
初
期
か
ら
各
種
の
推
進
施
策
を
打
ち
出
し
実
現
を
め
ざ
し
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
農
村
自
体
も
こ
れ
に
そ
っ
て
各
種
の
運
動
を
展
開
し
て
き
た

も
の
で
あ
る
。

昭
和
七
年
に
は
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
と
し
て、
昭
和
恐
慌
下
で
危
機
に

瀕
し
た
農
家
経
済
の
回
復
を
計
り
、
農
家
経
済
の
み
な
ら
ず
国
家
的
に
も
公
私

経
済
更
生
計
画
の
樹
立
を
し
各
町
村
も
こ
れ
に
追
従
し
て
町
村
こ
れ
等
の
設
定

を
し
、
政
府
は
昭
和
十
一
年
に
経
済
更
生
特
別
助
成
措
置
を
付
加
し
た
。

農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
は、
国
策
に
沿
っ
た
総
合
的
な
村
づ
く
り
と
し
て

全
町
村
的
動
員
体
制
の
組
織
化、
強
力
な
教
化
運
動
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
た

時
期
も
あ
っ
た
。

こ
れ
は
さ
ら
に、
市
町
村
と
産
業
組
合
と
の二
元
的
な
農
村
統
制、
支
配
を

な
し
、
農
業
実
行
組
合
が
こ
の
末
端
を
支
え
る
姿
と
な
り
、
国
家
総
動
員
法
の

制
定
を
経
て
太
平
洋
戦
争
に
突
入、
昭
和
十
八
年
に
は
「皇
国
農
村
確
立
方

策
」
の
実
施
を
契
機
に
新
し
い
体
制
に
入
っ
た。

こ
の
方
策
は
自
作
農
創
設
事
業、
修
練
農
場
組
織
の
整
備、
標
準
農
村
設
定

の三
つ
の
施
策
か
ら
な
っ
て
お
り
、
特
に
こ
の
中
で
標
準
農
村
の
建
設
計
画

は
、
部
落
構
成
に
際
し
て
適
正
経
営
農
家
が
中
核
に
な
る
よ
う
に
目
標
戸
数
を

設
け
る
こ
と
(今日の

農
業改
善事
業に
通ずる

発
想)
自
作
農
創
設
を
は
か
る
こ

と
、
農
地
の
交
換
分
合
や
土
地
水
利
の
改
良、
労
力
の
調
整、
共
同
施
設
な
ど

を
中
心
にし
て
総
合
計
画
を
立
て
る
こ
と
と
し
、
兵
力
動
員
に
よ
る
労
働
力
不

足
へ
の
対
応
策
を
含
む
農
村
計
画
と
し
て
推
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

戦
後
の
村
づ
く
り
や
農
村
計
画
は
、
昭
和二
十
四
年
か
ら
行
わ
れ
た
。
そ
の

建
設
要
綱
に
明
ら
か
な
よ
う
に
「…
安
定
農
村
建
設
の
た
め
の
基
本
的
計
画
と

し
て、
土
地
の
高
度
利
用
計
画
の
上
に
各
種
施
策
を
総
合
統
一
的
に
実
施
せ
し

め、
も
っ
て
健
全
に
し
て
発
展
性
を
も
つ
一
個
の
生
活
圏
と
し
て
の
要
素
を
具

備
し
た
農
村
を
建
設
し
、
農
業
生
産
力
の
増
強
と
農
家
経
済
の
安
定
に
資
す

る
」
と
い
う
方
針
に
基
づ
き
基
本
計
画
を
一
〇
ヵ
年
と
し
、
安
定
し
た
生
活
圏

建
設
の
た
め
に
必
要
な
林
業
・
畜
産
・
水
産
・
工
業
・
交
通
・
文
化
な
ど
の
諸

計
画
を
立
て
安
定
農
家
の
造
成
を
目
標
と
し
た
。

し
かし
、
こ
れ
は
主
と
し
て
対
象
が
開
拓
地
・
土
地
改
良
区
に
お
か
れ
、
調

査
費
の
助
成
も
一
町
村
当
た
り
一〇
万
円、

一五
万
円
内
外
に
す
ぎ
ず
、
調
査

計
画
の
域
を
出
ず、
そ
の
実
施
方
法
は
後
に
農
業
構
造
改
善
事
業
に、
少
な
か

ら
ず
継
承
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後、
昭
和
二
十
六
年
に
積
雪
寒
冷
単
作
地
帯
振
興
臨
時
措
置
法
に
も
と

づ
く
農
村
振
興
計
画
の
推
進、
昭
和三
十
一
年
新
農
山
漁
村
建
設
総
合
対
策
が

閣
議
決
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

.
こ
の
対
策
の
具
体
化
さ
れ
る
に
至
った
背
景
に
は
、
農
林
大
臣
通
達
に
示
さ

れ
て
い
る
次
の三
点
が
あ
る
。

昭
和二
十
六
、
七
年
ご
ろ
を
境
と
し
て
世
界
的
な
農
林
水
産
業
の
目
覚
ま
し
い
復
興

1
発
展
に
伴
な
い、
農
林
水
産
物
の
価
格
低下
と
生
産
過
剰
傾
向
が
顕
著
なこ
と
。

戦
後
の
農
地
改
革
に
よ
り
多
数
の
自
作
農
が
創
出
さ
れ
た
が、
経
営
規
模
が
零
細

2
で
、
資
本
装
備
も
乏
し
く
経
営
基
盤
は、
依
然と
し
て
不
安
定
で
あ
る
こ
と
。

工
鉱
業
の
急
速
な
発
展
に
伴
い
農
林
漁
業
と
他
産
業
間
と
の
所
謂
格
差
が
増
大
し
そ

3
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の
立
遅
れ
が
目
立
っ
て
き
たこ
と
。

ま
た
昭
和
二
十
八
年
以
来、
急
速
に
推
進
さ
れ
た
町
村
合
併
に
伴
う
農
村
社

会
の
地
域
変
貌
に
対
処
し
て、
こ
れ
ま
で
の
特
殊
農
業
地
域
立
法
に
よ
る
振
興

施
策
に
か
わ
っ
て、
地
域
条
件
と
状
況
に
見
合
っ
た
農
村
自
立
計
画
の
策
定
を

目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
業
の
実
施
体
制
と
し
て
北
海
道
庁
で
は、
本
企
画
推
進
に
当
た
る
専

任
担
当
係
と
し
て
農
村
振
興
係
の
新
設、
国
の
要
綱
にも
と
づ
き
北
海
道
農
山

漁
村
振
興
対
策
審
議
会
及
び
北
海
道
農
山
漁
村
振
興
顧
問
団
を
設
置、
併
せて

庁
内
に
対
策
連
絡
協
議
会
を
設
け、
対
策
推
進
の
総
合
的
な
連
絡
調
整
に
あ
た

っ
た
。

ま
た、
農
林
大
臣
通
達
の
要
綱
に
よ
る
と、
計
画
の
樹
立
及
び
実
施
推
進
に

当
た
る
た
め、
当
該
市
町
村
に
農
山
漁
村
振
興
協
議
会
を
設
置
し、
そ
の
構
成

は、
市
町
村
長、
市
町
村
議
会
議
長、
農
業
委
員
会
会
長、
農
業
協
同
組
合
、

土
地
改
良
区、
森
林
組
合、
又
は
漁
業
組
合
の
長、
農
事
実
行
組
合
等
の
部
落

団
体
を
代
表
す
る
も
の、
当
該
地
域
内
の
青
少
年
クラ
ブ
等、
青
年
婦
人
組
織

を
代
表
す
る
者、
そ
の
他
学
識
経
験
者
など
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
実
施
は
国

の
要
綱
と
は
別
に
「新
農
山
漁
村
建
設
総
合
対
策
推
進
要
領
」
を
策
定
し
関
係

機
関
に
通
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

<
戦
後
北
海
道
農
政
史>

・
本
市
の
農
林
漁
業
地
域
指
定
年
度
別
と
事
業
の
推
進
は
次
の
と
お
り
で、
滝

川
市
は
昭
和三
十
四
年
度
指
定
、
昭
和
三
十
四
～
三
十
六
年
に
わ
た
り
助
成、

江
部乙
町
は
昭
和三
十三
年
度
指
定、
昭
和
三
十
三
年～
三
十
五
年
に
わ
た
り

助
成
さ
れ
た
。

第
一
章
農

業

1
地
域
振
興
協
議
会
の
設
置

昭
和
三
十
三
年
度
に
滝
川
市
は、
予
備
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ、
準
備
委
員

会
を
設
け
て
事
業
計
画
を
作
成、
道
の
審
査
を
経
て三
十
四
年
四
月
一日
を
も

っ
て
新
農
村
振
興
計
画
地
域
と
し
て
指
定
を
受
け、
地
域
振
興
会
を
対
策
推
進

母
体
と
し
て
積
極
的
な、
市、
農
協
・
土
地
改
良
区
・
農
業
委
員
会
・
共
済
組

合
・
農
事
組
合
・
青
年
団
・
婦
人
会
・
水
稲
研
究
会
・
果
樹
振
興
会
・
玉
葱
振

興
会、
四
H
クラ
ブ
の
協
力
を
得
て
推
進
を
図
っ
た
。

な
お、
江
部
乙
町
は、
昭
和三
十
二
年
度
に
お
い
て
予
備
指
定
を
受
け、
新

農
村
建
設
事
業
に
つ
い
て
は、
関
係
機
関
団
体
と
協
力、
江
部
乙
地
域
農
山
漁

村
振
興
協
議
会
を
設
置
し
て
基
本
計
画
(昭
和三
三
～三
七年
度)
及
び
特
別
助
成

事
業
計
画
(昭
和三
三
～
三
五
年
度)
を
樹
立
し三
十
三
年
度
本
指
定
を
受
け
た
。

2
事

昭
和
三
十
四
年
度

一一
九、
一〇
七

六、
八
九〇

事
業
費千
円

一
一
・
七

一
一
・C

八〇C
一
四
・
二

五
二
・
一

三
・
〇
%

比
率

客
土・
暗渠
排
水・
心
土
耕・
酸
性矯
正、

溜
池

開
田
・
沼
地
埋
立

摘
要

合
計
そ
の
他

畜
産
振
興

園
芸
振
興

耕
種
改
善

整
備

土
地
条
件
の

農
地
の
拡
張

部
門
区
分

一一
八、
八
八
六
一
〇
〇
・
〇

二
六、
八
二
五

二
五、
二〇
〇

一八
、
四二
〇

三
二
、
四
四
四

果
樹
園
芸
振
興
、
病
虫
害
防
除
施
設、
共
同

優
良
種
苗
施
設
・
病
虫
害
防
除
施
設

貯
蔵
庫
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス

家
畜
の
導
入、
施
設
の
拡
充

青
年
研
修
所
、
農
業
倉
庫
、
農
業
セ
ン
タ
ー

業
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第
八
編
産
業
・
経
済

昭
和三
十
五
年
度
‒‒青
年
研
修
所
設
立
‒

本
事
業
は、
新
農
村
建
設
指
定
地
域
の
第
二
次
と
し
て
、
新
し
い
時
代
に
お

け
る
農
民、
特
に
青
少
年
並
び
に
婦
人
層
の
研
修
施
設
と
し
て
設
け
た
も
の

で
、
総
事
業
費
四
六
〇
万
円、
補
助
金
一
七
六
万
円、
市
費
二
八
四
万
円、
付

帯
施
設
一
式
の
他
、
滝
川
市
農
業
協
同
組
合
の
協
力
に
よ
り
朝
日
町
六
三
～
一

に
青
年
研
修
所
敷
地
と
し
て
一、
〇
九
六
坪
を
借
用
す
る
と
と
も
に
備
品
約
三

十
万
円
に
つ
い
て
協
力
頂
い
た
。

施
設
内
容
=
施
工
(昭三
五・
七
・二
三
～
一
〇
・
三
一)
構
造、
木
造
モ
ル
タ
ル

塗
亜
鉛ぶ
き
、
二
階
建、

一階
六
〇
坪
、
二
階
六
一
坪、
付
帯
施
設、
木
造
柾

ぶき
平
屋
建
て
物
置
一
・五
坪

内
部
施
設
内
容
=
玄
関
四
・
五
坪、
ホー
ル
廊
下
八
・
五
坪、
農
事
相
談
室

九
坪、
土
壌
検
査
室
六
坪、
調
理
実
習
室
九
坪、
図
書
室
九
坪、
管
理
人
室
四

坪、
洗
面
所
二
・
一三
坪、
便
所
四
・
五
四
坪、
階
段三
・三
三
坪、
ホー
ル

四
坪、
講
堂三
〇
・
二
五
坪、
和
室
研
修
室
一
八
・
二
五
坪、
展
示
室
四
・
五

坪、
物
入
〇
・
六
七
坪、
階
段三
・
三
三
坪、

一
棟
七
〇
坪
(煉
瓦
建
て
五〇
坪、
木
造
建
て
二
〇
坪)

昭
和
三
十
六
年
度

四
月
一日
研
修
所
運
営
委
員
会
委
員
、
委
嘱
発
令
(以
上
滝
川
)

共
同
貯
蔵
所
の
建
設

昭
和
三
十
三
年
度

農
林
業
経
営
の
安
定
と
農
民
の
生
活
水
準
の
向
上
を
は
か
る
た
め
、
五
月
二

日
道
告
示
第
七
六
四
号
を
も
っ
て
農
林
漁
業
地
域
の
指
定
を
受
け、
本
年
度
よ

り
三
カ
年
継
続
特
別
助
成
地
域
と
し
て
次
の
計
画
を
た
て
、
第
一
年
度
事
業
共

同
貯
蔵
所
は、
農
業
協
同
組
合
が
事
業
主
体
で
八
月
五
日
着
手、
十
月
二
十
三

日
完
了
し
た
。
特
別
助
成
補
助
金
一
一一
万
円、
事
業
量

衡
器
一
台、
事
業
費
二
八
七
万
九、
九
六
六
円

合
計

第
三
年
次

第
二
年
次

第
一
年
次

年
次

林
道

暗
渠
溝
堀
域

農
業
セ
ン
タ
ー

施
設

林
業
共
同
苗
畑

暗
渠
溝
堀
域

共
同
貯
蔵
所

事
業
名

町 農協 町 組
合

森
林

農
協

農
協

主
体

事
業

八〇
〇
印

一
台

機
械
器
具
一
式

一
棟
九
六
坪

二
町

一
台

衡
器
一
台

一
棟
六
〇
坪

事
業
量

六
10、二

五

一、六〇〇
九五○

三、四五六

100 九五○

二、八五九

事
業
費

三、七一〇

・〇
三

四八〇
二七〇

〇
五

一、四
三

一五〇
二四八

千
円
| 担六、四〇五

一、二三〇
六八〇

二、〇〇四

〇
〇五

一五〇

七〇三

一、七四九
千
円
補
助
率

三
・六

二八・四

四二・0

二六・一 A%

農
山
漁
村
振
興
特
別
助
成
事
業
計
画
(昭三

二
～
三
五
年
度)

町立農業センター

昭
和
三
十
五
年
度

丸
加
山
林
道
事
業
主
体
町
森
林

組
合
、
事
業
量
二
、
七
六
〇
メー

ト
ル

事
業
費
二
六
〇
万
四、
〇
〇
〇
円、

補
助
金
七
五
万
六
、
〇
〇
〇
円
、
融
資
一

四
七
万
円、
自
己
負
担三
七
万
八
、
○

(以
上
江
部
乙
)

〇
〇
円

農
業
セ
ン
ター

新
農
村
建
設
第
二

年
次
特
別
助
成
事
業
と
し
て、
昭
和三

十
四
年
江
部
乙
町
一
八
四
七
番
地
(十

三丁
目)、

八
反
三
畝二
〇
歩
を
買
収
、
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一
棟
六
〇
坪、

国
庫
補
|
自
己
負

千
円
助
金



町
有
地
五
畝
を
加
え
た
敷
地
に、
木
造
モ
ル
タ
ル
壁、
二
階
建
て
一
二〇
坪
の

農
業
セン
ター
を
建
設、
家
畜
検
査
場
を
併
設
し
た
。
財
源
と
し
道
補
助
一、

四
一
三
万
円、
町
負
担二
九〇
万
円
で、
セン
タ
ー
の
構
造
は
一
階
八
四
坪、

事
務
室
・
展
示
室
・
土
性
検
査
室
・
家
畜
実
験
室
・
家
畜
検
査
室
・
農
業
共
済

組
合
事
務
室
・
管
理
人
室
等、
二
階三
六
坪、
研
修
室
と
し
て
農
家
の
自
由
な

研
修
施
設
と
し
た
。

3
特
別
助
成
事
業

昭
和三
十
四
年
度六、三〇〇.000

九五0,000
一、六二八、四〇〇円

事
業
費

五、〇四0、000
三10,000

六五〇、〇〇〇円

補
助
又
は
融

心
九・三一

少
一〇・
六

三四・
七・三三

完
了
年
月
日

、

" 11

滝
川
市
農
協

事
業
主
体

1 一一二
〇
坪 棟 ト台

第
十
二
節
農
地
制
度
(戦
前
の
制
度)

1
封
建
時
代
の
農
民

戦
後
行
わ
れ
た
我
が
国
農
地
改
革
の
基
礎
と
な
っ
た
G
H
Q
の
覚
書
に、

「数
世
紀
に
わ
た
る
封
建
的
圧
制
の下
、
日
本
農
民
を
奴
れ
い
化
し
て
き
た
云

。々」
の
言
葉
が
あ
る
が
、
徳
川
時
代
ま
で
の
農
民
は、
人
権
も
自
由
も
制
約

さ
れ
て
領
主
に
対
す
る
年
貢
米
上
納の
た
め、
た
だ
働
か
さ
れ
て
い
た
と
い
っ

業

て
過
言
で
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。

例
え
ば
衣
服
は
綿
布
又
は
麻
布
と
し
、
色
は
紺
色、
浅
葱、
め
く
ら
じ
ま
に

限
ら
れ
て
紫
色
そ
の
他
派
手
な
柄
の
染
物
は
禁
じ
ら
れ、
髪
は
初
め
男
女と
も

藁
で
結
ん
で
い
た
が
後
に
麻
糸
が
許
さ
れ
た
。
白
足
袋
は
武
士
階
級
に
限
ら
れ

百
姓
で
は
特
に
功
労
の
あ
る
も
の
に
対
し
、
上
司
が
例
外
と
し
て
着
用
を
許
し

た
が、
許
さ
れ
た
百
姓
は
白
足
袋
組
と
称
し
て
は
ば
の
き
い
た
も
の
で
あ
っ

た
。外
出
用
の
雨
具
と
し
て
は
竹
の
皮
笠
と
み
の
だ
け
に
限
ら
れ
て、
雨
合
羽
の

着
用
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

家
屋
は
草
葺
き
屋
根
と
し
て
玄
関
・
書
院
・
長
押
な
ど
設
け
る
こ
と
は
全
く

許
さ
れ
な
か
っ
た
。
旅
行
に
際
し
て
は
厳
し
い
制
限
が
あ
っ
て
み
だ
り
に
他
領

へ
行
く
こ
と
は
で
き
ず
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
っ
て
出
る
場
合
に
は、
代

官
と
か
庄
屋
と
か
に
願
い
出
て
往
来
手
形
を
も
ら
っ
て
行
か
な
け
れ
ば、
関
所

や
番
所
は
通
行
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
農
作
物
は
勝
手
な
も
の
は
作
れ
ず、
主
と
し
て
食
糧
作
物
を
栽
培
さ
せ

ら
れ、
工
業
作
物
は
止
め
ら
れ
て
い
た
。
土
地
の
永
代
売
買
も
禁
じ
ら
れ
て
い

た
。

農
業
倉
庫

暗
渠
溝
掘
機

レ
ヤー

ス
ピ
ー
ド
ス
プ

区
分

一
セ
ッ
ト

摘
要

こ
れ
ら
の
こ
と
は
当
時
の
階
級
意
識
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ

り
大
き
な
目
的
は、
農
民
を
農
地
に
釘
付
け
し
て
農
作
業
に
精
励
さ
せ
、
質
素

な
生
活
を
さ
せ
て
、
年
貢
米
上
納
の
成
績
を
良
く
し
よ
う
と
し
た
手
段
に
ほ
か

な
ら
な
か
った。

そ
し
て
上
納
米
を
完
納
し
た
後
で
な
け
れ
ば
米
の
売
買
は
許

さ
れ
ず、
小
作
人
は
上
納
米
完
納
後
さ
ら
に
地
主
に
対
し
て
小
作
米
を
納
め
な

け
れば
な
ら
な
か
った。
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2
明
治
の
農
政

明
治
維
新
に
な
っ
て
外
国
と
の
関
係
も
生
じ
、
我
が
国
に
か
つ
て
な
い
大
変

革
が
な
さ
れ
た
が、
農
政
上
に
も
作
物
種
類
の
制
限
が
解
か
れ
て
勝
手
と
な
り

土
地
永
代
売
買
の
禁
も
解
か
れ、
生
活
上
の
諸
禁
制
も
解
除
さ
れ
て
自
由
と
な

っ
た
。

政
府
は
封
建
時
代
の
上
納
米
に
か
え
て、
土
地
所
有
者
か
ら
地
租
を
全
納さ

せ
て
主
な
る
財
源
と
し
た
が、
土
地
を
所
有
し
て
い
な
い
小
作
人
は
地
主
に
対

し
従
来
ど
お
り
小
作
料
を
物
納
し
て
い
た
。

明
治
の
資
本
主
義
は二
十
二
年
の
憲
法
発
布ご
ろ
か
ら
帝
国
主
義
に
結
び
つ

い
て、
大
い
に国
力
を
発
展
さ
せ、
日
清、
日
露
の
戦
争
に
も
勝
ち
抜
い
た

が
、
こ
の
資
本
主
義
に
よ
っ
て
大
き
な
利
益
を
受
け
た
も
の
は
、
都
市
の
資
本

家
と
農
村
の
地
主
だ
け
で
、
一般
中
小
農
民
や
労
働
者
は、
依
然
と
し
て
貧
困

で
あ
っ
た
。

ま
た
参
政
権
も
一
定
額
の
地
租
を
納
め
る
も
の
だ
け
に
与
え
て
、
そ
の
額
に

達
し
な
い
中
小
自
作
農
や
小
作
人
は
政
権
に
近
づく
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。

そ
ん
な
関
係
も
あ
っ
て
農
政
諸
施
策
も
地
主
中
心
と
な
っ
て
い
た
。

元
来
我
が
国
の
農
業
は、
零
細
農
業
で
機
械
力
や
畜
力
を
用
い
ず
、
家
族
ぐ

る
み
の
手
労
働
に
よ
っ
て
集
約
経
営
が
な
さ
れ、
収
入
不
足
は
副
業
に
よ
っ
て

補
な
っ
て
き
た
が、
明
治
初
年
三
、
四
八
〇
万
の
人
口
が
明
治
二
十
年
に
は
、

三、
八
七〇
万
と
な
り、
三
十
年
に
は
四、
二〇
〇
万
、
大
正三
年
に
は、
五

千
二
百
余
万
と
増
加
し
た
が、
耕
地
の
増
加
はこ
れ
に
伴
わ
ず、
零
細
農
業
改

革
の
余
地
は
なく、

そ
れ
を
救う
一
つ
の
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
の
が、
品
川

弥
次
郎
の
主
唱
に
よ
っ
て
明
治三
十
三
年
制
定
公
布
に
な
っ
た
産
業
組
合
法
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
農
民
の
力
を
結
集
し
て、
信
用
・
購
買
・
販
売
・
利
用

の
途
を
開
い
たこ
と
は
大
き
な
貢
献
で
あ
っ
た
。

3
小
作
調
停
法
の
制
定
(大
正十三

年七
月
二
十
二
日)

地
主
対
小
作
の
問
題
は
早
く
から
あ
った
が、
大
正
七
年
第
一
次
世
界
大
戦

終
了
後
の
経
済
界
の
不
況
に
伴
っ
て、
都
市
に
お
い
て
は
労
働
争
議、
農
村
に

お
い
て
は
小
作
争
議
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。

こ
れ
を
北
海
道
の
場
合
につ
い
て
み
る
と
、
開
拓
使
以
来、
新
開
地
の
開
拓

を
内
地
資
本
家
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
た
め、
最
初
か
ら
小
作
地

が
発
生
し
た
が、
資
本
の
力
に
よ
っ
て
そ
の
後
年
自々
作
地
に
対
す
る
小
作
地

の
割
合
は
次
の
表
に
示
す
と
お
り
増
加
し
て
い
っ
た。

自
小
作
別
年
次
明
一
九
年

一
八・
六

明二
九
年

三
〇
・
二

明
三
九
年

四
七
・
四

四
二
・
四

明
治
末
期
以
来
の
社
会
主
義
思
想
の
影
響
も
あ
っ
て、
近
代
小
作
争
議
は
大

正
六
年
よ
り
内
地
府
県
に
発
生
し
た
が、
本
道
で
の
発
生
は
そ
れ
よ
り
遅
れ
て

大
正
九
年
か
ら
で
あ
る
。

自
大
正

九
年
五
カ
年
間
の
本
道
小
作
争
議

事
項争
議
件
数 年
次

至
少
十
三
年大
正
九
年

八
七

一
五|

八八

六
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四
四 計

同
一
一
年
同
一
二
年
同
一
三
年
合 昭
元
年

大
一
〇
年

五
一
・四

八
一
・四
ン
六
九
・
八%

五
二
・
六%

五
七
・
六%

四
八
・
六%

小 自

作 作
地 地

同
一
〇
年



参
加
人
員

小自
作主

五
|

七
一

三三
三
,

一
〇

六
九
六
七
一〇
〇
七、
五
一
一人

三
五
九
人

の
動
機
も
自
然
的
条
件
よ
り、
経
済
的
社
会
的
条
件
に
起
因
す
る
も
の
が
多

く、
永
久
的
な
要
求
に
か
わ
り
全
国
的
な
闘
争
と
な
り
、
政
治
的
性
質
を
お
び

て
き
た
。

特
に
昭
和
初
期
の
農
業
恐
慌
は、

一層
こ
の
傾
向
を
強
く
し
、
個
人
的
要
求

か
ら
、
組
織
的
な
団
体
要
求
と
か
わ
り
、
加
え
て
無
産
階
級
運
動
の
指
導
者
の

指
導
な
ど
も
あ
り、
農
民
組
合
の
誕
生
を
み
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

小
作
争
議
の
大
き
な
も
の
は、
大
正
九
年
か
ら
始
ま
った
雨
竜
町
の
蜂
須
賀

農
場
の
争
議
が
あ
り、

一〇
年
に
わ
た
っ
て
続
い
た
の
で
あ
っ
た。

特
に
昭
和
六
年
の
争
議
に
い
た
っ
て
は
負
傷
者
を
出
す
結
果
と
な
り、
立
会

い
の
警
官
も
負
傷
す
る
に
及
ん
で二
二
名
の
収
監
者
を
出
し
て
争
議
は
終
わ

り
、
雨
竜
農
民
組
合
も
解
散
す
る
こ
と
に
な
り
、
争
議
は
終
わ
っ
た
の
で
あ

る
。自
作
農
創
設
維
持

大
正
十
五
年
農
林
省
令
第
一〇
号
を
も
っ
て
「自
作
農

創
設
維
持
補
助
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は、
土
地

所
有
権
集
中
の
弊
害
を
止
め、
耕
作
者
に
自
己
の
所
有
地
を
持
た
せ
て
生
産
意

欲
と
生
産
力
の
増
強
を
図
り、
農
業
者
と
し
て
の
安
定
性
を
与
え
、
社
会
問
題

の
激
化
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
て、
そ
の
方
法
は
政
府
が
ま
ず
低
利
資
金
を
融
通

し、
そ
の
償
還
は
長
期
の
年
賦
と
し
、
年
償
還
金
は
小
作
料
の
額
を
超
え
な
い

程
度
と
し
た
。
こ
の
規
則
は
我
が
国
自
作
農
創
定
史
上、
ま
さ
に
一時
期
を
画

す
る
も
の
で
あ
っ
て
こ
れ
に
よ
っ
て
年
自々
作
農
が
創
設
維
持
さ
れ
た。
昭
和

十
二
年
十
月
廃
止
さ
れ
た
農
林
省
令
第
四
六
号
「自
作
農
創
設
維
持
補
助
助
成

規
則」
が
こ
れ
に
か
わ
り
施
行
さ
れ
た
。

自
作
農
創
設
に
つ
いて
は、
世
論
は
必
ずし
も
賛
成
ば
か
り
で
は
な
く
、
自

第
一
章
農 四、
四
一二

五
〇
九
一、
五
二
三

農
商
務
省
で
は、
大
正
九
年
か
ら
自
作
農
創
設、
小
作
制
度
の
改
善、
小
作

紛
争
の
仲
裁
制
度
な
ど
に
関
し
て
調
査
を
進
め、
ま
ず
「小
作
調
停
法
案
」
を

第
四
六
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
が
審
議
未
了
に
終
わ
り
、
大
正
十三
年
の
第
四

九
帝
国
議
会
で
協
賛
を
経
て、
大
正
十三
年
七
月
二
十
二
日
法
律
第
十
八
号
を

も
っ
て
公
布
し
た
。

こ
の
法
の
目
的
は、
小
作
争
議
を
公
平
な
立
場
に
あ
る
調
停
委
員
会
に
よ
っ

て
協
調
和
解
さ
せ、
円
満
敏
速
に
解
決
さ
せ
よ
う
と
いう
も
の
で
あ
る
が、
強

制
権
は
な
い
の
で
地
主
小
作
の
双
方
が
調
停
案
を
受
け
入
れ
な
い
場
合
は、
民

法
に
よ
っ
て
解
決
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
った
。

・
農
民
運
動
の
歴
史
(小
作争議)

小
作
と
地
主
と
の
争
い
は、
足
利、
徳
川
時
代、
明
治
維
新
と
続
き
激
し
い

争
い
が
繰
返
さ
れ
て
お
り、
百
姓
一
揆、
土
一揆
と
し
て
闘
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。

明
治
維
新
後も
小
作
争
議
は
起
こ
っ
た
が、
地
主
の
「温
情
」
と
小
作
人
の

「互
譲
の
精
神」
は
紛
糾
す
る
ま
で
に
至
ら
ず
円
満
に
解
決
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が、
大
正
六
年
に
岐
阜、
愛
媛、
愛
知
の
諸
県
に
公
然と
地
主
に
対
し
反

抗
、
小
作
料
減
免
要
求
の
紛
糾
が
お
こ
る
に
い
た
っ
て、
そ
れ
は
各
地
に
拡
大

し
て
い
っ
た
。

争
議
は
水
田
を
中
心
と
す
る
土
地
が
多
く、

一般
に
秋
の
米
収
穫
期
に
小
作

料
の
納
入
問
題
か
ら
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
り、
十
一
月、
十
二
月
が
最
も
多

く
夏
期
に
は
減
少
す
る
の
が
常
で
あ
った
が、
年
争々
議
の
日
数
が
長
く
な
り

解
決が
長
び
い
て
い
っ
た。
さ
ら
に
要
求
に
お
いて
も
積
極
的
と
な
り、
争
議

業
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作
よ
り
堅
実
な
小
作
農
の
方
が
か
え
って
有
利
だ
と
説
く
者
も
あ
っ
た
。

小
作
制
度
を
そ
の
ま
ま
存
続
し
、
こ
れ
に
法
制
上
の
保
護
を
加
え
て
実
質
上

小
作
農
に
自
作
農
と
同
様
有
利
な
恩
典
を
受
け
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で、

「小
作
法
」
又
は
「
小
作
組
合
法」
制
定
の
意
見
が
有
力
と
な
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
政
府
は
昭
和
六
年
「小
作
法
案
」
を
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
が、
衆

議
院
し
か
通
過
せ
ず、
こ
え
て
昭
和
十
二
年
「農
地
法
案
」
と
改
装
し
て
提
出

し
た
が
こ
れ
も
ま
た
成
立
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
「農
地
調
整
法」
と

し
て
よ
う
や
く
議
会
を
通
過
し
、
昭
和
十
三
年
四
月
二
日
法
律
第
六
十
七
号
を

も
っ
て
公
布
し
た
。

以
上
の
経
過
で
み
る
よ
う
に、
我
が
国
の
農
地
政
策
に
は
三
つ
の
眼
目
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
は
農
地
関
係
を
で
き
る
だ
け
調
停
に
よ
っ
て
平
和
に

処
理
し
た
い
と
い
う
思
想
(小
作
調停法)、

第
二
に
は
自
作
農
の
創
設
維
持
政
策

に
よ
っ
て
小
作
人
の
数
を
し
だ
い
に
少
な
く
し
て
、
耕
作
者
を
自
作
農
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
小
作
問
題
を
根
本
か
ら
解
決
し
よ
う
と
す
る
思
想
(自
作
農
創
設

維
持
の
両
規則)、

第
三
は
小
作
権
を
確
立
し
、
小
作
人
の
地
位
の
安
定
向
上
を

は
かろ
う
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
と
ころ
が
第
三
は
小
作
法
案
と
し
て
議
会
に

提
出
し
た
が
貴
族
院
で
握
り
つ
ぶ
さ
れ、
そ
の
後
の
法
案
に
つ
い
て
も
極
め
て

影
が
薄
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
北
海
道
に
お
い
て
は、
昭
和
二
年
か
ら
本
道
独
自
の
制
度
と
し
て、
民

有
未
開
墾
地
開
発
資
金
貸
付
事
業
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
個
人
所
有
の
大
面

積
の
未
開
地
を
所
有
者
の
希
望
を
受
け
て
道
庁
が
買
収
し
、
こ
れ
を
適
当
に
分

割
し
て
中
小
自
作
農
家
を
創
設
す
る
も
の
で
あ
った
。

さ
ら
に
昭
和
十
三
年
に
制
定
さ
れ
た
農
地
調
整
法
を
土
台
と
し
て
、
そ
の
上

に
小
作
料
統
制
令(昭
和十四

年)、
臨
時
農
地
価
格
統
制
令、
臨
時
農
地
管
理
令

(昭和
十
六
年)
等
の
国
家
総
動
員
法
に
基
づ
く
諸
勅
令
が
公
布
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
勅
令
は
農
地
調
整
法
の
欠
陥
を
補
い、
自
作
農
創
設
維
持
並
び
に

小
作
関
係
の
調
整
を
一
層
可
能
に
さ
せ
る
に
は
極
め
て
有
効
な
措
置
で
あ
っ

た
。・
小
作
料
統
制
令
(昭
和
十
四
年
十二
月
六
日
効
令
第
八二
三
号)

日
華
事
変
の
影
響
に
よ
る
物
価
騰
貴
そ
の
他
の
関
係
か
ら
生
じ
易
い
小
作
料

問
題
を
解
決
す
る
目
的
の
も
と
に
公
布
さ
れ
た
勅
令
で
、
国
家
総
動
員
法
に
よ

っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
って
い
る
が、
大
別
す
れ
ば
施
行
地
域
の
指
定、

適
用
さ
れ
る
小
作
料
の
範
囲
に
つ
い
て
規
定、
経
過
規
定、
施
行
期
間
及
び
罰

則
な
ど
で
あ
る
。

・
臨
時
農
地
等
管
理
令
(昭
和
十
六
年二
月
一
日
勅
令
第
一
一四
号
)

日
華
事
変
の
進
展
に
伴
い、
軍
需
産
業
は
膨
脹
し
、
工
場
敷
地
拡
張
の
た
め

農
地
が
減
少
し
、
他
方
農
業
労
働
力
、
生
産
資
材
の
不
足
に
よ
っ
て
経
営
は
粗

放
と
な
り
、
耕
地
放
棄
の
現
象
が
現
れ
て
き
た
の
で
政
府
は
国
家
総
動
員
法
に

基
づ
い
て、
こ
の
勅
令
を
公
布
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

本
令
の
内
容
は
第
一
に
農
地
壊
廃
の
制
限
で
あ
っ
て、
農
地
の
所
有
者、
賃

借
人、
永
小
作
人
そ
の
他
権
限
に
基
づ
い
て
農
地
を
耕
作
す
る
者
が、
そ
の
農

地
を
耕
作
以
外
の
目
的
に
供
す
る
た
め
に
そ
の
所
有
権、
賃
借
権
を
取
得
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
と
も
に
地
方
長
官
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
し
た。
こ
れ
に
よ
っ
て
戦
時
食
糧
の
確
保
を
は
か
ろ
う
と
し
た
が、
実
際
に

は
戦
争
完
遂
の
た
め
必
要
な
工
場
設
置
の
た
め
に
農
地
を
工
場
敷
地
に
転
換
し
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よ
う
と
す
る
場
合
、
地
方
長
官
は
許
可

し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

第
二
に
は
耕
作
の
強
制
で
あ
っ
て、

地
方
長
官
は
必
要
あ
る
と
認
め
た
場
合

に
は、
道
府
県
農
地
委
員
会
、
ま
た
市

町
村
農
地
委
員
会
を
し
て
農
地
の
権
利

者
に
対
し
て
そ
の
農
地の
耕
作
に
つ
い

て
勧
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
も

し
権
利
者
が
耕
作
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
に
は
農
地
の
権
利
者
に
対
し
て
そ

の
耕
作
を
地
方
長
官
の
適
当
と
認
め
る

農
場
名

小
林
国
治

農
場
主
名

小
林
儀三
郎

管
理
人

田

面

五七・五町

畑

積一九二・五町| 五七

計
戸
数

小
作

開
放

新
法
に
よ
る

一九二・五町|五

農
地
委
員
会

昭
和
十
三
年
四
月
農
地
調
整
法
の
制
定
に
よ
り
、
土
地
所

有
者
及
び
耕
作
者
の
地
位
の
安
定、
農
業
生
産
力
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
、

ま
た
小
作
問
題
の
解
決、
自
作
農
創
設
等
農
業
関
係
の
調
整
を
目
的
と
し
て
発

足
し
た
が、
委
員
は
す
べ
て
官
選
で
あ
り
、
地
主
的
で
あ
っ
た
。

第
十
三
節
農
地
改
革
(戦
後
の
制
度
)

戦
後
の
日
本
の
農
地
改
革
は、
日
本
の
農
地
行
政
史
上
特
筆
す
べ
き
重
大
な

事
項
で、
従
来
の
農
業
経
営
を
根
底
から
変
革
し
た
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ

。

た
。農
地
改
革
は、
昭
和二
十
年
十
一
月、
閣
議
で
決
ま
った
「農
地
改
革
要

綱
」
に
基
づ
い
て
作
製
さ
れ、
同
年
十
二
月
二
十
八
日
法
律
第
六
十
四
号
と
し

て
公
布
さ
れ
た
「農
地
調
整
法
中
一
部
改
正
法
律
案
」
い
わ
ゆ
る
第
一
次
農
地

改
革
法
に
よ
っ
て
口
火
が
切
ら
れ
た
。

・
農
地
改
革
三
周
年
―‒マ元

帥
よ
り
吉
田
首
相
へ
の
書
簡
―‒昭
24・10・21

今
日
は
お
そ
ら
く
歴
史
はじ
ま
っ
て
以
来
の
大
き
な
成
果
を
収
め
た
農
地
改
革
の
三
周
年

に
当
っ
て
いる
。
三
年
前
の
今
日、
国
会
は
農
地
改
革
の
基
礎
と
な
った
歴
史
的
立
法
を
成

立
さ
せ
た。
今
や
こ
の
計
画
の
主
要
部
分
は
す
で
に
結
末
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
の
で
、
こ
の

機
会
に
農
家
の
人
が々
こ
の
計
画
に
献
身
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
す
ば
ら
し
い
成

果
に
対
し
て心
か
ら
の
敬
意
を
表
し
た
い。
は
じ
め
世
界
は
諸
君
の
こ
の
農
地
改
革
の
事
業

を
疑
いの
目
を
も
っ
て
見
守
っ
てき
た。
こ
の事
業が
あ
ま
り
に
も
巨
大
で
あ
り、
諸
君が

第
一
章
農

業

農

貸
付
金
三
四
二
、
五
〇
〇
円

場

畑
二
九・
九
町

田
四
〇
九
・
三
町

人
員

一六
一
人

昭
和二
年～
昭
和二〇

年

滝

川

六二
五、
〇
〇
〇
円

一
一六
・
三
町

六
八
八
・
九
町

二
五
七
人

昭
和
九
年
～
昭
和二
〇
年

江
部

乙

者
を
し
て
耕
作
さ
せ
る
た
め
に、
賃
貸
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
に
し
た
。

第
三
は
作
付
の
統
制
で
あ
っ
て、
そ
の
一
つ
は
不
急
不
用
作
物
の
制
限
禁
止

で
あ
り、
他
の
一
つ
は
主
要
作
物
の
作
付
命
令
で
あ
る
。

・
滝
川
市
に
お
け
る
開
放
実
績

旧
自
作
農創
設
維
持
法に
よ
る
開
放
の
成
果

面
積
戸
数

小
林
農
場
小
林
四
郎

一臺
・〇町
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第
八
編
産
業
・
経
済

こ
れ
に
誠
意
を
も
っ
て
当
た
る
は
ず
で
は
な
い
し、
ま
た
封
建
的
勢
力
が
こ
れ
を
単
な
る
名

目
的
改
革
に
終
わら
せ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

諸
君
の
示
し
た
こ
れ
ま
で
の
進
歩
は、
当
初
の
高
い
目
標
か
ら
全
然
そ
れ
て
い
な
い
こ
と

を
示
し
て
お
り、
今
日
諸
君
は
世
界
の
称
讃
を
か
ち
え
た。
諸
君
が
抑
圧
さ
れ
た
人
々
に
対

し
て
示
し
た
措
置
は
一
つ
の
典
型
と
し
て
、
既
に
広
く
一
般
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い

る
。
日
本
が
再
び
国
際
社
会
の
仲
間
入
り
を
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
き
、
こ
の
農
地
改

革
の
成
果
は
日
本
が
民
主
国
家
と
し
て
成
年
期
に
達
し
つつ
あ
る
こと
を
端
的
に示
す
最
も

重
要
な
証
左
で
あ
る
。

今
こ
そ
農
地
改
革
に
つ
いて
こ
れ
ま
で
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
今
後
な
すべ
き
こ

と
を
正
し
く
評
価
し
て
、
日
本
国
民
が
次
の
世
代
の
日
本
農
民
に
そ
の
約
束
を
果
た
す
た
め

に
賦
課
さ
れ
た
義
務
の
内
容
を
正
確
に
測
定
し、
そ
の
意
義
を
明
確
に
す
る
時
で
あ
る
。
農

地
改
革
の
成
果
は
日
本
の
農
村
社
会
組
織
の
永
続
的
な
一
部
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
農

地
改
革
以
前
に
お
け
る
小
作
制
度
に、
い
つ
の
間
に
か
逆
戻
り
す
る
よ
う
な
可
能
性
は
絶
対

に
阻
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一家
を
支
え
る
に
足
る
農
地
の
基
礎
と
し
た
自
作
農
の
広

範
囲
な
設
定
と
、
耕
作
者
の
権
利
の
保
護
は
ど
こ
ま
で
も
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。
農

地
改
革
に
関
す
る
諸
法
規
は
何
者
に
も
曲
げ
ら
れ
ぬ
強
い
力
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ

の
た
め
に
は
十
分
な
行
政
的
支
持が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
各
地
方
に
お
け
る
法
律
の
民
主
的
適
用
は
適
当
な
委
員
会
制
度
を
継
続
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。
こ
れ
ら
の
諸
要
素
は
い
ず
れ
も
重
要
で
は
あ
る
が、

も
し
今
日
ま
で
の
成
果
を
失
う
ま
いと
す
る
な
ら
ば
日
本
の
農
民
が、
彼
ら
自
身
の
権
利
を

守
る
た
め
に、
絶
え
ず
し
か
も
継
続
的
に
警
戒
を
怠
ら
な
い
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ

る
。
こ
れ
は公
民
と
し
て
の
基
本
的
な
特
権
で
あ
り
義
務
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
彼
ら
に
信

託
さ
れ
た
権
利
で
あ
り、
責
任
で
あ
る
と
と
も
に、
今
や
正
義
と
叡
智
を
も
っ
て
大
胆
に
行

使
し、
時
代
か
ら
時
代
へ
と
伝
承
す
べ
き
権
利
で
あ
り
責
任
で
あ
る
。

日
本
の
将
来
は
日
本
国
民
の
手
中
に
あ
る
。
農
地
改
革
計
画
の
将
来
は、
日
本
国
民
が
公

民
と
し
ての
要
請
に
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
試
験
す
る
決
定
的
な

要
素
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

1
第
一
次
農
地
改
革

終
戦
直
後
農
地
に
関
し
要
請
さ
れ
た
点
は、
第
一
に
農
業
の
民
主
化
と
い
う

立
場
から
地
主
と
小
作
農
の
関
係
中、
最
も
時
代
遅
れ
な
物
納
小
作
料
を
改
め

ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
農
地
委
員
会
の
官
僚
的
構
成
を
民
主
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
に
食
糧
増
産
の
急
務
から
、
未
開
地の
開
発
を
国
家
公
共
団
体
の
手
に

よ
っ
て
強
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
戦
争
中
の
前
記
諸
法
令
は
そ
の
根
拠
た
る
国
家
総
動
員
法
の
廃
止
が

必
要
な
た
め
新
た
な
形
で
な
お
こ
れ
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
に
農
村
民
主
化
の
た
め
に
も
、
食
糧
増
産
の
た
め
にも
、
自
作
農
創
設

維
持
の
事
業
を
さ
ら
に
一層
拡
大
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
要
請
に
応
え
る
た
め
に、
政
府
は
昭
和二
十
年
十
二
月二
十
八

日
法
律
第
六
十
四
号
を
も
っ
て
「農
地
調
整
法
中
一
部
改
正
法
律
」
を
公
布
し

た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
第
一
次
農
地
改
革
の
眼
目
と
な
る
べ
き
点
は
次
の三
点
で
あ
る
。

一
自
作
農
創
設
の
た
め
に
小
作
農
の
希
望
に
よ
り
、
地
主
の
土
地
を
強
制

的
に
譲
渡
さ
せ
る
途
を
開
い
た
こ
と
(従来
は
未墾
地
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
て
い

た)。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
作
農
創
設
を
行
い、
在
村
地
主
に
は
五
町
歩
の
小
作
地

の
保
有
が
認
め
ら
れ
た。

二
小
作
料
を
全
納
し
た
。

三
農
地
委
員
の
委
員
を
選
挙
制
と
し
た
こ
と
(従来

は
官
の
指
名
)。
そ
の
委
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員
は
地
主
・
自
作
・
小
作
の
各
階
層
別
に
五
名
ず
つ
選
挙
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が、
こ
の
第
一
次
農
地
改
革
は
不
徹
底
なも
の
で
あ
っ
て、
そ
の
欠

陥
と
し
て
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
た
。

第
一
に
地
主
の
五
町
歩
小
作
地
の
保
有
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
農

林
当
局
の三
町
歩
の
原
案
が
閣
議
で
五
町
歩
に
修
正
さ
れ、
そ
れ
す
ら
も
議
会

審
議
中
に
発
せ
ら
れ
た
連
合
国
最
高
司
令
官
の
「農
地
改
革
に
関
す
る
覚
書
」

(昭
和二
十
年十二

月
九日)

の
支
援
の
も
と
に、
よ
う
や
く
議
会
を
通
過
す
る
あ

り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

第
二
に
農
地
の
譲
渡
を
主
と
し
て
地
主
と
小
作
人
と
の
間
の
相
対
売
買
に
委

ね
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
主
の
優
先
的
な
地
位
か
ら
み
て
小
作
農
は
不
利

な
立
場
に
置
か
れ
る
。

第
三
に
地
主
と
小
作
人
の
間
に
立
っ
て
農
地
を
取
得
し
た
り
、
譲
渡
あ
っ旋

し
た
り
す
る
機
関
と
し
て
市
町
村
農
業
会
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

市
町
村
農
業
会
の
地
主
的
官
僚
的
色
彩
に
つ
い
て
は
強
く
攻
撃
さ
れ
て
お
り

こ
の
よ
う
に
完
全
に
民
主
化
さ
れ
て
い
な
い
団
体
が
、
農
地
改
革
を
担
当
す
る

こ
と
は
不
適
当
だ
と
い
わ
れ
た
。

第
四
に
地
主
の
土
地
取
り
上
げ
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
農
地
調

整
法
に
は
以
前
か
ら
地
主
の
土
地
取
り
上
げ
を
抑
え
る
規
定
が
置
か
れ
て
あ
る

が、
そ
れ
が
農
民
に
徹
底
し
て
い
な
か
った
。

こ
う
し
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
、
さ
ら
に
第
二
次
農
地
改
革
が
強
請
さ
れ
る
に

至
った
の
で
あ
る
。
し
かし
、
第
一
次
改
革
の
果
た
し
た
役
割
も
過
少
評
価
す

る
こ
と
は
で
き
な
い。
そ
れ
は
、
従
来
地
主
の
農
地
所
有
権
に
絶
対
手
を
触
れ

る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て、
直
接
強
い
干
渉
が
加
え
ら
れ
た
と

業

い
う
こ
と
で、
徹
底
し
た
改
革
へ
の
過
渡
的
段
階
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

昭
和
二
十
一
年
七
月、
総
司
令
部
の
勧
告
に
基
づ
い
て
「農
地
改
革
の
徹
底

に
関
す
る
措
置
要
綱」
を
作
制
し、
十
月
二
十
一
日
法
律
第
四
十二
号
を
も
っ

て
公
布
さ
れ、

「農
地
調
整
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律」
同
じ
く
法
律
第
四

十
三
号
「自
作
農
創
設
特
別
措
置
法」
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
。

北
海
道
農
地
委
員
会
設
置

北
海
道
で
は
農
地
改
革
の
指
導
機
関
と
し
て
中

央
に
設
け
ら
れ
た
農
政
局
農
地
部
に
呼
応
し
て、
昭
和二
十
一
年
十
一
月
調
整

課
農
地
課
か
ら
な
る
北
海
道
農
地
部
が
設
け
ら
れ、
十
二
月
に
は
農
地
改
革
の

中
心
と
な
る
市
町
村
農
地
委
員
の
選
挙
が
行
わ
れ、
二
七
一
(市
町村
数二
七
七
)

の
農
地
委
員
会
が
結
成
さ
れ、
翌二
十
二
年三
月
に
は
市
町
村
農
地
委
員
会
の

互
選
に
よ
り、
北
海
道
農
地
委
員
会
が
誕
生
し
た。

2
第
二
次
農
地
改
革

第
一
次
農
地
改
革
は
不
徹
底
で
あ
る
と
し
て
連
合
国
最
高
司
令
官
の
覚
書
と

な
っ
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た。
そ
こ
で
政
府
は
覚
書
に
対
す
る
回
答
期

限
で
あ
る
昭
和二
十
一
年
三
月
十
五
日
に、
在
村
地
主
の
保
有
限
度
を
五
町
歩

か
ら
三
町
歩
に
引
き
下
げ
る
こ
と
を
中
心
と
す
る
改
革
案
を
連
合
国
最
高
司
令

部
に
提
出
し
た
。

そ
の
後
こ
の
問
題
は
対
日
理
事
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
小
作
地
の
全
面
的
収
用

を
主
張
し、
地
価
の
大
幅
引
さ
げ、
六
町
歩
を
こ
え
る
大
地
主
の
土
地
の
無
償

没
収
を
唱
え
る
ソ
連
案
と
、
一町
歩
の
小
作
地
保
有
を
認
め
る
イ
ギ
リ
ス
案
と

が
提
出
さ
れ、
論
議
の
結
果
六
月
十
七
日
の
理
事
会
で
イ
ギ
リ
ス
案
が
採
択
さ

第
一
章
農
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れ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
連
合
国
側
か
ら
正
式
の
指
令
は
な
か
っ
た
が、
イ
ギ
リ

ス
案
の
線
に
沿
っ
て
第二
次
農
地
改
革
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
改
革
案
が

昭
和
二
十
一
年
九
月、
第
九
十
議
会
に
提
出
さ
れ、
無
修
正
で
通
過
し、
昭
和

二
十
一
年
十
月
二
十
一
日
公
布、
年
内
直
ち
に
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

改
正
に
な
った
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
は、

一
在
村
地
主
の
保
有
限
度
が
五
町
歩
か
ら
一町
歩
(北
海
道
は
二
町
歩
滝
川
は
二
町
四

反)
に引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
。

二
不
在
地
主
の
所
有
す
る
小
作
地
全
部
と
、
在
村
地
主
の所
有
す
る
保
有
限
度
を
超
え
る

小
作
地と
は、
小
作
農
が
買
受
を
希
望
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
政
府
が
当
然
買
収
し、

そ
のう
え
で
小
作
農
の
買
収
を
進
め
る
こ
と
(実
際
は
農
地
委
員
会
が
活
動
す
る
)。

三
こ
の
自
作
農
創
設
は二
か
年
計
画
と
し
昭
和二
十
三
年
中
に
完
了
さ
せ
る
予
定
で
あ
る

こ
と
。

四
未
墾
地
の
開
発
も
政
府
が
正
面
に
立
っ
て
そ
の
買
収、
開
発
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
こ

と
。

ま
た
同
時
に
再
改
正
に
な
っ
た
農
地
調
整
法
に
よ
っ
て

一
農
地委
員
会
の
委
員
の
構
成
は、
従
来
地
主
・
自
作
・
小
作
各
五
名
で
あ
っ
た
が、
小

作
五
名、
地
主三
名、
自
作二
名
に
改
め
ら
れ、
小
作
農
の
発
言
が
強
化
さ
れ、
そ
の
選
挙

は
成
人
者
全
員
に
拡
大
さ
れ
た。
な
お
第
一
次
改
革
に
よ
る
農
地委
員
会
の
選
挙
は
つ
い
に

行
わ
れ
な
か
っ
た
ので
、
この
再
改
正
に
よ
る
農
地委
員
会
が
最
初
の
農
地
委
員
会
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

二
将
来
の
農
産
物
価
格
の下
落
に
そ
な
え
て、
小
作
料
の
最
高
額
が
定
め
ら
れ
た。

三
小
作
契
約
に
つ
い
て
証
書
を
作
る
こ
と
にし
て
、
小
作
契
約
の
内
容
を
は
っ
き
り
さ

せ
、
小
作
農
の
地
位
の
強
化
が
は
か
ら
れ
た。

四
農
地
に
対
す
る
統
制
が
強
化
し、
地
主
の
土
地
取
上
げ
は
一
層
強く
制
限
さ
れ、
ま
た

新
た
に
農
地
の
潰
廃
を
統
制
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た。

こ
の
農
地
改
革
が
あ
ま
り
に
苛
烈
を
極
め
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に、
全
国

の
地
主
は
色
を
失
い
狼
狽
は
そ
の
極
に
達
し
た
が、
既
定
方
針
の
と
お
り
昭
和

二
十三
年三
月
三
十
一
日
第
一
回
の
買
収
売
渡
し
が
始
め
ら
れ
た
。
以
来
昭
和

二
十
七
年
十
月
ま
で
に二
六
回
に
わ
た
っ
て
買
収
売
渡
し
が
行
わ
れ
た
。

買
収
さ
れ
た
総
面
積
は三
四
万
七、
五
七二
町
歩、
買
収
令
書
発
行
券
数
八

万
五、
九
六
八
件、
買
収
を
受
け
た
地
主
六
万
五、
七
五
〇
人、
ま
た
売
り
渡

さ
れ
た
農
地
面
積
は
三
四
万
一
、
八
〇
六
町
歩、
売
渡
令
書
発
行
件
数
一
六
万

七、
一九
八
件、
売
渡
を
受
け
た
小
作
農
家
は
一二
万
戸
と
い
わ
れ
る
。

ま
た
「自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
施
行
令
」
に
よ
っ
て
所
管
が
え
と
な
っ
た

財
産
税
物
納
農
地
・
国
有
林
野
内
農
地
・
大
学
農
地
・
旧
軍
用
地
な
ど
の
農
地

が
一万
一、
七
九
六
町
歩、
同
売
渡
し
一万
一、
七
八
一町
歩
で
あ
る
。
ま
た

「ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
」
によ
る
「自
作
農
特
別
措
置

法
」
及
び
「
農
地
調
整
法
」
に
よ
る
強
制
譲
渡
方
式
に
よ
り
買
収
さ
れ
た
農
地

は二
、
三二
二
町
歩、
売
渡
し
は
二
、
二〇
八
町
歩
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
昭
和
二
十
七
年
十
月
二
十
日
「自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
」
及
び

「農
地
調
整
法」
を
総
合
的
に
整
理
し
て、
法
律
第二
百
二
十
九
号
で
公
布
さ

れ
た
「農
地
法
」
に
よ
っ
て
農
地
制
度
改
革
の
徹
底
化
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ

る
。農
地
委
員

第
二
次
農
地
改
革
は、
農
地
委
員
会
に
つ
い
て
も
一大
改

革
を
加
え
、
そ
の
構
成
は
小
作
五、
地
主三
、
自
作二
と
改
め
昭
和二
十
一年

十
二
月
全
国
一
斉
に
市
町
村
農
地委
員
の
選
挙
が
行
わ
れ
た。

ま
た
そ
の
任
務
に
お
い
て
も
、
政
府
自
ら
が
正
面
に
立
っ
て
自
作
農
創
設
を

行
う
こ
と
と
し
、
実
際
に
は
農
地
委
員
会
が
政
府
の
手
足
と
な
っ
て
自
作
農
創

設
に
当
た
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
ほ
か
選
挙
権
の
範
囲
拡
大、
リ
コー
ル
制
の

採
用、
道
府
県
農
地
委
員
会
の
階
層
別
代
表
制
採
用、
中
央
農
地
委
員
会
の
新

設
な
ど
、
極
め
て
広
範
囲
に
わ
た
って
行
わ
れ
た。
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第
一
回

よ
る
委
員

農
地
調
整
法
の
改
正
に

第
二
次
農
地
改
革
委
員

昭
和二
四
・
八
・
一六

(昭
25・8・6

就
任
)

宝
利

十
郎

(昭
25・6

死
亡)

山
正
五
郎

島
隆
信

中
村
正
男

中
垣
幸

一

第
一
号
層

○
大 丸 水

林 岡 谷

広 留

作 吉 輝

中
村
正
男

大
橋

山
岸
佐
一
郎

長
太
郎

小
作

委○

寺 大

崎 崎 層

政 栄
朝 吉

吉
田
儀
作

外
山
貞
兵
衛

第
二
号
層

吉
田
昇

一
〇
松
ケ
平

五
作

大
坪
賢
治 1

中
垣
幸

○
西
村

自自
作作

層八
百
蔵

吉

鉄
雄

留
吉

太
田
信
吉

大
橋
長
太
郎

酒
井
信
高
〇
西
村

第 周 恒

吉 男 茂 範三 員

宮 荻 吉

山
下

山
岸
佐
一
郎

号

一 大 島

家 原 田 木 崎 津層
恵 昇 善 栄 島

笹 酒 樋
川 井 口

繁 信 隆

志 高 治

主
層

長 昇一

江
部

乙

滝 江 滝 摘

部
N 川 要川

な
お、
昭
和
二
十
四
年
の
改
選
に
あ
た
っ
て
は、
農
地
調
整
法
が
改
正
さ
れ

従
来
の
小
作、
自
作、
地
主
等
の
所
属
階
層
が
多
少
複
雑
に
変
更
さ
れ
た
が、

江
部
乙
の
場
合
概
ね
第
一号
層
は
小
作、
第
二
号
層
は
地
主
、
第
三
号
層
は、

自
作
を
営
む
者
が
立
候
補
し
た
。

・
農
地
委
員
会
の
任
務
と
そ
の
活
動

農
地
委
員
会
の
任
務
は
自
作
農
創
設
の
た
め
に、
規
定
の
土
地
の
買
収
と
そ

の
売
渡
し
を
実
施
す
る
こ
と
及
び
農
地
調
整
を
行
う
こ
と
で
あ
る
が、
こ
れ
に

関
し
次
の
よ
う
な
繁
多
で
困
難
な
仕
事
が
伴
っ
た。

第
一
章
農

業

第
一
回
(江
部乙)

の
農
地
委
員
互
選
の
結
果、
水
谷
輝
委
員
長
と
な
る

が、
昭
和
二
十
二
年二
月
執
行
の
北
海
道
農
地
委
員
会
委
員
に
立
候
補
し
当
選

し
た
が、
同
年
八
月
一
日
付
政
令
に
よ
り
道
農
地
委
員
と
市
町
村
農
地
委
員
の

兼
職
が
禁
止
さ
れ
た
の
で、
江
部
乙
村
委
員
を
辞
職、
松
ヶ
平
五
作
委
員
長
と

な
る
。
な
お
こ
れ
に
伴
う
第
一
号
層
委
員
の
欠
員
補
充
の
た
め
同
年
八
月二
十

五
日
今
井
栄
太
郎
が
繰
上
げ
当
選
し
た。
さ
ら
に
同
年
十二
月
第二
号
層
委
員

島
津
島
造
死
亡
退
職
し
た
の
で、
吉
田
元
吉
が
こ
れ
に
代
わ
り
繰
上
げ
当
選
し

た
。 第
二
回

昭
和二
二
・
一
二

、新 国

加 石 丸
山 岩

阪
大

口 崎
藤 川 岡

嘉
範蔵 二 吉 造

地

○
印
は
委
員
長
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イ
農
地
、
農
業
用
施
設、
採
草
地、
宅
地、
建
物、
一定
面
積
以
下
の
未

墾
地
に
対
す
る
買
収
計
画
の
作
成
及
び
こ
れ
ら
の
所
有
者
の
異
議
の
決
定。
買

収
す
べ
き
農
地、
価
格
及
び
買
収
期
日
を
定
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
昭
和二
十

年
十
一
月二
十
三
日
現
在
に
さ
か
の
ぼ
る
か
ど
う
か
も
決
定
す
る
。

口
農
地、
農
業
用
施
設、
採
草
地、
宅
地、
建
物
に
対
す
る
売
渡
し
計
画

の
作
成
及
び
買
受
申
込
者
の
異
議
の
決
定
。

ハ
特
別
な
事
由
で
一
時
不
在
に
な
っ
て
い
る
者
を
不
在
地
主
と
し
な
い
こ

と
の
認
定
。

1
1
不
在
地
主
か
在
村
地
主
かの
認
定
に
つ
い
て
隣
接
市
町
村
の
一
部
を
自

市
町
村
と
同
様
に
取
扱
う
こ
と
の
指
定
。

ホ
自
作
農
の
一
定
面
積
以
上
の
自
作
地、
請
負
耕
作
地、
法
人
等
の
自
作

地
、
地
主
の
申
し
出
の
あ
る
農
地
に
つ
い
て
の
買
収
の
適
否
の
認
定
。

へ
宅
地
等
に
す
る
農
地、
近
く
自
作
す
べ
き
一
時
小
作
地、
新
開
墾
地、

焼
畑、
切
替
畑
な
ど
で
買
収
す
る
こ
と
を
不
適
当
と
す
る
こ
と
の
認
定
。

トト
農
地
の
買
収
に
つ
いて
、
土
地
台
帳
の
面
積
で
は
処
理
で
き
な
い
場
合

の
認
定
と
こ
れ
に
か
わ
る
面
積
の
決
定
。

チ
農
地
用
施
設、
採
草
地、
宅
地、
建
物
の
買
収
の
可
否
の
認
定
。

お
い
て
地
役
権
が
消
滅
す
る
か
ど
う
か
の
認
定
。

リ
農
地
の
買
受
人
と
そ
の
農
地
に
関
す
る
地
役
権
者
と
が
異
な
る
場
合
に

リヌ ヌ
農
地
の
買
受
人
と
賃
借
権
者
と
が
異
な
る
場
合
、
消
滅
す
る
賃
借
権
の

所
有
者
な
ど
に
対
す
る
損
失
補
償
額
の
決
定
。

ル
農
地
の
買
受
の
機
会
を
公
正
に
す
る
た
め
の
農
地
の
所
有
権、
永
小
作

権
、
貸
借
権
の
交
換
。

政
府
が
先
買
い
し
た
農
地
の
売
渡
し
。

ワ ラ

政
府
の
買
収
し
た
農
地
な
ど
の
管
理
。

食
糧
確
保
臨
時
措
置
法
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
が、
昭
和

農
業
調
整
委
員
会

二
十
六
年
七
月
農
業
委
員
会
法
の
制
定
公
布
と
共
に
解
消
し
た
。

食
糧
調
整
委
員
会

水
稲
そ
の
他
食
糧
作
物
の
収
量
調
査
を
実
施
し
、
供
出

割
当
決
定
の
基
礎
資
料
作
制
に
努
力、
昭
和二
十
三
年
八
月
二
十
五
日
選
任、

二
十
四
年
十
一
月
食
糧
確
保
臨
時
措
置
法
に
基
づ
き
、
本
委
員
会
は
解
消
し

た
。農
業
三
委
員
会
の
解
散

終
戦
後
各
種
の
農
業
改
革
と
振
興
を
期
し
て、
強

力
に
推
進
さ
れ
て
き
た
農
地
委
員
会、
農
業
調
整
委
員
会
及
び
農
業
改
良
委
員

会
の
農
業
政
策
三
委
員
会
は、
多
年
涙
ぐ
ま
し
い
献
身
的
な
努
力
を
も
っ
て
本

町
の
農
業
政
策
に
輝
かし
い
成
果
と
足
跡
を
残
し
て
き
た
が、
新
し
く
農
地
委

員
会
法
の
制
定
公
布
に
伴
っ
て、
昭
和
二
十
六
年
七
月
十
三
日
そ
れ
ぞ
れ
発
展

的
解
散
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

太
平
洋
戦
争
終
了
後
の
混
乱
し
た
世
情
の
中
に
お
い
て
幾
多
の
困
難
を
克
服

し
、
よ
く
農
民
を
指
導
し、
農
地
の
改
革
に
食
糧
政
策
に、
あ
る
い
は
農
業
経

営
の
改
良
改
善
に
そ
の
他
農
業
の
振
興
発
展
に
貢
献し
、
耕
作
者
の
地
位
の
安

定
及
び
農
業
生
産
力
の
維
持
増
進
の
礎
を
築
い
た
そ
の
偉
大
な
る
功
績
は
推
賞

す
る
に
価
す
る
。

3
農
地
解
放の
実
績

昭
和二
十
一
年
十
月二
十
一
日
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
同
二
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十
三
年
三
月
以
来
の
買
収
が、
当
初
の
予
定
面
積
を
は
る
か
に
超
越
し
た
こ
と

と
申
入
れ
買
収
が
相
当
数
に
達
し
た
こ
と
は、
地
主
側
の
協
力
に
よ
る
も
の
で

あ
る
が、
第
一
回
買
収
計
画
以
来、
農
地
等
の
売
渡
し
に
対
す
る
異
議
申
し

た
て
、
訴
願
・
訴
訟
は、
小
作
地
で
な
く
自
作
地
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の、

近
く
宅
地
にし
よ
う
と
す
る
も
の、
買
収
対
価
を
不
服
と
す
る
も
の
、
農
地
の

強
制
買
収
は
国
民
の
基
本
的
人
権
に
属
す
る
幸
福
追
求
権と
財
産
権
を
侵
害
す

る
も
のと
し
、
あ
る
い
は
行
政
機
関
に
よ
る
買
収
・
売
渡
し
の
決
定
そ
の
も
の

を
不
当
と
す
る
も
の
な
ど
で
、
そ
の
多
く
は
却下
さ
れ
た
。

開
放
に
あ
た
っ
て
は
広
大
な
面
積
に
加
え、
土
地
台
帳
が
不
備
で
、
こ
れ
を

そ
の
ま
ま
利
用
で
き
な
い
た
め、
い
ち
い
ち
分
割
測
量
が
必
要
と
な
っ
た
り、

買
収
・
売
渡
し
農
地
の
ほ
か、
未
墾
地
・
牧
野
そ
の
他
につ
い
て
も
実
測、
分

筆
を
行
っ
た
。

農
地
改
革
に
よ
って
自
作
農
創
設
が
「政
府
買
収
方
式
」
に
よ
り
成
功
し
た

の
で
、
そ
の
成
果
を
維
持
す
る
臨
時
措
置
と
し
て
、
昭
和二
十
五
年
十
月
九
日

公
布
制
定
さ
れ
た
の
が
「
ポ
ッ
ダ
ム
政
令
に
基
づ
く
強
制
譲
渡
令
」
で
、
そ
の

目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は、
土
地
所
有
集
中
の
再
現
と
小
作
地
面
積
の
増
大
を
抑

圧
し、
昭
和二
十
五
年
七
月三
十
一
日
以
後
所
有
で
き
な
い
土
地
に
至
った
農

地
に
つ
い
て
も
引
続
き
本
政
令
に
よ
り
強
制
譲
渡
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た。

滝
川
町

地
域

区
分

改
革

一、三六七・
四

六七八・三

田 自

町

五九〇・六
一、九五八・○

四四八・六
一、二三六・九

計 作

町

九九三
五〇五

戸
数

二三
・三

七九九・二

田
町 小

四七・O 町

一大・一
三五

二
〇・〇
一、〇〇九・三

五五三

計 作

町
戸
数

江
部
乙
村

八OO

五〇三 戸

七二〇・六 四八五・〇七六四・〇

二五九・九

畑

戦
後
自
作
農
創設
に
よ
る
農
地
解
放
(農
地
の
み
)

江
部
乙
村

滝
川
町

区
分
一三
八・三
五四五・四町

翻
主 (不
在
地
)

一号
面
積
二
号
面
積
三
号
面
積

当
初
買
収
予
定
面
積
(昭
和
二
十
年
十
一月
二
十
三
日
現
在)

一、二五〇・〇
一、六五七・〇

二、八〇七・七
一、一五五

一、〇四七・〇

101
九E

不
在
在
村

地
主
数

一、五〇三・七

計 四二〇・八

田

内

一、〇九二・九
三
七
・五町

畑 訳

要

4

六〇
三

五七
二三

二
七
〇

江
部
乙
村

～
七

五七
六・三

六
滝
川
町

区
分
戸
数

田

六町 三
・四
五六・七町

-二
三・一 1

(積
超
過

1 、 010.0
九九・三町
収 認
定
買

五
号
面
積 三六五

1H0-0
二
・〇

一六一・○
一六〇

八一五・〇
一、二〇六・〇

一、九ニ・〇
九五○

二
〇
昭
22・7～24・

7

摘

七〇一・三町
四三・八町

三 計

一、四九四・六
一、九〇六、六三

一、四二
、三六七)

対
価

円

農
地
改
革
後
の
農
村

日
本
の
農
地
制
度
は、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
う
歴
史
的
大
変
革
を
期

と
し
て
改
革
が
断
行
さ
れ
敗
戦
後
の
混
乱
期
と
か
つ
短
期
間
に
よ
く
画
期
的
な

大
事
業
が
な
し
遂
げ
ら
れ、
民
主
国
家
と
し
て
の
再
建
の
途
を
邁
進
し
た
の
で

あ
る
。

こ
れ
は
諸
機
関
の
渾
然
一
体
の
労
苦
は
も
と
よ
り
、
地
主
の
時
代
感
覚
に
徹

し
て
の
協
力
と
耕
作
農
民
の
積
極
的
・
精
神
的
な
熱
意
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
農
地
改
革
が
敗
戦
以
前
の
平
和
時
に
お
い
て
は
到
底
な
し
遂
げ
得
な
い
難

事
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
想
像
に
難く
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
一
章
農

業 畑
町

町
村
の
自
作
農
創
設
状
況
(田
畑
の
み
)

後 前

主

(在
村
地)(制

限
面

九二三・五

計

畑

後 前
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第
八
編
産
業
・
経
済

こ
う
し
て
耕
作
農
民
の
ほ
と
ん
ど
は
自
作
農
と
な
り、
明
治
以
前
から
の
大

地
主
対
小
作
人
の
隷
属
的
な
姿
は
全
く
消
え
、
日
本
農
民
は
こ
の
喜
び
の
中
か

ら
敗
戦
後の
食
糧
危
機
を
乗
り
越
え
農
産
物
の
増
産
と
農
家
経
済
の
向
上
に、

ま
た
日
本
復
興
の
原
動
力
と
し
て
一
歩
一
歩
堅
実
な
歩
み
を
続
け
て
き
た。

世
界
平
和
の
訪
れ
と
共
に
国
際
的
な
食
糧
需
要
と
供
給
の
渦
中
か
ら
は
、
単

な
る
自
作
農
の
み
で
は
そ
の
経
済
的
な
風
波
は
さ
け
ら
れ
な
い
状
勢
と
な
り
、

国
を
挙
げ
て
農
業
政
策
を
考
究
し
、
需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
スの
中
で
い
か
に

し
て
農
家
経
営
の
安
定
と
向
上
を
図
る
か
が
焦
眉
の
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。政
府
は
国
際
経
済
の
中
に
生
き
抜
く
農
業
生
産
物
の
将
来
展
望
の
検
討
や、

生
産
者
の
保
護
の
た
め、
絶
え
間
な
い
農
業
現
況
の
把
握
と
対
策
樹
立
の
た
め

実
態
資
料
を
求
める
に
当
た
っ
て
農
業
基
本
調
査
を
定
期
的
に
行
い、
施
策
の

計
画
樹
立
に
資
し
て
い
る。
こ
れ
が
農
業
基
本
法
の
制
定
後
に
総
合
開
発
の
構

想
を
生
み、
農
業
構
造
改
善、
農
業
近
代
化、
新
農
山
漁
村
建
設
総
合
対
策
と

な
り
、
こ
の
中
で
農
地
改
革
に
よ
り
自
作
農
と
な
っ
た
農
民
の
保
護
維
持
政
策

と
し
て
進
め
ら
れ
て
いる
ので
あ
る
。

農
業
改
良
委
員
会

農
業
改
良
助
長
法
が
昭
和
二
十
三
年
八
月
公
布
さ
れ、

日
本
農
業
の
民
主
的
な
建
直
し
と
農
業
の
改
良
普
及
に
農
業
改
良
委
員
会
を
設

置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

滝
川
町
で
は
同
年
九
月
二
十
日
町
議
会
承
認
の
次
の
委
員
を
選
任
し
た
。

氏
名

年
齢

氏
名

年
齢

氏
名

年
齢

長
盛

樋
口
隆
治
五
五
歳

三
二
歳
波
多
野
安
太
郎
三
八
歳
白
木
丑
吾
五
六
歳

今
野
喜
代
松
四三
歳

滝
川
町
で
は
当
初
委
員
会
名
称
を
「
地
区
農
業
委
員
会」
と
し
て
発
足
し
て

い
る
。
二
十
四
年
の
活
動
状
況
は
食
糧
増
産
に
努
め、
委
員
会
開
催
数
八
回、

改
良
普
及
員
と
し
て
黒
田
高
麗
太
郎、
桑
原
進
を
選
定
し
て、
そ
の
指
導
に
あ

た
ら
せ
た
。
ま
た二
十
五
年
は
委
員
会
開
催
数
八
回、
普
及
員
新
出
鉄
雄
を
選

定
し
た
。
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日
委
員
改
選
に
よ
り
九
名
を
選
出
し
て
い

る
。江
部
乙
村
の
農
業
改
良
委
員
会
委
員
は二
十
四
年
四
月
一
日
に
選
出
発
足
。

宮
家
恵
長

上
杉
幸定寛

小
島
善
太
郎

昭
和
二
十
四
年
十二
月
十
五
日
に
改
選
し
て
い
る
。

篠
原

玉
置
元
旦

高
橋
末
次
郎

山
口
周
吉

中
西
秀
雄

な
お、
本
委
員
会
は
昭
和二
十
六
年三
月、
農
業
委
員
会
法
の
制
定
に
よ
り

解
散
し
た
の
で
あ
る
。

農
業
調
整
委
員
会

食
糧
確
保
臨
時
措
置
法
に
基
づ
き
、
農
業
調
整
委
員
会

を
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
滝
川
町
で
は
昭
和二
十
三
年
十
一
月
三
十
日
こ
の

選
挙
を
行
っ
た。
名
簿
登
録
人
員
一、
一二
二
人
、
当
日
の
有
権
者
数
一、
一

二
一
人
投
票
者
数
八
九
九
人
、
投
票
率
八
〇
・二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
二

十
三
年
度
中
の
活
動
と
し
て
委
員
会
開
催
一四
回
、
水
稲
・
雑
穀
・
馬
鈴
薯
・

麦
類
作
況
調
査
を
全
町
調
査
一
〇
日
間
実
施、
二
十
四
年
度
は
委
員
会
開
催
二

七
回
、
委
員
数
二
八
名、
専
任
書
記
一
名、
嘱
託
書
記
六
名
組
織
で
農
業
計
画

の
決
定、
作
況
調
査、
供
出
完
遂
促
進
に
努
め
た。二

十
五
年
は
会
議
数二
二
回

120

内
野

小
川
正
行
四
六
歳

猪
口英
之
助
三
九
歳
本
郷
政
吉
三
八
歳

正
一
三〇
歳

長
谷
川
重
之
四
一
歳
本
野

石
川
幸
吉

原
亀
太
郎

玉
置
元
旦

鶴
尾
常
雄

三谷
吉
平

松
ヶ
平
五
作

篠
原
市
郎

石
橋

武
松
ヶ平
五
作

上
杉
幸定

北
山
季
武

三
谷
吉
平



と
熱
心
な
委
員
会
活
動
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
委
員
名
(判明
分のみ)

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

江川
虎
松

籔
内

高
橋
幸
市

喆
夫

松
木
幸
治

石
川
庄
作

宮
森
覚
三

吉
田
公
夫

毅

前
田
佐藤

義
友
衛

難
波
繁
太
郎

山口
繁
義

森
村
竜
馬

辻
奥
隆
敏

鎌
塚
清
治

三
笠
金
吾

林
与
一

寺
口
四
郎

滝川町農地委員会・農業調整委員会・農業改良委員会
解散式記念 (昭和26年7月21日)

堀 萩 田
原 野

船
津
義
公

恵 昇 茂

日
野
田
一
太
郎

中
西
重
清

上
田
鉄
男

真
坂
民
蔵

東
藤
勝
秋

山
木
辰
之
助

農
業
委
員
会

昭
和二
十
六
年
三
月
三
十
一日
法
律
第
八
十
八
号
に
よ
る
、

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ、
従
来
の
農
地
委
員
会、
農
業
調

整
委
員
会、
農
業
改
良
委
員
会
の
農
業
政
策三
委
員
会
を
発
展
的
解
散
を
は
か

っ
て、
新
し
く
農
業
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
った。

農
業
委
員
会
は
農
業
協
同
組
合、
農
業
共
済
組
合
、
農
業
関
係
団
体
な
ど
と

協
力
融
和
し
つ
つ、
農
業
生
産
力
を
発
展
さ
せ、
農
業
経
営
の
合
理
化
を
図
り

農
民
の
地
位
向
上
と
公
平
な
利
益
を
代
表
す
る
機
関
と
し
て、
農
業
及び
農
村

の
振
興
に
関
す
る
計
画
を
推
進
し、
そ
の
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
目
的
で

あ
る
。
法
の
改
正
が
何
度
か
行
わ
れ
て
いる
が、
農
業
委
員
会
の
所
掌
事
務
に

つ
い
て
は、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
処
理
す
る
。

1
農
地
法
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
農
地、
採
草
放
牧
地
又
は
薪

炭
林
の
利
用
関
係
の
調
整
及
び
自
作
農
の
創
設
維
持
に
関
す
る
事
項

2
土
地
改
良
法
そ
の
他
の
法
令
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
農
地
等
の
交
換
分
合
及

び
こ
れ
に
附
随
す
る
事
項

3

さら
に
農
業
委
員
会
は
そ
の
区
域
内
の
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
事
務
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

農
地
等
の
交
換
分
合
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
農
地
事
情
の
改
善
に
関
す
る
事
項

1

農
地
等
の
利
用
関
係
に
つ
いて
の
あ
っ
せ
ん
及
び
争
議
の
防
止
に
関
す
る
事
項

23
農
業
及
び
農
村
に
関
す
る
振
興
計
画
の
樹
立
及
び
実
施
の
推
進
に
関
す
る
事
項

農
業
技
術
の
改
良、
農
作
物
の
病
虫
害
の
防
除
そ
の
他
農
業
生
産
の
増
進、
農
業
経

営
の
合
理
化
及
び
農
民
生
活
の
改
善
に
関
す
る
事
項

5
農
業
生
産、
農
業
経
営
及
び
農
民
生
活
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究

第
一
章
農

業

江
部
乙
町
で
は二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
次
の
委
員
が
選
任
さ
れ
た。

藤
工 内

社後
呂
職

塚
鎌

本
郷 職

田
黒

川
谷

長

笠
三

内

村
中

男
正

山
外

田
前

野

正
村

中

村
森川

芥

口
猪

佐
原

橋
高本

斉
藤

藤
佐 奥
辻

波
難

垣
稲

田
吉

森
宮

吉

直
高 酒
井

役
入

収
山
下

支
庁
職
員

大
橋

吉
田

寺 西
村

阪
本

神
部
町
長

中
村
支
庁
職員

樋
口 中 江
川島

内
山
助
役

杉
野
職
員

工
藤
勇
太
郎

佐
原
直
之

中
島
正
雄
◎
阪
本

茂
吉
倉
常
蔵

斉
藤
本
野
与
農
松
金
峰

新
出

崎
神職
員

野
本

員
川

石

岸
山

波
多
野

内
籔

桑
原
職
員倉

橋

中
村
職
員

木

芥
川
朝
治

社
内
与
造

山
本

神
崎
稲垣

構
造

松
儀
一男

丸
岡
留
吉

高
橋
末
次
郎

石
橋

武

菊
地

恵
◎
松
ヶ
平
五
作
勝男

4
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田
中
警
察
署
長

前
各
号
の
ほ
か、
法
令
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
事
項
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6
農
業
及び
農
民
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
ての
け
い
も
う
及
び
宣
伝

ま
た、
区
域
内
の
農
業
及
び
農
民
に
関
す
る
事
項
に
つ
いて
意
見
を
公
表
し

他
の
行
政
庁
に
建
議
し
、
ま
た
そ
の
諮
問
に
応
じ
て
答
申
す
る
こ
と
が
で
き

る
。滝
川
町
で
は
昭
和二
十
六
年
七
月
二
十
日
に、
ま
た
江
部
乙
村
で
は
同
月
二

十
一
日
に
そ
れ
ぞ
れ
農
業
委
員
会
を
発
足
さ
せ
た
。
滝
川
町
農
業
委
員
会
は
こ

の
年
た
だ
ち
に
農
業
振
興
五
カ
年
計
画
を
策
定
し
た。

委
員
の
定
数
は
当
初
の
こ
ろ
は
法
で
選
挙
に
よ
る
も
の
が
一〇
人
か
ら
一五

人
ま
で
条
例
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
選
挙
以
外
に
市
町
村
長
が
五
人

以
内
で
、
(選
挙
に
よ
る
定
数
の三
分
の
一を
超え
な
い
範
囲)
で
選
任
(農
協・
農
業
共
済、

議
会
推
薦の
学
識
経験
者)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

現
在
は
選
挙
定
数
が
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
一〇
人
か
ら
四
〇
人
ま
で

の
間、
選
任
は
農
業
協
同
組
合
・
農
業
共
済
組
合
の
各
理
事
一人
の
推
薦
と
議

会
推
薦
の
五
人
以
内
の
学
識
経
験
者
と
さ
れ
て
お
り、
委
員
の
任
期
は
三
年
と

な
っ
て
い
る
。
滝
川
町
の
選
挙
に
よ
る
委
員
定
数
は
最
初
が
一
五
人
、
二
期
目

か
ら
一二
人、
昭
和
四
十
一
年
七
月
か
ら
の
六
期
目
か
ら
一
五
人
と
な
って
お

り
、
江
部
乙
村
で
は
最
初
一五
人、
二
期
は
一〇
人
、
三期
目
か
ら
一
三人
と

し
た
。

新
市
発
足
の
昭
和
四
十
六
年
四
日
一日
以
降
の
取
扱
い
は、
四
十
七
年
七
月

ま
で
は
現
委
員、
次
の
選
挙
に
よ
る
両
市
町
の
定
数
は
二
一
人
(滝
川
地区
九
人、

江
部
乙
地
区
一二
人)
と
し
、
五
十
三
年
七
月
の
第
一
一期
に
は
一
八
人
(滝川

地
区
八
人、
江
部乙
地区
一〇
人
)
と
な
っ
た
が、
次
期
選
挙
に
は
地
域
区
分
を
し
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

滝
川
町
・
市
農
業
委
員
会
委
員

1

第
一
期
自
昭
和二
十
六
年
七
月
二
十
日

不至
同
二
十
九
年
七
月
十
九
日

○
◎
西
村

範
山
口

系
義
(
辻
興
隆
敏
就
任

浅
井
国
行
○
大
橋
長
太
郎

大
坪
賢
治

中村
正
直

隆
治

今
本
栄吉

森
田
政
太
郎

今
野
喜
代
松
◎
○
阪
本
茂

(会
長
就
任三
〇
・
四
・
一七
か
ら
)

福
本
勝
彦

佐
木々
市
之
助
嶋
沢
庄
蔵範

○
西
村

(昭
和
三
一
・七
辞
任

第
三
期
至
同
三
十
五
年
七
月
十
九
日

自
昭
和
三
十
二
年
七
月
二
十
日

)樋
口

杉
原
三
笠
金
吾
隆
治

元
信
中
村
正
男

白
木
丑
吾

多田
博
吉

○
江
川
虎
松

(昭三
一
・
七
辞
任

が
加
藤
正
義
就
任)

宮
本
政
男
就
任)

細
川
義
次

峯
村
国
太
郎

嶋
沢
庄
蔵

岩
村吉
太
郎

小川
正
行

馬
道
正
人

◎
阪
本

茂 茂

第
四
期
至
同
三
十
八
年
七
月
十
九
日

尾
崎

朝
吉 正 正
〇社内

与
造

寺
口

池
田
政
信

岡
本
貴
行

○
樋口

隆
治

僧
都
政
信

○中
島
正
雄
◎
○
阪本

茂

嶋沢
○芥川

砂
原
峯
村
国
太
郎

第
五
期
自
昭
和三
十
八
年
七
月
二
十
日

六至
同
四
十
一
年
七
月
十
九
日

の社
内
与
造

僧
都
政
信

嶋
沢
庄
蔵

◎
会
長

○
選
任

波
多
野
安
太
郎
社
内
与
造

石
川
庄
作
○
白
水

本
郷
政
吉

稲
垣
清
造 務

宮
本
政
雄

長
谷
川
重
之実

)樋口
茂

第
二
期
至
同
三
十二
年
七
月
十
九日

明
自
昭
和二
十
九
年
七
月
二
十
日

小川
正行

○
阪
本

○
田
畑

昭
二
七
・
六
辞
任
)

照
井
政
雄

長
谷
川
重
之

●岩
村
吉
太
郎

樋
口
昭二

庄
蔵馨

馬
道
正
人 章
○
吉
田
堅
治

貴
行

杉
原
元
信

�
自
昭
和三
十
五
年
七
月
二
十
日

宮
本
政
男

長
谷
川
重
之

中
島
正
雄

伝
吉

今
井
喜
代
松

小
田
幸
七

浅
井
国
行

芳
賀
惣
五
郎

多田山
下
嘉
蔵

岡
本

社
内
与
造

122

岩
村
吉
太郎

社
内
与
造

代
理
佐

会
長
佐
藤
伸
昭

土
谷
吉
三
郎
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〇
佐
々
木
栄
吉

(三
一・
七
・
六
辞
職
本
吉
武
雄
就任)

池
田
利
吉
郎

石
川
幸
吉
○
中
西
重
清

○
玉
置
元
旦

高
橋
末
次
郎

堀
口
工
藤
多田

柳
衛栄
安
雄

丸岡
留
吉

中
道
与一
郎

◎
会長

○
選
任

第
一
期
至
同二
十
九
年
七
月
二
十
日

自
昭
和二
十
六
年
七
月
二
十
一日

(二
八
・
三
辞
職
)

◎
鞍
田
武
夫
〇
◎
松
ヶ
平
五
作

(二
八
・
三
会
長
就
任)

次
原
清
一

真
坂
民
蔵

田
野
岩
崎
菊
治

寺
本

元
治

大
西
光
雄

第
二
期
郅昭
和二
十
九年
七
月
二
十
日

全剛
三
十
二
年
七
月
十
九
日

岩
佐
文
明

瀬
川

三
笠
弥
蔵 勲

◎
松
ヶ
平
五
作

正
夫

自
昭
和
四
十
一
年
七
月
二
十
日

茂

第
六
期
至
同
四
十
四
年
七
月
十
九
日

桝
幸
)阪本 田
白田

実
〇
南

池
田
政
雄

西
尾
米
次
郎

鳥
井
正
雄 茂

(途
中
退
任
森
井
正
之
就
任
)

○
橋
本

信
治

寺
田

島
田
定
雄
○
石
橋

谷
口
渡
辺

(四
〇
・
九
・
二
八
死
亡)

池
田利
吉
郎

中
道
与
一
郎

川
嶋
喜
三
郎

畑
原

山
下
朝
秀

第
五
期
至
同
四
十
一
年
七
月
十
九
日

胡
自
昭
和
三
十
八
年
七
月
二
十
日

安
田
秀
之
助

〇
山
口
周
吉

島田

〇松
儀
一男

川
嶋
喜三
郎

●松
ヶ平
五
作
石川

幸吉
真坂

民
蔵

末富
菊
蔵

(三
二
・
一
一
・七
死
亡)

東
藤
勝
秋

三
笠
弥
蔵

田
中

真
坂
民
蔵

工
藤

池
田
利
吉
郎
○
本吉

武
雄明明

安
雄

第
三
期
至
同
三
十五
年
七
月
十
九
日

自
昭
和三
十二
年
七
月二
十
日

工
藤
安
雄

一
男
(
川
島
喜
三
郎

松
ヶ平
五
作

寺
田
光
国

○
梅
野
種
勝
○
森
井
正
之

田
野

進
〇
梅野

種
勝

武 武

吉
田
清
二

第
六
期
自
昭
和
四
十
一年
七
月
二
十
日

至
同
四
十
四
年
七月
十
九
日

吉
田
清
二

山
上
正
雄 明 明
工
藤
安
雄

島
田

定
雄
〇
石
橋

(四
〇
・
四
・
六
解
任
梅
野
種
勝
選
任
)

一男
渡辺,

武 譲
(四
〇
・
五
・
一四
解
任
橋
本
信
治
選
任
)

吉
田
清二

池
田
利
吉
○
橋
本
信
治

中
道
与
一
郎 勇 勇

工
藤
安
雄

第
四
期
至
剛
三
十
八
年七
月
十
九
日

勇
和三十

五
年
七
月
二
十
日

加
地

島
田
十
作

幸
吉

(三
四
・
四
・
一〇
解
任
国
嶋
隆
信
選
任)

○
津
留
崎
禎
之

○
〇
松
儀

西
野
良
吉

〇○
松
ケ平
五
作

山
本
孝二

西
野
良
吉

工
藤

山
下

朝
秀明

寺
崎
武
雄

大
田
清
哲

〇松
ヶ平
五
作勲

山
上
正
雄

畑
原

山
本
孝
二

第
七
期
自
昭
和
四十
四
年
七
月
二
十
日

至
同
四
十
七
年
七
月
十
九
日

中
道
与
一
郎

岩
佐
文
明

◎○
岩
村
吉
太
郎

木
戸
池
田
政
雄

国
奥
金
次
郎

宮
崎

社
内
与
造

寺
口

寺
口

樋
口
隆
治

○
中
村
正
男

○
籔
内
喆
夫章

安
達
作
市

僧
都
政
信

政
雄

第
七
期
至
曜
四
十
七
年
七
月
三
十
日

正
目昭
和
四十
四
年
七月
二
十
日

◎○
社
内
与
造章

幹
男
○
籔
内
喆
夫

安
達
作
市

木
戸

僧
都
政
信

国
奥
金
次
郎清

〇
佐
木々
市
之
助
長
谷
川
勇

山
内
正
三
郎

平
木

本
野
正
一
小
坂
健三勝

山
本

宮
崎

弘

二
江
部
乙
村
・
町
農
業
委
員
会
委
員

岡内
義
雄

飯
原
佐
吉

○)山
岸

寺
口
正
春

●
草
沢
三
笠
高
雄薫

〇中
村
正直

尾
崎

寺
口
正
春正 正

義
夫

)南
義夫

照井
三
笠
高
雄

喆
夫

桝幸
正
夫

尾
崎

〇
白
田

実
樋
口
昭二

○辻
奥
隆
敏

寺
口
正春

○
福田

義
行

清
山
本
敏
男
○
山
岸
幹
男

弘 章

○
照
井
政
雄

樋
口
昭
二

波
多
野
正
明

敏
男

◎○
松
ヶ平
五
作

谷
口

進
○
松儀
寺
崎
武
雄
〇
本
吉

武
雄

○
本
吉
武
雄

十
作 讓

渡
辺

寺
崎
武
雄

加
地

勲
工
藤

岩
佐
文
明

三
笠
弥
蔵

茂
高
橋
末
次
郎

岩
崎
菊
治

長
坂
民
蔵

石川
安
田
秀
之
助

進 讓

○
寺
口

123



第
八
編
産
業
・
経
済

畑
原

.

進 勲

○
津
留
崎
禎
之

谷
口

(途
中
退
任
橋
本
信
治
就
任)

三
新
・
滝
川
市
農
業
委
員
会
委
員

第
八
期
至五
十年
七
月
三
十
日

合
併
後、
初
め
て
の
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
が
昭
和
四
十
七
年
七
月三
十
日

に
行
わ
れ
た。
滝
川
地
区
に
つ
い
て
は
定
数
を
越
え
な
か
っ
た
の
で
無
投
票
当

選
で
あ
っ
た
が、
江
部
乙
地
区
(第
二
選
挙区)

の
投
票
・
開
票
が
あ
っ
て、
当

選
者
が
決
定
し
た
。
選
挙
当
日
の
有
権
者
(江
部乙
地区)

二
、
二
二
八、
投
票

率
は
九三
・
九
四
パ
ー
セン
ト
で
あ
っ
た。

第
一
選
挙
区
(滝
川
地
区
)

弘
宮
崎
小
坂
健三

安
達
作
市

○
〇社内

与
造
○
寺
口

章 茂

第
二
選
挙
区
(江
部
乙
地
区
)

虎谷
正
市

武
雄

山
本
孝
二譲
大
田

西
野
良
吉

寺
田
光
国

谷口
進

山
下

岩
崎
秀
市

朝
秀

○
橋
本
信
治

第
九
期
自
昭
和
五十
年
七
月
三
十
一
日

六至
同
五
十三
年
七
月三
十
日

昭
和
五
十
年
七
月
二
十
七
日
投
票
・
開
票
が
行
わ
れ
た
。
投
票
所
九
カ
所
・

当
日
の
有
権
者
数
三
、
七
〇
八、
投
票
者
数三
、
四
九
九、
投
票
率
九
四
・
三

六
パ
ー
セン
ト
で、
開
票
は
滝
川
市
役
所
と
江
部
乙
公
民
館
の
二
カ
所
に
分
か

れ
て
行
わ
れ
た
。
当
選
者
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
選
挙
区

中
野
謙
二
(北
滝
の
川
)

細
川
二
郎(花

月
町
)

滝
下

小
坂
健三
(北
滝の
川)

脇
本

第
二
選
挙
区
(
)
内
は
住
所
地
番

松
岡
正
一
(一
、六
六
八)
谷
口

藤
雄
(二
、三
二
九
)
脇
本
武
雄(

七
三
六)

高
司
(
八
一六
)

進
(一
、七
六
五
)
寺
田
光
国(一、

一八
二
)

山
本
孝
二(

四
一二)

西
野
良
吉(一、七

八
六
)

平
手

登
(一、二

九
七)

佐
藤

滝
川
農
協
・
浅
井
国
行

(五二
・
一
死
亡
後
任
倉
島
彦三
)
(五
一・
一
一～
五
二
・
三
会
長・
退
任
後
任
楠
清)

中
空
知
農
業
共
済
・
国
嶋

賢
二

な
お
選
挙
立
候
補
者
は
第
一
選
挙
区
一
一名
、
第
二
選
挙
区
一三
名
で
あ
っ

た
。

第
一
〇
期
自
昭
和五
十三
年
七
月三
十
一
日

不至
同
五
十
六
年
七
月
三
十
日

昭
和
五
十
三
年
七
月
二
十
三
日
執
行
の
選
挙
当
選
者
は
次
の
と
お
り
で
あ

な
お
委
員
定
数
を
超
え
て
立
候
補
者
が
な
か
っ
た
の
で
無
投
票
当
選
と
な
っ

る
。

た
。

第
一
選
挙
区
(定
員
八
名)

国
奥
金
次
郎(東

滝
川)

細
川
二
郎
(花
月
町
)
滝
下

原
田
政
雄(二
の
坂町)

河
野

第
二
選
挙
区
(
定
員
一〇
名)
(
江
部乙
町
地区)

大
田
清
哲(九

の二
)
寺
田
光
国
(一
〇
の二
)

貞
義(一二

の二
)
渡
辺
秀
夫(三
の二
)

虎
谷
正
市(一、

三
六
九)

義
男
(北
滝
の
川
)

繁
雄(黄

金
町)

福
永

寺
崎

昇
渡
辺

○
住
友
成
夫
○
吉
岡

(四
九
・
七
・
長
谷
川
武
次
に
引
継)

渡
辺
山
下
朝
秀

讓清

滝
下

匠
山
内
正三
郎
脇
本
繁
雄

木
戸

国
奥
金
次
郎

中
野
謙二

工
藤

明
島
田
定
雄

寺
崎
武
雄

大
田
清
哲

原
田
政
雄(二

の
坂
町
)

匠
(東

町
)
宮
崎
義
男
(北
滝
の
川
)

繁
雄(黄

金
町
)

岡
崎

高
桑

虎
谷
正
市
(一
、三
六
九)

寺
崎

章
大
田
清
啓(
一、
一
八
八)

推
薦選
任
=
議
会
吉
岡
重
信
寺
口

社
内
与
造

岩
崎
秀
市(一、七三

八)

恒(南
滝川)

但
田
信
行
(江
部
乙
町
)

江
部
乙
農
協
・
橋
本

信
治

(五
三
・
三
退
任
・
後
任
古
枝
寅
雄
)

国
奥
金
次
郎(東

滝
川)

弘
(東
滝
川
)

寺
崎
武
雄(一

の
一)

奥 中
垣
幸
八
郎(東

滝
川
)
脇
本

岡
崎

匠
(東
町
)

伝
(北
滝
の
川
)
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○
阪
本

○
佐
木々
市
之
助
〇
猪
口
英
之
助

斉
藤
里
次

山
口
周
吉

清
哲

重
信

�自
四十
七
年
七
月三
十
一
日



七
年
追
加
貸
付

間
三
年
)
利
率
年
五
分
、
(
)
内
は
昭
三

金
三
〇
万、
償
還
期
間二
〇
年、

融
資
枠
一
戸
当
創
設
資
金
四〇
万
、
維
持
資

計
負
債
整
理

小
作
地
取
得

3
自
作
地
取
得

期
間
二
〇
年、

計
負
傷
整
理 害

疾
病
負
傷

小
作
地
取
得

自
作
地
取
得 分 分

冷
害
分四、七00千

円

滝

(据
置
三
年
)

11、100
四、四00
三 00
100
11100
六、000
(千
円
)

金
額 請

件
数 分 清 重
信恒

松
岡
正
市
(一
〇
の
四
)一四、九五〇千

円

八、六三

三
、二三

千
円

三、
七
一〇
千
円

貸
付
額

融
資
決
定
者

八
戸

江
部

乙
分三三
、

円

二八七、六六七

一九七、一〇〇円

一八五、五〇〇円

一
戸
当
り
貸

資
金
枠
一、二五

千
円
(第
一
次
分
以
後)

中
空
知
農
業
共
済
・
古
枝
寅
雄

滝
川
農
協
・
倉
嶋
彦
三

岩
崎
秀
市(五

の二
)

負
債
整
理

4)自
作
地
取
得

〇〇
41

負 疾 じ

融
資
枠
償
還
期
間、
利
率
は
三
十
八
年
と
同

計

小
作
地
取
得

3
自
作
地
取
得

利
率
年
五
分

融
資
枠
一
戸
当
農
地
取
得
資
金
八
〇
万
円、

償
還
期
間
二
二
年、

(据
置
期
間三
年
)
利

率
四
分
五
厘、
自
作
農
維
持
資
金
三
〇
万

円、
償
還
期
間
二
〇
年、
(据
置
期
間三
年
)

貝 疾
病
負
傷

小
作
地
取
得

自
作
地
取
得

五一、二八〇
三二、一八〇
元九、100

七
、三
四

五四、四八四
三、100
11100
500

一九、七00

二四、二00
1100
七五〇

二三、一五

四四、二八〇
二〇、三八〇
二三、九〇〇

二八、五〇〇

二、100 11100
八00

一九、七00

一五、八〇 100 07 8

病
) 理 一 災 一 災 一
般
計 第
二
次
分

災
害
分
第
一
次
分四、000

豆豆、二三〇

一、 〇三〇

三、100
五、000

三、二〇〇
千
円

融
資
金
額
貸
付
金
額

一、二〇〇千
円

四戸
二、二四〇千

円
一〇七戸

二四〇千
円
三
戸

二、000千
円
九五戸11

三 一七

九一

四 三 元

10

五 三戸 ▲牧歌的風景が点在する丸加山

:

業

(据
置
期

九、七〇〇

三、000
四00
六、00037

六、七五〇
三、六〇〇 100

11100
三、五五〇3 35 34 30 年度

自
作
農
維
持
資
金
融
通
法
(昭
和
三
十
年
八
月
公
布)

江
部
乙
農
協
・
楠

但
田
信
行

佐
藤

山
本
孝
二(二
の三
)

高
桑
藤
雄(二

の
六
)

推
薦
選
任
=
議
会
・
吉
岡

融
資
枠
一
戸
当
三
〇
万
、
利
率
年
五
分、
償
還

一五 一1 1

二0

件
数 申

川

二八 一

11

一 一五 三三 九 一 一 (千
円
)

金
額

貸
付
決
定

一
般
分
六00千

円 梅
木
義
雄

津
留
崎
禎
之

四五件

1110

空
件

二
〇
件

貸
付
件
数

計

計

災 負 相 小 自
債
整

作 作
計 病

相
債 続

每
自
作
地
取
得
三 五一
(三
)
(1) 五一

(八、〇五〇)

二
、九三〇

四七〇
三
〇

一、六〇〇

一九、六五〇(
二)三 六二六 六 三 七六七 三 1 1

二六 二四

1 三

110 九
一四、六00
(六、八00)
(八00)
一四、六〇〇
(六、000)

災
害
(黒
星

一
般
負
債
整

負
債
整
理

五、六〇〇
42疾

病
負
傷
相

般 害 般 害

一、二00
三、二〇〇
千
円
数 貸
付
戸

36 31 年度
災

区

害 理 続 得 得 債

三 二 1 二

1三 1 (1)一
(五、○六0)
三
〇 三 二〇

(四00)
八、八〇〇
(四、六六〇)

七五〇
一四、八〇〇

元元、〇六〇
(八、八五〇)
(八00)
元
、○六〇

(二
)三 一元 一〇 三

七 1 一

二六 三 一 三一三

(九)

(1)

(II)

41

区
分

三、100

′ 四、000

一、 〇三〇

五、000

地 地
取 取

計
九、三二〇

付
額

38

125
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害
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第
八
編
産
業・
経
済

農
業
経
営
の
改
善
振
興
を
図
る
た
め、
資
金
の
融
資
を
促
進
す
る
保
証
融
資

に
関
し
、
委
員
が
委
嘱
さ
れ
た
(昭
和三
十
一年
十
月
一
日
)。

内
山
憲
一
・阪
本
茂
・
籔
内
喆
夫
・
鎌
塚
清
次
・
樋
口
隆
治
・
宮
本
政
男
・
竹
内
与
助
・

社
内
与
造
・
岡
部
力
男
(昭三

二
・
一・
七)

昭
和三
十
四
年
四
月
一
日

樋
口
隆
治
(長
)・
社
内
与
造
(副)・

吉
岡
清
栄
・
岡
部
力
男
・
大
沢
辰
次
・
小
川
正
行
・

芳
賀
惣
五
郎
・
阪
本
茂
。

期
31 313131313131猪口

英之
助

•

照
井
政
雄

宮
本
政
男

岡
部
力男

•

芳
賀
惣
五
郎

社
内
与
造

氏池
田
政
信
同
3
2
・
4
・
1
1
～

5
～

•1
S

山
本
義
郎

川
島
幸太
郎
同
50・5・1～50

・
昭49・

同
4
・
8
・
1
～

•
4
・
3
.

同
3
8
・
8
・
1
～
4
6
・
3
・

昭
3
6
・
7
・
1
～
4

•
同
44・

8
・
1
～
4
6
・
3
・

•

同
40・

7
・
1
～
4
・
3
・
3

一同
8
6
・
7
・
1
～
4
4
・
7
・
7
7

一同
3
6
・
7
・
1
～
4
2
・
8
・
3
1

同
3
6
・
7
・
1
～
3
3
・
7
・
3
1

昭
8
6
・
7
・
1
～
4
2
・
7
・
2
7

氏氏
名

同
42・9・1～46・3・31

東
金
次郎
同
92・7・1～4・

福
田
義
行
同
4
0
・
7
・
1
～
4
・
3
・

吉
岡
清
栄
同
3
6
・
7
・
1
～
4
4
・
3
・

阪本
茂
同
3
6
・
7
・
1
～
4
3
・
3
・
31

小
川

正
行
同
36・
7
・
1
～
4
・
7
・
3

樋
口
隆
治
昭
5
6
・
7
・
1
～
4
0
・
7
・
2

任

1
～

1
5

485448・
5
・

5
・
5
・
31

松
ヶ
平
五
作
昭
4
6
・
6
・
1
～
4
・
5
・

農
業
振
興
補
償
融
資
委
員
会
(合
併
後)

•

同
4
・
8
・
1
～
4
6
・
3
・
3
1

秀
晴
同
3
6
・
7
・
1
～
3
3
・
7
・
3

松
山

中
村

正
直
昭
3
6
・
7
・
1
～
4
6
・
3
・
3

中
村
正
直
・
江
川
虎
松
・
秋
山
秀
晴

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日

後
呂
義
久
・
中
村
正
直
・
江
川
虎
松
・
秋
山
秀
晴
(昭
32後
呂
の
後
任)

四九 一五

三四

〇八
二、

二 一三
、六六〇

二三六、〇四〇

一三、八〇〇

三
、000
10.000

一五、000

五、五五〇

二六、七三〇

1、 000
六00

四、二〇〇
1、 000

三五

一五四 101 五三 九九 八一 11 11 11

48 47

資自 金農 金農 金資自 金農 災 災 相 自 疾 相 小 自

計 計
取

害 得 害 続 得 続病

一九
11

一 1

一五

二四、二九〇
一、〇九〇
二三、三〇◯

三天、四八〇
三
、000

二六、二八〇

二、八〇 五00
100
100

10、八五〇

一六 三 二三
五三 三

一 一九 一九 二 1 1 ._

二四、三九〇 〇〇
三、

三一、〇九〇

三、咒
〇

三、000
1100

三六、二八〇

二、八五〇
五00

1100
10、八〇

4451 49

資自 金農
金作

資自 金農

理

金作 地
計 農 計 計

維
持災

害
資
金

資
金

食
金 金負 資自

債 金作
整 地

資

得

二五六
二五六、一九〇
一五三、二〇〇

一〇三、九九〇

一三元、五三〇

一三三、九四〇

50|農
地
取
得
資
|自
作
地
取
得

農 取

維持
取

得
資

害

(六
・
五
分

(三
分
資
金
) 害

分
貸
付

四
十
三
年
度

分
貸
付

四
十
二
年
度

害 般

(火
災
)

1、000
六00

三
六

寺
口

後
呂
義
久
同
46・
6

章
同
46.
6

313131
寺 秋 江
口 山 川

義 虎

「章 雄 松
名

任

5 7

•
31 313131 31313131313131

43|自
作
地
取
得

資
金

地
取
得
資
自
作
地
取
得

計 農 取 計 区

維 維 得
金負 金疾

負
債
整
理
資

疾病
負
傷
資

分資

金作
地
取
得

作
地
取
得

一五七

三 1

〇
六三、

二

一四

(件
)|(千

円
)

件
数
金
額100

三四
二三
五、五四〇 〇〇
四 、
二七三、八五〇

二、八〇〇

三六、六〇

七五、九六〇

七五〇

11100

四四、五五〇

4
農
地
取
得
資

年度

地
作

44

資
金

日
作
農
維
持 持

資自
金作

資
炭

地
計

小
作
地
取
得

一六 三 二三 五 � 一 元害
金

四 八 一四一 八一 一五

45災 資
金)

災 災 1

計 (計
)

地
取
得
資|自

作
地
取
得

三0 三

辻
奥
隆
敏

横
山十
七
七

農
業
振
興
融
資
審
議
委
員
会
(昭
和三
十
一
年
十
月
一
日
委
嘱
)

後呂
義
久
同
4
2
・
7
・
1
～
4
・
3
・ 期

農
業
振
興
保
証
融
資
運
営
委
員
会

126

災 資小 資自

三00
43

一四

日
作
農
維
持
災
害
資
金

4
自
作
地
取
得

1100



太
田
吉一
昭
4

猪
口
英
之
助
同
4
8
・
6
・
1
5

辻
奥
隆
敏
同
4
6
5
・
6
・
1
～
5
2
・
4
・51

6
・
1
1

505249

4
・
33

30・
5
・
77
滝
下
吉
岡
重
信
同50・

匠
6

1
S

第
十
四
節
畜

産

1
馬

馬
は
ア
ジ
ア
、
ヨー
ロ
ッ
パ、
アフ
リ
カ
な
ど
に
野
生
で
繁
殖し
て
い
た
も

の
で
あ
る
が、
そ
れ
を
人
間
が
飼
い
な
ら
し
、
物
の
運
搬
や
乗
馬
に
使
う
よ
う

に
な
っ
た。

そ
の
始
ま
り
は
遠
く
昔
の
こ
と
で、
古
代
人
の
生
活
し
た
洞
窟
の
壁
画
な
ど

に
も
見
ら
れ
る
。

我
が
国
に
お
い
ても
、
古
く
か
ら
乗
馬
や
駄
馬
と
し
て
使
わ
れ、
北
海
道
に

お
い
て
も
松
前
藩
時
代
既
に
牧
場
が
開
か
れ
て
お
り、
そ
れ
が
明
治
と
な
り
開

拓
使
の
欧
米
農
法
採
り
入
れ
に
よ
り
、
一層
そ
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
き
た。

開
拓
使
か
ら
道
庁
と
な
り
馬
に
関
す
る
牧
場
・試
験
場
・繁
殖
場が
つ
く
ら

れ
明
治
四
十三
年
第
一
期
拓
殖
計
画
で
は
牛
馬
一〇
〇
万
頭
計
画
が
樹
立
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

本
道
に
お
け
る
馬
の
起
源
は、
旧
記
に
よ
っ
て
は、
先
住
民
で
あ
る
ア
イ
ヌ

人
種
の
飼
育
は
認
め
ら
れ
ず、
し
た
が
っ
て
総
て
東
北
の
南
部
地
方
か
ら
移
入

さ
れ
た
も
ので
、
文
化元
年(一八〇

四)七
月
函
館
奉
行
戸
川
筑
前
守
の
主
唱
に

よ
り
、
胆
振
国
有
珠
・
虻
田
の
両
郡
に
牧
場
を
開
設
し
た
と
あ
る
。
こ
の
時
代

は
専
ら
馬
匹
の
繁
殖
と
改
良
が
行
わ
れ、
そ
の
後
安
政
六
年
元
浦
河
に
分
場
を

設
け
る
な
ど
し
て
以
来、
三
牧
場
は
そ
の
事
業
を
継
続
し、
明
治元
年
に
技
術

の
改
革
に
よ
り
廃
場と
な
った。

この
間
牧
場の
効
果
は
極
めて
大
きく、

胆
振
・
日
高
・
十
勝
・
釧
路
・
根
室
・
北
見
な
ど
の
駅
逓
馬
は
ま
た
遠
く
樺
太
に

も
移
出
し
、
交
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

次
い
で
明
治
五
年、
渡
島
国
七
重
に
勧
業
試
験
場
を
設
け、

ア
メ
リ
カ
よ
り

種
馬
を
輸
入、
馬
匹
の
改
良
繁
殖
を
行
い
日
高
新
冠
郡
に
牧
場
を
開
き
、
さ
ら

に
根
室
花
咲、
真
駒
内
など
に
種
畜
場
を
設
け
馬
匹
の
生
産
に
努
め
て
い
る
。

北
海
道
で
農
耕
馬
と
し
て
い
る
馬
は、
支
那
大
陸
よ
り
輸
入
さ
れ
改
良
さ
れ

た
も
の
が
多
く
そ
の
他
競
走
用
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ト
種
、
ア
ラ
ブ
種
、
ギ
ト
ラ
ン
種

が
あ
り
、
速
歩
用
は
ト
ロ
ッ
ター、

ハタ
エ
ハ
ー
種
、
農
業
及び
運
搬
用
は
ペ

ルシ
ュ
ロン
種
、
アブ
レ
ツ
イ
マ
ン
種
、
ま
た
軍
馬
用
に
は
ア
ン
グ
ロ
ノ
ル
マ

ン
種
、
こ
の
他
釧
路
種
と
い
わ
れ
る
本
道
で
改
良
さ
れ
た
馬
が
あ
っ
た
。

種
馬
の
民
間
貸
与
産
馬
組
合
単
位
ま
た
組
合
の
な
い
地
方
に
は
農
会、
産

業
組
合
に
種
牡
馬
の
貸
与
が
な
さ
れ
産
馬
の
改
良
な
ど、
気
候
風
土
に
恵
ま
れ

た
本
道
の
広
大
な
地
域
は、
畜
産
業
発
展
の
礎
を
築
い
た
の
で
あ
る
。

農
耕
を
馬
力
に
よ
っ
た
時
代
や、
運
搬
を
馬
力
に
よ
っ
た
時
代
に
は、
滝
川

の
馬
も
相
当
多
く
飼
育
さ
れ
て
い
た
が、
近
年
自
動
車
の
発
達
並
び
に
耕
耘
機

に
よ
る
農
耕
の
普
及
に
よ
り
、
年
減々
少
の
一歩
を
た
ど
っ
て
い
る
。

江
部
乙
に
お
け
る
馬
匹
飼
育
の
始
め
は
軍
用
馬
で
あ
る
が、
農
耕
馬
と
し
て

は、
明
治二
十
八
年
七
月、

一八
頭
を
導
入
し
、
当
時
の
屯
田
兵
両
中
隊
で
、

八
頭
を
軍
用
馬
に
充
当
し
、
残
馬
一〇
頭
は
抽
せ
ん
で
配
分
し
た
こ
と
か
ら
始

ま
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

昭
和
時
代
に
は、
中
間
種
が
多く、

そ
れ
は
農
耕
馬
に
適
す
る
ば
かり
で
な
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第
八
編
産
業
・
経
済

く
、
軍
用
馬
と
し
て
適
格
で、
軍
政
面
か
ら
奨
励
さ
れ
た
た
め
で
も
あ
る
。

の
が
あ
る
。

農
作
業
と
馬

馬
は
農
作
業
の
原
動

力
と
な
っ
て
営
と々
し
て
働
き
、
三
月
の

堆
肥
出
し
に
始
ま
る
春
の
馬
耕
、
プ
ラ

ウ
、
ハ
ロ
ウ
など
によ
る
耕
起、
砕
土、

泥
ま
み
れ
に
な
っ
て
早
朝
よ
り
晩
お
そ
く

ま
で
働
き
続
け
、
暮
色
の
中
の
い
な
な

き、
声
な
く
草
食
う
馬
の
姿
は
忘
れ
ら
れ

な
い
。

運
搬
業
と
馬

農
作
業
ば
か
り
で
な

く、
馬
は
交
通、
運
搬
の
面
で
も
、
ま
た

昭
和
五
年

同
一五年

同
一0年

大
正
五年

七
三
二

明
治
四
年

種
別

軽

三 五

三
二

四
三〇

八一
三三

四 四 八 三五
101
一六〇

牝
牡
計

和和
種

三一四
三
五
三〇七
二 三
〇

二三七
三
三 三九六 牝

六
四二

大
正
元
年

牡二八八
二八三 八七
二二九二

二七九

中
間
種

五六一 七
三 一三九
一七三 六

計 七九八
P10
二七三
三九三
一三七

牝九五 三 八六
1001

重
三 三 四 八 七牡一八二

一九二
一九三 一八 一六二 種

計二七 七
三
三
三
〇
二六八
二六五 八

二
二

同
25年八七九
九二〇
九〇九
八一四
八五四 八

七三 三四八
五九一
四三九

五
三 〇
三五四二

1
.

飼
育
戸
数

六
四
九

同
35年七八六
八三 六九一
六六〇
六四三

飼
育
戸
数

往
時
の
人
々
にと
っ
て
深
い
関
係
を
も
っ
て
、
日
常
生
活
の
中
で
も
役
立
っ
て

き
た
。

汽
車
で
運
ば
れ
た
荷
物
は
各
目
的
地
に
馬
車
で
運
ば
れ
た
の
で
あ
る。
明

治
・
大
正
そ
し
て
昭
和
の
初
め
ま
で
は、
金
輪
の
馬
車
が
使
わ
れ
て
い
た
が、

昭
和
の
中
ご
ろ
に
ゴ
ム
輪
の
保
道
車
が
出
は
じ
め
た
。

定
期
的
に
通
う
荷
馬
車
や
客
馬
車、
石
炭
や
砂
利
運
搬
の
一
ト
ン
箱
な
ど
を

積
ん
だ
馬
車、
ど
の
一
つ
一
つ
に
も
陰
の
力
と
な
っ
て
働
い
た
の
が
馬
で
あ

る
。し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
交
通、
運
搬
の
主
役
を
な
し
て
い
た
馬
も、
自
動
車

の
出
現
に
よ
っ
て、
農
耕
馬
と
同
じ
よ
う
な
運
命
を
た
ど
っ
て
い
る
。

馬
は
農
作
業
や
交
通
・
運
搬
に
重
要
な
原
動
力
で
あ
る

娯
楽
に
も
使
わ
れ
た。
そ
れ
は
競
馬
と
ば
ん
馬
で
あ
った
。
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五
七
九
頭

明
治
43年

江
部
乙
に
お
け
る
馬
の
飼
育
状
況

同
4
年

六
一
〇

種

七三六八室
雑

種

同
14年
七三
九

九二KOP

五九九

四六

五八九 七
五
四

昭
和
9
年
同
24年
八
一
一三 六 四 七 三 種

六 九 八 五 石

計 計

戸

年
次

同
三
年

同
一五年

同
三
年

同
一五年

昭
和
10年 種
別

年
次

牝
牡

計
牝

こ
の
表
で
も
わ
か
る
よ
う
に、
昭
和
二
十
五
年
ご
ろ
に
は、
重
種
の
育
成
に

努
め
て
き
た
が、
農
業
機
械
の
発
達
に
伴
っ
て
漸
次
頭
数
は
減
少
し
始
め、
昭

和
三
十
年
以
降
は
急
速
に
減
少
し
、
今
で
は
数
え
る
ほ
ど
の
頭
数
と
な
っ
て
き

た
。し
か
し
、
そ
の
こ
と
で
農
村
地
帯
の
無
家
畜
現
象
が
出
始
め、
農
地
に
堆
厩

肥
の
投
与
が
な
く
な
り
、
地
力
減
退
し
、
そ
れ
を
化
学
肥
料
に
頼
る
弊
害
な
ど

を
み
る
と
、
戦
時
中
物
資
不
足
の
時、
農
耕
馬
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
も

ば
か
り
で
な
く、

競
馬
と
ば
ん
馬

滝
川
に
お
け
る
馬
の
飼
育
状
況

‒‒‒

牡
計

牝
牡

計

洋



日
通
ば
ん
馬
購
買

1

・
昭
和
二
十
九
年
度
実
施
回
数
二
回、
総
出
場
数
一
一七
頭、
購
買
馬
二

五、
購
買
金
額二
七〇
万
六
、
五〇
〇
円
、
最
高
一三
万
五、
〇
〇
〇
円、
最

低
九
万
三
、
〇
〇
〇
円、
平
均
一
〇
万
八
、
二
六
〇
円

・
昭
和三
十
年
度
実
施
回
数
二
回、
参
加
頭
数
六
一頭、

購
買
馬
一
〇
頭、

購
買
金
額
最
高
一二
万三
、
〇
〇
〇
円
最
低
八
万
五、
〇
〇
〇
円
平
均

一〇
万
三
、
〇
〇
〇
円

日
輓
馬
競
争

滝
川
は
西
町
の
馬
検
場
で
開
催
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が、
江
部
乙
の
状
況
に

つ
いて
述べ
て
み
る
。

江
部
乙
挽
馬
競
争
は、
昭
和
の
初
期
に
始
ま
り、
場
所
は
旧
屯
田
兵
練
兵
場

の
北
側
で、
出
発
点
は
専
光
寺
の
裏
あ
た
り
か
ら
直
線
で
国
道
十
二
号
線
に
む

か
い、
旧
集
乳
所
付
近
が
決
勝
点
で、
距
離
は二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い、
障

害
は
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

主
催
は、
江
部
乙
村
馬
頭
観
世
音
奉
賛
会
で、
こ
の
祭
典
余
興
と
し
て
行
わ

れ、
村
内
の
寄
付、
金
品
を
賞
品
に
あ
て
た
。

競
技
会
の
役
員
は
奉
賛
会
役
員
や
村
の
獣
医
・
古
参
の
牛
馬
商、
馬
車
追
い

が
当
た
り、
大
体
七、
八
月
の
農
閑
期
に
行
わ
れ
た。

出
場
馬
は、
村
内
や
近
隣
町
村
の
馬
で、
特
に
上
砂
川
や
赤
平
の
炭
坑
地
帯

で
石
炭
運
搬
を
し
て
い
る
馬
は
力
が
強
く、
良
い
成
績
を
あ
げ
て
い
た
。

馬
の
数
も
七〇
～
八
〇
頭
が
参
加
し
、
競
技
会
役
員
の
審
査
を
受
け、
強
そ

う
な
馬
か
ら
一
流
・
二
流
・
三流
と
級
を
つ
け
ら
れ
た
。

競
技
は
馬
橇
に
土
俵
(一
俵十
六
貫位)

を
、
一流
は
一〇
俵、
二
流
は
八
俵、

業

三
流
は
六
俵
と
い
う
よ
う
に
挽
荷
の
重
量
が
定
め
ら
れ、
ゴ
ー
ル
に
先
着
順
で

入
賞
位
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

入
賞
の
賞
金
は、

一着
一
円
程
度
で、
商
店
か
ら
の
品
物
を
賞
品
と
し
た
り

し
た
も
の
で、
近
隣、
町
村
か
ら
も
大
変
楽
し
ま
れ、
名
物
行
事
に
な
っ
て
い

た
。旧
練
兵
場
で
の
競
技
会
は、
一、
二
年
催
さ
れ
た
が、
東
十二
丁
目
馬
検
場

(現
在
江
部乙
高
校の
位置)

に
移
し
た
。

こ
の
場
所
は
広
い
の
で
一
周
三
〇
〇
メ
ー
ト
ルく
ら
い
のも
の
に
な
り、
出

発
点
か
ら
五
〇
メー
ト
ルの
あ
た
り
に
第
一
障
害
を
設
け
た
。

障
害
は
コ
ー
ス
を
横
切
る
土
堤
で
高
さ
一
メー
ト
ル
ぐ
ら
い
で、
第
二
障

害
は
決
勝
点
前
方
五
〇
メー
ト
ル
く
ら
い
に
あ
り、
壕
を
掘
っ
た
り
し
て
い
た

〃が、
土
堤
は
一
メー
ト
ル三
〇
～
五
〇
く
ら
い
で
あ
った
。

こ
の
会
場
で
は
乗
馬
の
競
争も
あ
り、
速
歩
や
早
駆
け
も
行
わ
れ
た
も
の

だ
。
競
技
は
馬
場
が
広
く
な
っ
た
の
で、
内
容
も
多
種
に
な
り
観
客
も
一
段
と

楽
し
み
を
増
し
た
が、
市
街
地
か
ら
遠く
な
り
、
商
店
側
か
ら
こ
の
催
し
に
よ

る
収
益
が
少
な
く
な
った
と
し
て、
市
街
の
近
く
で
催
す
よ
う
強
い
意
見
が
出

た
。主
催
者
側
も
商
店
側
から
農
家
よ
り
も
多
く
の
寄
付
協
力
を
頂
い
て
い
る
関

係
も
あ
り、
ま
た
商
店
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
た
め、
後
に
な
り
市
街
地
の
公

園
(現
在の
中
央公
園)
に
会
場
を
移
し
、
池
の
周
囲
を
一
周
す
る
コ
ー
ス
で
競

技
を
し
、
太
平
洋
戦
争
の
始
ま
っ
た
こ
ろ
ま
で
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

輓
馬
競
争
は
江
部
乙
ば
か
り
で
催
さ
れ
た
の
で
は
な
く、
昭
和
十
年
ご
ろ
に

は
軍
用
馬
の
育
成
と
併
行
し
て
各
地
で
催
さ
れ
て
い
た
が、
い
ず
れ
も
太
平
洋
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第
八
編
産
業
・
経
済

戦
争
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
中
止
と
な
っ
て
い
った
。

終
戦
後二
、
三年
で
再
度
各
地
で
催
さ
れ
始
め
た
の
で、
江
部
乙
で
も
復
活

し
中
央
公
園
で
開
催
さ
れ
た
が、
主
催
者
は
馬
頭
観
音
奉
賛
会
と
江
部
乙
村
挽

馬
競
技
会
の
両
者
に
よ
っ
て
計
画
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和三
十
年
ご
ろ
か
ら
は、
こ
の
競
技
会
が
非
常
に
盛
り
あ
が
り
、
出
場
馬

数
も
増
し、
賞
金、
賞
品
も
急
激
に
立
派
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
道
会
議
員
・
国
会
議
員
か
ら
も
賞
品
と
し
て
優
勝
旗
や
美
し
く
模
様

づ
け
し
た
が
ら
掛
な
ど
が
寄
贈
さ
れ、
地
元
有
志
から
も
同
様
に
寄
贈
が
あ
っ

た
の
で、
本
部
の
天
幕
に
は
色
と
り
ど
り
の
優
勝
旗
や
が
ら
掛
そ
の
他
賞
品
が

山
積
み
さ
れ
たも
の
で
あ
る
。

出
場
馬
も
他
の
競
技
会
で
貰
っ
た
立
派
な
がら
掛
を
つ
け
た
り、
中
に
は
優

勝
旗
を
四
枚く
ら
い
縫
い
合
わ
せ
て
幕
の
よ
う
に
し、
馬
に
か
け
て
集
ま
って

来
た
姿
は
盛
観
で
あ
った
。

ま
た、
馬
主
は
競
技
会
前
日
か
ら
保
道
車
に
テン
ト
や
炊
事
道
具
を
の
せ
て

よ
い
控
え
場
を
設
け
炊
飯
を
し
酒
を
飲
み
気
勢
を
あ
げ
大
会
に
備
え、
露
店
商

も
た
く
さ
ん
の
店
を
出
し
て
景
気
の
よ
い
も
の
で、
競
争
で
優
勝
し
た
馬
は
さ

っ
そ
く
橇
を
は
ず
し
、
授
与
さ
れ
た
優
勝
旗
を
捧
げ
乗
馬
で
場
内
を
一
周
し
観

客
の
声
援
を
浴
び
得
意
満
面
に
し
て
い
た
。

ま
た、
競
技
に
は
ト
ラ
ブ
ル
が
つ
き
も
の
の
よ
う
に
あ
り
、
進
路
防
害
を
し

た
と
か、
土
俵
の
重
量
が
違
う
と
か、
違
法
な
御
し
方
を
し
た
と
か、
騎
手
や

馬
主
が
本
部
テ
ン
ト
に
押
し
か
け、
大
声
や
怒
声
で
や
り
合
う
こ
と
が
珍し
い

こ
と
で
は
な
く、
観
客
も
こ
れ
を
取
り
巻
い
て
ワン
ワン
い
い
合
っ
て
い
る
の

が
楽
し
み
の
一
つで
あ
った
よ
う
に
み
え
た。

騎
手
の
ス
タ
イ
ルも
、
乗
馬
ズ
ボ
ン
の
膝
の
所
で
大
き
く
外
側
に
ふ
く
ら
み

を
も
た
せ
た
も
の
を
履
き、
向
こ
う
鉢
巻
を
締
め
一
種
独
特
なも
の
で
あ
っ

た
。昭
和
四
十
年
ご
ろ
に
は
競
技
会
場
が
十
三
丁
目
(現
在
江
部乙
中
学
校
の
位
置)

に
移
り、
馬
橇
が
コ
ン
ク
リー
ト
製
長
さ
一
・
五
メ
ー
ト
ル、
幅
七
〇
～
八
〇

セ
ン
チ
メー
ト
ル、
厚
さ
二
〇
セ
ン
チ
メー
ト
ルく
ら
い
の
も
の
と
な
り
、
こ

れ
に
土
俵
三
俵
か
ら
六
俵
く
ら
い
を
の
せ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

昭
和
四
十
二
、
三
年
に
な
っ
て、
農
家
も
機
械
化
し
、
馬
も
お
い
お
い
い
な

く
な
っ
た
の
で
、
市
町
単
位
の
輓
馬
競
争
も
こ
れ
と
共
に
中
止
す
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。

今
も
馬
頭
観
音
奉
賛
会
は
存
続
し
て
い
る
が、
行
事
は
郷
土
の
開
拓
と
発
展

に
働
い
た
馬
や
農
業
経
営
に
尽
力
し
た
家
畜
の
霊
を
慰
め
る
追
悼
式
が、
主
と

し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
(越
智利
雄・
長
谷
川
武
次
談
か
ら
)。

戦
争
と
馬

旧
軍
隊
に
と
っ
て
馬
は
重
要
な
も
ので
あ
り
、
そ
の
昔
武
士

は
馬
を
大
切
に
し、
戦
場
に
お
も
む
い
た
。
ま
た
外
国
に
お
い
て
も
騎
兵
隊
の

活
躍
、
こ
れ
ら
は
み
な
馬
が
主
役
を
演
じ
て
い
る
。

戦
時
中
の
軍
歌
の
一
節
に
「徐
州
徐
州
と
人
馬
は
進
む…
…
」
ま
さ
に
人
馬

一
体
の
苦
闘
が
み
な
ぎ
っ
て
お
り、

「愛
馬
行
進
曲」
の
中
に
も
「…
…
と
も

に
死
ぬ
気
で
こ
の
馬
と
…
…
と
っ
た
手
綱
に
血
が
通
う
」
「…
…
濁
流
を、
お

前
た
よ
り
に
乗
り
切
って…
…
」。
ま
た
「愛
馬
行」
の
中
で
も
「
黒
馬
よ
頼

む
ぞ
今
宵
の
夢
も
…
…
」
「黒
馬
よ
嘶
け
お
いら
も
泣
く
ぞ
…
…
」。
そ
の
一

つ
一
つ
に、
ひ
た
す
ら
な
る
願
い
を
馬
と
共
に
あ
っ
た
過
去
が
蘇
り、
馬
の
果

た
し
て
い
た
役
割
の
大
き
さ
を、
今
更
な
が
ら
思
い
浮
か
べ
る
。
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し
か
し、
軍
馬
の
購
入
は、
農
家
の
軍
馬
飼
育
に
熱
を
あ
げ
さ
せ
た
。
昭
和

十三
年ご
ろ、
陸
軍
で
買
い
上
げ
る
馬
一
頭
の
購
買
価
は、
二〇
〇
円
から
三

五〇
円
く
ら
いで
、
軍
馬
に
合
格
買
い
上
げ
に
な
った
農
家
で
は、
お
祝
い
し

て
喜
び
そ
の
行
を
さ
か
ん
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
反
面、
入
営
・
出
征
・
応
召
と
い
う
状
態
の
中
で、
人
手
の
不

足、
農
耕
馬
の
不
足
も
、
い
な
め
な
い
事
実
で
あ
った。

い
ず
れ
に
し
ろ
大
正
時
代
か
ら
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
の
馬
は、
農
家
に
と

って
一
番
大
事
な
も
の
で、
馬
が
な
け
れ
ば
農
業
は
成
り
立
た
な
か
った
の
で

あ
り、
愛
馬
の
念
も
一
入
強く、

馬
の
祈
願
祭
な
ど
も
行
わ
れ
た。

・
馬
喰

ば
く
ろ
う
と
いう
商
人
は、
大
正
時
代
から
い
た
が、
秋
に
な
っ
て
農
家
に

多
少
金
が
で
き
た
こ
ろ
に
は
日
高
・
十
勝
方
面
か
ら
購
入
し
た
二
歳
馬
を
幾
頭

も
数
珠
つ
な
ぎ
し
て
農
家
を
廻
り
、
馬

と
馬
を
交
換
し
農
家
は
な
に
が
し
か
の

追
銭
を
支
払
っ
た
。

産
馬
改
良

戦
後
再
び
馬
の
必

要
か
ら
馬
匹
改
良
に
力
を
入
れ、
種
牡

馬
の
購
買
・
検
定
・
種
付
・
去
勢
な
ど

が
行
わ
れ
た
。

種
牡
馬
の
購
買

イ
昭
和
二
十
年
度
に
は、
明
三
歳
候
補

種
牡
馬
の
購
買
が
実
施
さ
れ、

滝
川

町
・
芦
別
町
・
赤
平
町
・
砂
川
町
・
江

部
乙
村
・
新
十
津
川
村
・
浦
臼
村
七
カ
町
村
購
買
馬
を、
道
内
及
び
内
地
種
馬

所
買
い
上
げ、
日
本
馬
事
会
輓
馬
と
し
て
購
買
さ
れ
た
も
のが
あ
る
。
昭
和
二

十
一
年
度
に
お
い
て
は、
右
七
カ
町
村
の
他
美
唄
町
を
含
め、
五
十
余
頭
が
出

場、
一四
頭
が
購
買、
翌二
十
二
年
に
は、
明
三
歳
及び
四
歳
再
検
第
一
回
北

海
道
育
成
馬
共
進
会
を
深
川
町
家
畜
市
場
で
実
施、
品
評
会
終
了
後
購
買
実
施

さ
れ
て
い
る
。

(ロ)

昭
和
二
十
年
度
は、
終
戦
に
伴
い二
歳
牡
馬
の
検
定
を
行
わ
ず、
四
歳
馬
以

上
に
つ
いて
、
優
良
牡
馬
検
査
及
び
種
馬
検
定
が
施
行、
二
十二
年
度
に
は
明

三歳
候
補
種
牡
馬
及
び
明
四
歳
再
検
定
検
査
を
滝
川
町
家
畜
市
場
で
実
施、
二

十
五
年
度三
頭、
二
十
六
年
度
五
頭、
二十
七
年
度
に
は
四
頭
が、
種
牡
馬
と

し
合
格
し
て
い
る
。

の
種
付

昭
和
二
十
三
年
度、
種
牡
馬
二
頭、
種
付
成
績
は
一
一〇
頭、
増
殖
奨
励
と

し
町
費
よ
り
助
成
金
を
交
付、
翌
二
十
四
年
度
に
は
牛
馬
種
付
奨
励
を
行
い、

そ
の
数
一
六
〇
頭
に
対
し
町
費
よ
り
奨
励
金
を
交
付
す
る
。

去
勢

1
1

昭
和
二
十
一
年
度
から
三
十
三
年
ま
で
の
去
勢
実
施
頭
数
は、
四
五
七
頭
で

猶
予
頭
数
四
九
頭、
売
却
六
頭
で
あ
っ
た
。

妊
娠
鑑
定

ホ

鑑
定
を
受
け
た
馬
は
昭
和二
十
五
～
二
十
八
年
度
に
一二
八
頭
で
あ
る
。

衛
生
検
診

イ
伝
貧
馬
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第
八
編
産
業
・
経
済

家
畜
の
衛
生
を
保
持
す
る
と
共
に、
予
防
衛
生
技
術
の
指
導
普
及
を
図
り
、

馬
の
伝
染
性
貧
血
検
査
を
、
昭
和
二
十
年
以
降
年
一～
二
回
馬
匹
組
合
技
術
員

並
び
に
町
在
住
獣
医
師
と
連
絡
の
上
実
施、
真
症
殺
処
分
を
行
っ
た
。

虻
虫
軀
除

昭
和
二
十
～
二
十
七
年
度
に
わ
た
り
、
虻
虫
軀
除
の
衛
生
検
診
を
施
行、
馬

匹
組
合
技
術
員
を
し
て
施
行
好
成
績
を
得
た。

骨
軟
予
防

昭
和二
十
一
年
度
か
ら
骨
軟
予
防
注
射
の
衛
生
検
診
を、
春
季、
秋
季
の二

回
に
わ
た
り
、
馬
匹
組
合
技
術
員
や
町
在
住
獣
医
師
と
連
絡
の
上
実
施、
藁
の

栄
養
減
少
そ
の
他
の
悪
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
当
な
好
成
績
を
得
た
。

腺
疫
予
防

昭
和
二
十
～
二
十
七
年
に
お
い
て
腺
疫
の
衛
生
検
診
を
馬
匹
組
合
技
術
員
に

よ
っ
て
施
行
好
成
績
を
あ
げ
る
。

流
行
性
脳
炎
予
防

ホ

馬
の
流
行
性
脳
炎
予
防
注
射
を、
昭
和二
十
三
年
度
は
全
馬
に
つ
い
て
実

施
、
そ
の
後
毎
年
こ
れ
を
行
い
そ
の
予
防
を
図
っ
た
。

馬
匹
実
�
施
行
(滝
川
分)

3
昭(ト

流
行
性
感
冒
予
防

八
四
一

八
五
二

七
五
九

七
七
四

実
査
頭
数

. 昭

29282726

年
度

八三
九

八九八
八
五
六

八
五
八

実
査
頭
数

昭

333231

年
度

七三
三
(牛
馬
合
計)

七
四
三

八
七
二
(牛
馬
合
計
)

実
査

頭
数

昭
和
二
十
六
年
度
予
防
注
射
一、
〇
四
〇
頭

馬
市
場
(滝
川)

二
ヵ
年
間
休
場
し
て
い
た
市
場
を
関
係
者
の
熱
意
に
よ

り
昭
和
二
十
年
度
か
ら
復
活、
統
制
配
給
を
も
っ
て
盛
況、
翌
二
十
一
年
は
統

制
配
給
購
買
を
廃
止、
自
由
せ
り
の
た
め
生
産
者
に
好
評
を
得、
出
場
馬
五
五

頭
で
購
買
馬
七
頭、
主
取
馬
多
く
農
耕
馬
の
代
替
保
留
と
な
す
向
き
が
見
受
け

ら
れ
た
。

二
十
三
年
から
二
十
六
年
ま
で
は、
四
～
七
回
市
場
開
設
さ
れ
た
馬
市
及
び

各
種
購
買
が
な
さ
れ、
二
十
七
年
は
総
出
場
頭
数
二
四
五
頭、
購
買
六
一
頭、

購
買
金
額
五
七
九
万
六、
五
〇
〇
円
、
最
高
一
四
万
、
最
低
六
、
〇
〇
〇
円
で

あ
っ
た。

昭
和
二
十
八
～
二
十
九
年
度
は
当
歳
馬
に
つ
き
年
一
回、
最
高二
万
五
〇
〇

円
最
低
一
万
五、
二
〇
〇
円
と
な
っ
て
い
る
。

獣
医
師

戦
前
軍
馬
資
源
供
給
の
盛
ん
な
時
代、
農
村
が
馬
耕
に
よ

っ
た
時
代、
運
搬
業
者
が
み
な
馬
力
に
よ
っ
た
時
代
に
は
、
馬
匹
も
た
く
さ
ん

飼
育
さ
れ
て
い
たし
、
獣
医
師
を
開
業
し
て
い
た
者
も
多
く
活
躍
し
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し、
終
戦
後、
農
業
災
害
補
償
法
の
成
立
によ
り、
家
畜
共

済
制
度
が
設
け
ら
れ
て
獣
医
師
は
農
業
共
済
組
合
家
畜
診
療
所
の
職
員
と
し
て

働
く
こ
と
に
な
り
、
か
つ
輸
送
の
発
達、
あ
る
い
は
自
動
耕
耘
機
の
出
現
に
よ

っ
て
農
村
の
機
械
化
が
著
し
く
普
及
発
達
し
た
た
め
馬
匹
の
頭
数
も
す
こ
ぶ
る

減
少
し
て
開
業
す
る
こ
と
は、
全
く
む
ず
か
し
い
状
態
と
な
っ
た
。
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滝
川
市
で
開
業
し
た
獣
医
師

氏
名

森 田 木 宮 太 香 太 及
間村田川 若 中 全 坂 田 川 田 川

由 唯 金 信

外 四

信 兼 忠

孝 功 夫 清 吾 定 勝 勉 郎 整 吉 吉 実 治

一 本 明 花 西 大 一 本
所

の
神 月

在

坂

町

町 町 町 町 町 町 町 町

心
一五
二
四
〃

11
三
八
四
九
〃

“
三
八
四
九
〃

三
八
四
九
〃

同
三
八
四
九
か

16年～
同
19年

一二
六
八
〃

同
7年～

同
2
年

江
部
乙
三
八
四
九
番
地

同
3
年～
同
14年

同 同 同 同
17年～

現
在

12年
～
同
35年

43年

陸
軍
二
等
獣
医
・
町
議
当
選
二
回、
昭
和
10年
頃
満
州
へ
転
出

陸
軍
三
等
獣
医
・
大
正
14年
新
十
津
川
村
転
出、
道
議
二
回、
衆
議
員
一
回
当
選
、
深
川
町
長

町
議
当
選
二
回
・
農
協
組
合
長
・
道
獣
師
会
副
会
長

陸
軍
獣
医
少
佐、
砂
川
町
へ転
出

陸
軍
獣
医
中
尉・
昭
30年
よ
り
家
畜
診
療
所
勤
務

陸
軍
獣
医
大
尉
・
昭
30年
よ
り
家
畜
診
療
所
勤
務

昭
14年
日
華
事
変
応
召、
昭
16年
満
州
鉄
嶺
駐
屯
軍
獣
医
部
長
に
赴
任

昭
14～26年、

村
農
会、
農
業
会
嘱
託
畜
産
技
師

空
知
畜
産
組
合
滝
川
駐
在
所
勤
務、
滝
川
町、
江
部
乙
村
伝
貧
症
・
骨
軟
症
予
防
技
師・
昭
19新
十
津
川
へ

昭
17村
農
会
技
術
員
・
昭24～14年

町
農
業
共
済
組
合
技
術
員、
昭
5
・
7
以
降
滝
川
市
肉
牛
生
産
嘱
託
獣
医

空
知
畜
産
馬
匹
組
合
江
部
乙
駐
在
員、
昭
24村
農
業
共
済
組
合
技
術
員、
昭
37・7

現
職
死
亡

昭
14村
農
会技
術員
・
昭24～4町農

業
共済
組
合
技術
員、
昭
43・6中空

知農
業共
済
組合
技
術員

昭
7～26

年、
村
農
会
、
同
農
業
会
畜
産
技
術
員

・長
万
部
種
馬
所
滝
川
種
付
所

明
治
四
十
二
年
九
月、
馬
政
局
所
管
の
長
万
部
種
馬
所
が
創
設
さ
れ、
翌
四

十
三
年
四
月
か
ら
種
付
け
が
実
施、
こ
の
年
滝
川
種
馬
所
が
設
置
さ
れ、
そ
れ

以
来
毎
年
出
張
実
施
し
昭
和
九
年
以
降
種
付
所
は
廃
止
さ
れ
西
町
に
移
転
し

た
。・
幼
駒
運
動
場
の
設
置

現
在
の
道
立
滝
川
北
高
が
江
部
乙
町
立
高
校
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
校
舎
敷
地
は

町
に
お
い
て
昭
和
八
年
に
幼
駒
運
動
場
と
し
て
計
画
さ
れ、
在
郷
軍
人
江
部乙

分
会
員
の
労
役
奉
仕
に
よ
り
土
壁
を
設
け、
後
さ
ら
に
管
理
舎
及
び
畜
舎
を
建

て、
畜
産
振
興
の
た
め
に
活
用
さ
れ
た。

・江
部
乙
育
成
馬
組
合
業

昭
和
十
年
ご
ろ
よ
り、
本
町
内
に
多
く
の
育
成
馬
組
合
が
結
成
さ
れ
、
軍

用
馬
育
成
を
主
と
し
、
馬
匹
の
育
成
に
活
動
し
た
が、
終
戦
と
共
に
解
消
し

た
。そ
の
後、
昭
和二
十
四
年
に
種
牡
馬
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て、
江

部
乙
町
育
成
馬
組
合
が
結
成
さ
れ
た。

・
江
部
乙
副
業
組
合

昭
和
六
年
設
立、
同
組
合
は
全
村
農
家
の
製
縄
を
督
励
し
、
縄
打、
縄
再
製

販
売
の
事
業
を
行
っ
た
が、
両
三
年
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て、
そ
の
活
動
は
中

止
さ
れ
た
。

し
かし
、
当
時
組
合
が
奨
励
実
施
し
て
い
た
製
縄
競
技
会、
藁
工
品
品
評
会

等
は
そ
の
後
に
お
い
ても
青
年
団
など
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
った。

第
一
章
農

開
業
期
間

明
治
末
期
～
昭
和
初
期

大
正
7
年
～
昭
和
初
期

大
正
13年
～
同
14年

大
正
末
期～
昭
和
中
期

昭
和
6
年～
同
24年

陸
軍
一
等
獣
医

警
防
団
長
・
公
安
協
力
会
長

昭
和
2
年～
同

5031
年 年

同
7
年～
同

同
15年～

7
年
～
同

同
1
年
～
同

付
記

川 武 細 二 水 江

二
川

十
枝
内
賢
次
郎

11 ! 11

の
坂

地
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第
八
編
産
業
・
経
済

副
業
的
事
業
の
推
進
団
体
と
し
て
次
の
諸
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
遂
行
に

活
躍
し
た
。
1、
江
部
乙
養
鶏
組
合、
2、
江
部
乙
養
豚
組
合、
3、
江
部
乙

畜
牛
組
合。

ま
た、
特
用
作
物
栽
培
に
関
す
る
奨
励
研
究
団
体
と
し
て
次
の
よ
う
な
組
合

が
あ
り、
いず
れ
も
熱
心
に
活
動
し
て
い
た
。
1、
除
虫
菊
栽
培
改
良
組
合、

2、
百
合
根
出
荷
組
合
、
3、
馬
鈴
薯
耕
作
組
合。

空
知
畜
産
組
合

・空
知
畜
産
組
合
江
部
乙
分
区

大
正
末
期
か
ら
昭
和
二
十
年
終
戦
に
至
る
間
は、
空
知
畜
産
組
合
江
部
乙
分

区
が
置
か
れ、
歴
代
村
長
が
分
区
長
と
し
て
就
任、
勧
業
主
任
又
は
畜
産
係が

書
記
を
嘱
託
さ
れ、
畜
産
特
に
馬
匹
の
生
産
及
び
そ
の
改
良
発
展
に
貢
献
し、

種
牡
馬
の
育
成、
伝
染
病、
そ
の
他
病
気
診
断
の
定
期
実
施
な
ど
、
長
期
に
わ

た
っ
て
斯
道
の
発
展
指
導
に
従
い
実
績
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。

・
空
知
畜
産
組
合
駐
在
所
設
置

昭
和
十
二
年、
空
知
畜
産
組
合
は、
農
林
省
の
指
導
に
基
づ
き、
骨
軟
症、

伝
貧
症
防
止
等
の
事
業
を
実
施
す
る
た
め、
技
術
員
を
江
部
乙
に
駐
在
さ
せ、

専
ら
こ
の
両
症
の
防
止
に
努
め、
相
当
の
成
績
を
挙
げ
た
が、
機
構
の
改
変
に

伴
っ
て
昭
和
二
十
三
年
こ
れ
を
閉
鎖
し
た
。

駐
在
技
術
者
細
川
唯
男
昭
和
十二
～
二
十
三
年
三
月。

牛
2

安
政
五
年
(一八五

八)
函
館
奉
行
が
同
港
に
入
舶
す
る
外
国
船
に
供
給
す
る

目
的
で
渡
島
国
軍
川
に
牧
場
を
開
き、
牛
の
繁
殖
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が、

事
業
は
不
幸
に
し
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
は
い
え、
こ
れ
が
本
道
に
お
け
る
牛

牧
場
の
は
じ
め
と
い
え
よ
う
。

明
治
六
年
東
京
青
山
試
験
場
は、
ダ
ル
ハ
ム
種
及
び
そ
の
ハイ
グ
レー
ト
牝

牡
二
十
一
頭
を
七
重
開
墾
場
へ
移
し
た
が、
こ
れ
は
本
道
に
洋
種
牛
の
入
っ
た

初
め
で、
明
治
七
年
真
駒
内
牧
牛
場
が
で
き
、
この
牛
を
移
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
十
一
年
に
至
る
間
に
青
山
試
験
場
や
直
接
米
国
よ
り
デ
ボ
ン
種
、

そ
の
他
洋
種
雑
種
を
数
次
に
わ
た
っ
て
輸
入、
別
に
札
幌
農
学
校
で
は
エ
ア
シ

ャー
種
を
さ
ら
に二
十
二
年
に
は
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
及
び
ガ
ァ
ン
ゼ
ー
種
を
入
れ

た
。こ
の
よ
う
に
し
て、
明
治
四
十
年
ご
ろ
か
ら
道
内
畜
牛
数
の
増
加
が
進
み、

明
治
五
年
僅
か二
九
五
頭
の
畜
牛
も
、
四
十
年
に
は
各
種
合
計
一
万
六
、
〇
〇

○
頭
に
達
し
て
い
る
。

そ
の
後、
明
治
四
十
二
、
三年
ご
ろ
よ
り
牛
価
暴
落
の
影
響
を
受
け
再
び
減

少、
大
正
五
年
ご
ろ
よ
り、
漸
次
そ
の
数
を
増
加
す
る
傾
向
を
示
し
た
が
な
お

供
給
は
需
要
に
伴
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

大
正
十二
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
る
物
資
の
欠
乏
を
補
い、
価
格
の
上
昇
を

防
ぐ
た
め、
政
府
は
関
税
を
撤
廃し
た
た
め、
安
い
外
国
の
乳
製
品
が
国
内
に

入
り
乳
業
界
に
不
況
の
き
ざ
し
が
み
え
て
き
た
。
そ
の
た
め
乳
価
は
下
落
し
、

酪
農
は
大
打
撃
を
こ
う
む
っ
た
。
その
後
も
景
気
は
回
復
せ
ず
、
昭
和
六
年
ご

ろ
は
そ
の
頂
点
に
達
し、
搾
っ
た
牛
乳
の
処
置
に
困
る
酪
農
家
も
で
て
き
た
。

こ
の
不
況
を
打
開
す
る
た
め
デ
ン
マ
ー
ク
の
協
同
組
合
主
義
を
旗
印
に、
大

正
十
四
年
雪
印
乳
業
の
前
身
で
あ
る
通
称
酪
連
と
い
う
北
海
道
製
酪
販
売
組
合
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が
生
ま
れ
た
。

戦
時、
統
制
経
済下
に
お
か
れ
て、
直
接
戦
力
に
つ
な
が
る
馬
産
に
主
力
が

そ
そ
が
れ、
牛
飼
い
は
藁
さ
え
入
手
困
難、
ま
た
飼
料
作
付
も
自
由
で
な
く
な

り
古
い
俵
ま
で
牛の
飼
料
に
す
る
あ
り
さ
ま
で
、
そ
の
不
足
に
悩
ま
さ
れ
た

が、
乳
牛
か
ら
カ
ゼ
イン
と
い
う
戦
時
必
需
品
を
と
る
た
め
の
存
在
で、
牛
乳

も
自
由
で
な
か
っ
た
。

終
戦
と
食
糧
難
の
時
代
を
迎
え、
食
糧
自
給
の
た
め
い
ろ
い
ろ
な
施
策
が
施

さ
れ、
新
し
く
未
開
地
の
開
墾
が
始
ま
り
、
こ
れ
ら
開
拓
地
に
は
乳
牛
を
組
み

入
れ
た
酪
農
経
営
を
奨
励、
北
海
道
に
お
い
て
も
貸
付
牛
の
制
度
が
設
け
ら
れ

た
り
、
サ
イ
ロ建
設
資
金、
尿
溜
・
堆
肥
場
設
置
の
助
成
な
ど
、
積
極
的
に
酪

農
経
営
の
確
立
に
援
助
し
た
の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
六
年
農
業
基
本
法
が
定
め
ら
れ、
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
農
業
構

造
改
善
事
業
が
はじ
め
ら
れ、
近
く
で
は
砂
川
市
一
の
沢
地
区
に、

一大
酪
農

郷
と
す
る
道
営
パ
イ
ロ
ッ
ト
フ
ァー
ム
事
業
が
実
施
さ
れ、
昭
和
四
十
五
年
に

は
、
百
八
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
余
り
の
未
墾
地
が
草
地
に
改
良、
経
営
近
代
化
施
設

も
完
備
し
た
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

乳
牛
飼
育
の
は
じ
め

滝
川
で
乳
牛
飼
育
の
最
初
の
人
は、
滝
の
川
東
三
丁

目
三
輪
精
一
で、
ア
メリ
カ
か
ら
輸
入
し
た
ホ
ル
ス
タ
イン
種
を
入
れ
た
の
が

始
ま
り
で、
明
治
三
十
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。

翌
年、
三
輪
の
仔
牛
を
譲
り
受
け
た
山
田
哲
は
酪
農
に
志
し、
し
だ
い
に
牛

を
ふ
や
し
、
大
正
六
年
、
山
田
哲
・今
井
熱
・照
井
清
ら
が
相
談
し
酪
農
社
を

設
立
し
た
が
、
空
知
土
功
組
合
が
設
立
さ
れ
滝
川
も
近
く
水
田
化
す
る
の
で
酪

農
経
営
の
行
詰
り
を
覚
え、
大
正
七
年
砂
川
町
字
空
知
太
で
一
九
ヘ
ク
ター
ル

業

の
町
有
地
譲
渡
を
受
け
て
こ
こ
に
移
転
し
、
牧
場
経
営、
酪
農
振
興
を
図
っ

た
。一方、

溝
口
庄
三
郎
・
富
樫
鉄
之
助
・
原
田
亥
久
馬
・
染
谷
喜
久
吉、
徳
光

鶴
之
助
ら
は、
滝
川
に
止
ま
っ
て、
昭
和
七
年
滝
川
酪
農
組
合
を
組
織
し、
乳

牛
の
飼
育
に
努
め
て
い
た。

当
時
は
牛
乳
に
対
す
る
一般
の
認
識
が
低く
、
そ
の
需
要
も
乏
し
か
っ
た
の

で、
牛
乳
処
理
に
当
惑
し
競
っ
て
廉
売
(一八〇

%二
銭)
をし
た
た
め
経
済
的

に
は
行
き
詰
ま
っ
た
。

山 田 哲 今 井 凞
ひろし

照 井 清小華和貞男

そ
こ
で
力
を
合
わ
せ
て
照
井
清
方
で
バ
タ
ー
製
造
を
は
じ
め
た
が、
大
正
十

一年
土
功
組
合
の
地
域
拡
張
計
画
に
よ
り
こ
の
地
の
酪
農
経
営
不
可
能
と
い
う

こ
と
に
な
り、
故
人
道
議
深
沢
吉
平
の
あ
っ
せ
ん
で、
昭
和
五
年
五
月、
滝
川

酪
農
組
合
を
離
脱
し
勇
払
郡
安
平
村
遠
浅
へ、
山
田
哲
・
山
田
威
・
富
樫
鉄
之

助
・
小
華
和
貞
男
・
照
井
清
・
溝

口
繁
貞
・
溝
口
嘉
市
・
染
谷
幸

彦
・
石
倉
邦
雄
・
稲
垣
春
男
・
竹

田
与
吉
・
玉
置
信
夫
・
平
沢
四

郎
・
樫
村
実
・
杉
村
清
・
杉
村

晴
・
田
中
サ
メ・
佐
藤
閨
次
・
一

坂
一
生
の
一
九
人
が
移
住、
樽
前

山
麓
の
火
山
灰
地
帯
で
楢
と
萩
に

蔽
わ
れ
た
不
毛
の
地
で
あ
っ
た

が
、
ここ
に
一、
二
〇
〇
へ
ク

タ
ー
ルの
土
地
の
払
い下
げ
を
受

第
一
章
農
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第
八
編
産
業
・
経
済

け
、
乳
牛
一
五
〇
頭
を
つ
れ
て、
最
初
の
鍬
を
お
ろ
し
た
。

江
部
乙
町
の
酪
農
歴
は、
明
治
四
十
二
年
専
業
者
一
名
に
よ
っ
て
飼
育
さ
れ

そ
の
後、
農
業
経
営
上
の
必
要
に
目
覚
め
て
乳
牛
を
導
入
す
る
も
の
が
多
く
な

っ
た
。
昭
和
四
年
に
集
乳
所
の
設
置
を
み、
そ
の
後
も
行
政
的
に
乳
牛
導
入
を

計
った
た
め、
昭
和
十
二
年
に
は
一時
一
一二
頭
と
な
っ
た
が、
戦
時
中
に
諸

条
件
の
悪
化
に
よ
っ
て
約
半
数
に
な
り
、
戦
後
道
有
貸
付
牛
制
度
に
よ
っ
て
一

五
〇
頭
近
く
に
ま
で
な
っ
た
が、
そ
の
後
乳
価
の
不
安
定
等
に
よ
っ
て
米
作
に

変
わ
る
も
の
多
く
現
在
で
は
百
頭
余
に
減
少
し
て
い
る
。

し
かし
、
昭
和
四
十
八
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
丸
加
山
地区
の
農
地
造
成
事
業

に
よ
っ
て
約
五
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
酪
農
草
地
の
造
成
が
始
ま
り
、
昭
和
五
十
二

年
完
成
さ
れ
る
た
め、
乳
牛
・
肉
牛
各
一
、
二
〇
〇
頭
の
増
殖
計
画
が
樹
て
ら

れ、
無
畜
農
家
の
解
消
に
よ
っ
て、
地
力
増
進
に
大
き
な
力
を
発
揮
す
る
も
の

と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

※
滝
川
酪
農
組
合
は
残
っ
た
人
で々
続
け
ら
れ、
昭
和
七
年
ご
ろ
ま
で
古
館
梅
太
郎
を
組
合
長

と
し
て
い
た
が、
古
館
死
亡
後
は
自
然
に
解
散し
た。

・
滝
川
産
乳
組
合
遠
浅
酪
農
村
建
設
に
際
し
深
沢
吉
平
の
贈
っ
た
一
文

曠
野
と
う
る
お
い
な
き
地
と
は
楽
し
み
砂
漠
は
よ
ろ
こ
び
て
サ
フ
ラ
ン
の
如
く
に
は
な
さ

か
ん
盛
ん
に
咲
き
よ
ろ
こ
ば
ん

北
欧
の
一
小
弱
国、
デン
マ
ー
ク
が
地
球
上
に
ね
む
る
。
国
土
の
面
積
は
わ
が
北
海
道
の

半
分
に
当
り、
九
州
に
等
し
い。
至
っ
て
狭
少
な
国
で
あ
る
。
人
口三
百
二
十
万
を
有
し、

国
富
年
と
共
に
進
み
つ
つ
あ
る
純
農
業
国
で
あ
る
。

農
民
文
明
の
理
想
を
国
土
の
上
に
実
現
し
て
、
世
界
列
強
を
し
て
こ
れ
を
学
ば
し
め
つ
つ

あ
る
。
国
民
の
高
風
は
実
に
見
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
ユー
ラ
ン
ド
の
砂
漠
に
等
し
き
荒
野

は
今
は
化
し
て
稔
り
の
沃
野
と
な
せ
し
デ
ン
マ
ー
ク
農
民
の
偉
大
な
力
又
信
・
望
愛
の
事
業

へ
の
表
顕
で
あ
る
。
彼
の
鉄
腕
に
プ
ラ
オ
と
牧
草
畑
に
牝
牛
の
乳
房
握る
時、
天
に
栄
光、

地
に
平
和
顕わ
る
る
ので
ある
。

天
の
与
え
し
火
山
灰
地、
感
謝し
て
耕
すべ
き
で
あ
る
。
平
和
の
使
で
あ
る
牝
牛と
共
に

耕
作
す
べ
き
で
あ
る
。
火
山
灰
地
と
言
う
も
人
其
の
道
を
以
て
し、
而
し
て
其
の
道
を
以
て

進
み
し
な
ら
ば
火
山
灰
地
は
歓
び、
汝
の
求
む
る
ま
ま
に
富
も
黄
金
も
産
み
出
す
の
で
あ

る
。
山
田
・
富
樫
両
兄
及
び
余
の
敬
愛
す
る
諸
兄
姉
よ、
地
上
の
理
想
国
デ
ン
マ
ー
ク
、
ユ

ー
ラ
ン
ド
半
島
の
そ
れ
に
比
し
安
平
村
遠
浅
と
い
わ
ず、
胆
振
国
は
概
し
て
気
候
に
於
て
土

壌
に
於
て
彼
に
勝
る
こ
と
そ
の
比
に
あら
ず
、
一致
協
力
本
道
拓
殖
の
一
新
紀
元
を
画
す
る

た
め、
火
山
灰
地
に
理
想
の
農
村
を
建
設
し、
諸
兄
姉
が
世
に
生
れ
出
で
し
使
命
を
遺
憾
な

く
果
た
し
、
真
個
本
道
開
拓の
使
徒と
し
て
の
美
果
を
示
せ、
こ
れ
余
が
諸
士
の
事
業
に
対

す
る
火
山
灰
地
を
相
せし
責
任
者
と
し
て、
此
の
辞
を
以
て
贐
と
な
し
敢
て
誌
す。

う
よ

昭
和
五
年
十
一
月

・
誇
り
高
き
酪
農
後
継
者
た
ち
ー
昭
54・6・25北

海
道
新
聞
夕
刊
よ
りー

早
来
町
遠
浅
に
あ
る
山
田
牧
場
は、
面
積
一〇
六
ヘ
ク
タ
ー
ル、
搾
乳
牛
八
〇
頭
を
含
む

約
一
六〇
頭
の
乳
牛
を
擁
す
る
道
内
屈
指
の
大
牧
場
だ。
一
英
さ
ん
の
父
親
は
昭
和
五
年
に

滝
川
か
ら
移
転、
入
植
し
て
以
来
一
貫
し
て
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
改
良、
増
殖
に
力
を
注
ぎ、

日
本
で
初
め
て
の
体
格
得
点
九〇
点
牛
を
はじ
め
全
国
共
進
会
で
上
位
を
占
め
る
牛
を
多
数

出
す
な
ど
輝
か
し
い
歴
史
を
誇
っ
て
い
る
。

・
牧
場
の
別
名
「オ
ー
クラ
ン
ド
」
を
冠
し
た
牛
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
動
き
と
は
ち

ょう
ど
対
照
的
に
山
田
牧
場
に
は
全
国
か
ら
若
い
酪
農
後
継
者
が
集
ま
っ
て
汗
ま
み
れ
に
な

っ
て
実
習
を
し
て
い
る
。

・
チ
ー
ズ
の
ふ
る
さ
と
ー
早
来
町、
昭
54・7・2

北
海
道
新
聞
道
央
特
集
よ
りー

遠
浅
で
の
酪
農
は、
昭
和
五
年、
滝
川
の
開
拓
農
家三
十三
戸
の
移
住
に
始
ま
っ
た
。
富

樫
鉄
之
助
を
中心
と
す
る
人
た
ち
は、
明
治
・
大
正
の
こ
ろ
に
滝
川
・
新
十
津
川
に
入
殖
し

て
細
と々
乳
牛
を
飼
っ
て
い
た
が、
付
近
が
一
帯
稲
作
地
帯
に
塗
り
替
え
ら
れ
て
酪
農
を
続

け
る
こと
が
難
し
く
な
り
、
集
団
移
住
の
道
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

移
住
先
を
選
ぶ
た
め
有
志
が
昭
和
四
年
から
五
年
に
か
け
て
道
内
各
地
を
回
って
歩
い
た

が
、
た
ま
た
ま
立
ち
寄
った
安
平
村
(現
・
早
来
町)
で
山
田
忠
次
郎
村
長
に
「本
当
の
酪

農
を
や
る
な
ら
オ
レ
の
村
に
来
い
。
土
地
の
面
倒
は
見
て
や
る
」
と
口
説
か
れ、
決
意
を
固

め
た
。

山
田
村
長
は
大
正
五
年
か
ら
八
年
ま
で
滝
川
警
察
署
に
勤
務
し
、
こ
の人
た
ち
の
酪
農
に

か
け
る
情
勢
の
深
さ
を
知
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
安
平
村
の
遠
浅
地
区
は
そ
れ
ま
で
盛
ん
だ

っ
た
林
業が
衰
退
の
道
を
た
ど
り
始
め、
新
た
な
農
業
の
導
入
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
。
村
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当
局
が
用
意
し
た
土
地
は
一二
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル、
一戸
当
た
り
に
し
て
三
六
ヘ
ク
ター
ル

で
あ
っ
た
。

「人
事
を
も
っ
て
し
て
も
い
か
ん
と
も
開
拓
の
術
(す
べ
)
な
し
」
と
い
わ
れ
た
火
山
灰

地
・
勇
払
原
野
で
の
開
墾
は
困
難
を
極
め
た
が
牛
乳
生
産
は
細々
と
始
ま
っ
た。
だ
が、
牛

乳
を
買
い
取
っ
て
く
れ
る
工
場
が
な
い
た
め、
当
初
は
原
料
乳
を
分
離
し
て
ク
リ
ー
ム
を
森

永
煉
乳
の
奈
井
江
工
場
に
貨
車
輸
送
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
ク
リ
ー
ム
の
傷
み

も
早
い
た
め、
森
永
は
遠
浅
に
煉
乳
工
場
建
設
を
計
画
す
る
が、
こ
れ
を
知
った
早
来
地
区

住
民
が
い
ち
早
く
誘
致
運
動
を
繰
り
広
げ
昭
和
八
年
早
来
側
に
軍
配
が
上
が
っ
た。

こ
う
し
た
い
き
さ
つ
か
ら
農
民
は
酪
連
と
の
つ
な
が
り
を
求
め、
こ
れ
に
こ
た
え
て
酪
連

が
遠
浅
に
造
っ
た
の
が
こ
の
チ
ー
ズ
工
場
で
あ
っ
た。

・滝
川
市
の
肉
用
牛

滝
川
市
の
肉
用
牛
は、
昭
和
四
十
八
年
現
在
で
四
〇
六
頭
を
六
九
戸
の
水
田

農
家
が
飼
育
し
て
い
る。
従
前
は
土
地
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
た
め
に
水
稲
単

作
農
家
が
多
く
、
一部
農
家
が
既
設
の
畜
舎
を
利
用
し
肉
用
牛
の
飼
育
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が、
肉
資
源
の
不
足
と
需
給
増
に
伴
い
水
稲
に
肉
用
牛

を
加
え
た
複
合
経
営
に
よ
る
所
得
の
増
加
と
堆
厩
肥
の
利
用
に
よ
り
地
力
の
維

持
増
進
を
図
る
た
め、
昭
和
四
十
二
年
よ
り
肉
牛
貸
付
制
度
を
定
め
黒
毛
和
種

の
貸
付
を
始
め
た
。

以
来
道
貸
付
を
含
め
延
べ
一八
一
頭
の
貸
付
牛
を
実
施
し
そ
の
成
果
は
近
年

道
内
共
進
会
に上
位
に
入
賞
す
る
も
の
も
多
く、
さ
ら
に
肉
質
も
市
場
にお
い

て
好
評
を
得
る
な
ど
、
全
般
的
に
資
源
は
向
上
し
て
い
る
。

昭
和
四
十
五
年
合
併
前
の
江
部
乙
町
に
お
い
て
丸
加
山
山
麓
を
乳
牛
及
び
肉

用
牛
の
振
興
を
図
る
た
め、
農
地
造
成
事
業
を
計
画
し
市
町
合
併
後
も
事
業
を

引
継
ぎ
、
昭
和
四
十
七
年
採
草
放
牧
地
の
造
成
事
業
に
着
手
す
る
と
共
に
、
肉

用
牛
の
導
入
増
殖
を
含
め
て
振
興
計
画
を
樹
立
し
、
道
の
肉
用
牛
生
産
振
興
地

域
の
指
定
を
受
け
た。

第
一
章
農

業

昭
和
四
十
八
年
、
さ
ら
にこ
の
計
画
を
第
二
次
農
業
構
造
改
善
事
業
に
あ
わ

せ
稲
作
の
機
械
化
一
貫
体
系
と
草
地
の
共
同
利
用
を
図
り、
良
質
な
米
と
肉
を

生
産
す
る
複
合
経
営
の
団
地
を
育
成
し
、
自
立
経
営
農
業
の
増
加
を
増
進
す
る

た
め
の
計
画
を
策
定
し
、
こ
れ
を
推
進
し
て
い
る
。
<
農
改
普二
十
五
年
よ
り
>

肉
用
牛
生
産
計
画
(黒
毛
和
種)

五
四
年

九
九〇
一、
〇
〇
〇

五
五
年二、
五
、七五〇

二、八三
、〇〇〇円

付

額

肥
育
用
肉
牛
貸
付
状
況
(農
協
委
託事
業)

六
八

六
二
六二

五
二

頭

三
七

一
八

付
頭
数
一 付

六 六

一
五

九 三二
九
一
四 二 九 三

分
貸
付
げ

二
九 一
四 二

一
二

三 |四

区
分
一年
度
貸
新
規
貸
仔
返
し
払
い
下
事
故
現
在
数
新
規
貸
払
い
下

初
の
貸

北
海
道
農
業
開
発
公
社
繁
殖
用
肉
牛
貸
付
状
況

繁
殖
用
肉
牛
貸
付
状
況
(滝川
市)

飼
育
奨
励

五
九
二

昭
五〇
年

八
一二

五
二
年

頭
数

元 芸
貸

金
頭
数

四 完 販 げ

○

C
金

四六〇、五五〇
二、四八八、五〇〇円

売

額 八
八
九
三

六
五
三
五

年
度

51 50 49 48 47

昭
42

(ロ) (イ)

江
部乙
〃

滝
川
農
協

年
度
|
区

分

昭
47

八

六
八
六八 六八 六
二

四三 二〇
付三〇
三
〇
三
五

事
故五 二 O ○

現
在
数

(昭
55年
よ
り
計
画
出
荷
を
行
う
)

|三 一

二 11

四

四
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肥
育
牛
舎

工
種

区
分

一一、二七一
皿

二
棟 事
業
量 全

1)
肉
用
牛
生
産
団
地
育
成
事
業

放牧中の乳牛

50 49 48

江
部乙
〃

滝
川
〃

江
部乙

“
滝
川
〃

江
部
乙
〃

滝
川
農
協

第
八
編
産
業
・
経
済1 四三 三 三元 一七

二、〇九六、二〇〇
四、五七五、000

一六〇,000
五、四三0.000
一、五三0、100
五、八四七、000

四一六、100
管
理
人
舎

飼
料
庫

六三、二四九、000
一三六、五〇一、三〇セ
八九九、000

七、〇三七、〇〇〇

二、九七七、000
二九九、三〇七
四、七二〇、000

一三、六一四、000
一棟

m

一九、六四七、〇〇〇
三元、二九五、000

四、七二〇、000 二
棟三
日

四
台

ー
ダ
ー
他

オ
イ
ル
ロ

一七ニョ
六四〇
五

六六八
Ⅲ

四三、六〇三、000
八七、二〇六、三〇七
八九九、000
、七

三〇
、七 二、九七七、000
二九九、三〇七

一三、六一四、000

都 合 草
補 地

造助金計成 ー
ダ
他

ホ
イ
ル
ロ

一七二
日

六四〇
印

一棟
六
五

六三
.

四
台

ホ

乳
用
牛
能
力
検
定
事
業

目
的
乳
牛
の
資
質
改
良
と
経
営
改
善
を
図
る
た
め
乳
牛
能
力
検
定
を
す
る

名
称
滝
川
市
乳
牛
検
定
組
合
(昭
9・5・20

発
足
)

組
合
員
及
び
飼
育
牛
数
昭
50
六
戸
四三
頭

昭
52
六
戸
六
六
頭

昭
53
五
戸
六
一
頭

事
業
「
搾
乳
牛
(マ
ス
ター
登
録牛)の

牛
乳
脂
肪
検
査
を
毎
月
一回
検
定
し
、

牛
の
飼
育
管
理
を
指
導
、
資
質
向
上
と
脂
肪
率
の
高
い
良
質
牛
乳
を

生
産
す
る
。
(組
合
長
薦
田
一
之
助)

衛
生
検
診

昭
和二
十
九
年、
牛
の
繁
殖
障
害
・
空
胎
防
除
検
診
を
三

回
実
施、
昭
和
二
十
四
年
度
以
降
現
在
ま
で
結
核
検
診
実
施、
ま
た
流
行
性
感

冒
予
防、
栄
養
障
害
防
除、
プ
ロ
スペ
イ
ト
病
検
査
を
挿入
し
て
行
う
。

昭
和
三
十
年
度
以
降
現
在
ま
で
空
胎
防
除
及
び
ブ
ル
セ
ラ
病
検
査
を
実
施
し

て
き
た
。

市
営
牧
場

丸
加
山
山
麓
周
辺
未
墾
地
を
開
発
し、
共
同
採
草
、
放
牧

地
と
し
て
効
果
的
利
用
に
よ
り
畜
産
所
得
の
増
強
を
図
る
た
め、
国
営
パ
イ
ロ

138

九六、九五五、〇〇〇
五八四
川
三四、五七五、〇〇〇

円
一
棟 事
業
量

五
十
一
年
度
工
事

一棟六八七っぱ

事
業
量

六
、三八〇,000

事
業
費

五
十
二
年
度
残
工
事

二
ヵ
年
継
続
事
業
で
着
手、
初
年
度
工
事
に
対
し
助
成、
事
業
主
体
は
滝
川

市
農
業
協
同
組
合、
設
置
場
所
は
江
部
乙
町
東
十
三
丁
目
江
部
乙
高
校
跡
地

体

事
業
費

一六〇、000
五、四三0.000

一、六八〇、100

二 四 五 三1

四三
管
理
用
機
械

雑
用
水

電
気
導
入

四、二九九、000

一九

三、二四三、五〇〇
[二
棟

.2m

昭
5
七
戸
七
三
頭

事
業
費



ット
事
業
と
し
て
昭
和
四
十
五
年
度
調
査、
昭
和
四
十
六
年
度
実
施
計
画、
昭

和
四
十
七
～
四
十
九
年
度
の
三
ヵ
年
事
業
実
施
計
画
に
基
づ
き
そ
の
達
成
に
努

め
る
。

昭

区
分

51504948
(ロ)

二七・九
三
・五
三八・〇
五・五12

採
草
地 草 草
地
造
成

二三五・九
五七・五
三・九
一六・六

四

放
牧
地

地 地
造187 1819

日月 日日4
日

間

二
五
・
〇
0

二月
・

二
五
・
六
四

利
用
延
面
積九、七三五

乳
牛

三
、二四
三0、三五一

肉
牛

計

(四
、
三
四
五
梱
)

八
六、
九
〇
〇
站

(四
、
二
五
四
梱
)

八
五
・
〇
八
〇
g

収 一八五・八
一二〇・二
四九・九
五一・三

10

七
、九一〇
五、九六八
空ニ、六二五
西四、二

三円

造

三
〇

三
三 戸配

数分四三、一六四
三八、三七七

三五四頭
三
、五四〇頭

総
計

二
、
八
九
六

二、
五
七
八
站

数
量
一
戸
当
配
分

頭
数 数

七
四二
七
一

乳
用
牛

一
四
六

一〇

豚

一六

一、
〇
七八
九
五、
三三
五

鶏

六
八

馬

二六

二三

※
市
に
お
け
る
家
畜
飼
養
戸
数
及び
頭
羽
数
(昭
33・2・1

現
在)

市
の
農
業
概
要
と
牧
野
の
設
置
目
的

当
市
は
道
央
空
知
の
中
央
に
位
置
し、

農
業
経
営
の
主
体
は
稲
作
で
あ
り
、
次
い

で
果
樹、
玉
葱
が
主
要
作
物
と
な
っ
て
い

10º畜
産
は
以
前
か
ら
稲
作
経
営
の
副
業
部

門
と
し
て
黒
毛
和
種
が
少
頭
数
飼
育
さ
れ

て
い
た
が
、
地
力
の
維
持
増
進
と
農
業
所

得
の
向
上
を
図
る
た
め、
昭
和
三
十
七
年

に
市
の
家
畜
貸
付
制
度
を
設
け
、
黒
毛
和

種
の
繁
殖
基
礎
雌
牛
の
貸
付
を
行
い、
ま

た、
昭
和
四
十
七
年
に
肉
用
牛
生
産
振
興
地
域
の
指
定
を
受
け
岡
山
県
、
島
根

県、
鳥
取
県
な
ど
よ
り
優
良
繁
殖
素
牛
九
五
頭
の
導
入
実
施
に
よ
り
急
速
な
黒

毛
和
種
の
頭
増
を
示
し
た。

肉
牛
飼
養
農
家
の
ほ
と
ん
ど
が、
稲
作
と
複
合
経
営
で
あ
る
た
め、
経
営
用

地
内
に
飼
料
基
盤
を
持
た
ず、
ま
た
稲
作
と
労
力
競
合
を
解
消
す
る
た
め、
昭

和
四
十
七
年
よ
り
市
が
公
共
牧
野
を
設
置
し
、
夏
季
間
の
預
託
放
牧
と
、
採
草

地
及
び
採
草
用
機
械
の
貸
与
に
よ
り
、
牧
乾
草
の
収
穫
を
実
施
し
、
畜
産
農
家

の
所
得
向
上
に
努
め
て
い
る
。

昭 区
分

515049

二
50

昭
50

年
度

期

三

番番 番番
草草 草草
9 6 97
月月 月月
626 101～ ～

業

5・5・20～S0・13(一四
七日
間)

515049

第
一
章
農

○
牧
野
の
概
要

5
6
0
・
5
・
1
1
～
1
0
・
6
(
一五
九
日
間)
七、二七八

5 6 放
牧
期
間
(総
日
数
)

放
牧
状
況

8
～
1
0
.
1
5
(一
二
〇
日
間
)|二
、〇九〇頭

一〇、一九六頭

三
・〇
二九・三

血三
元
0
h

兼
用
草
地

成
面

積計
12当
た
り
単
価
金

額

成

、
五七

、三 七、〇〇八、000
三、二三五、〇〇〇
三、七七六、〇〇〇円

費

七八
二 一七八 一〇四頭

均
数

一
日
平

戸

肉
用
牛

馬

一、一九八
八四八

量

ど
め、
一般
利
用
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

昭
和
四
十
九
年
度
は、
前
年
度
の
播
種
地
で
あ
る
た
め
掃
除
刈
り
程
度
に
と

採
草
状
況
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経
済

乳
用
牛

馬

現
況

完
成時預
託
頭
数 三
〇

三
0
M

草
地馬
12円
) 七、四八五

三
、二00

五

道
路
雑
用
水

四〇、四五〇

四〇、四五〇五

隔
障
物

一七五・四
一八020

放
牧
地

四四・六

100M
計三二〇 〇
三

a

五〇
〇
(三
)三
九、
二二
〇
(二
五
六)

肉
用

牛

昭
52三

一、
三
七〇
(二
〇
五
)七
、
三
五
〇
(四
八)

○
畜
産
経
営
に
明
る
い
展
望

市
で
は、
農
家
の
複
合
的
営
農
体
制
を
確
立
さ
せ、
経
営
の
安
定
を
は
か
ろ

う
と
、
農
業
関
係
機
関
と
密
接
な
連
け
い
を
と
り
、
施
策
を
進
め
て
い
る
が、

そ
の
一
つ
に、
農
家
の
副
業
と
し
て
肉
牛
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
年
肉々
牛
飼

育
農
家
が
増
え
て
い
る
。

四
十
八
年
度
に
国
の
肉
牛
生
産
振
興
地
域
の
指
定
を
受
け
発
足
し
た
当
時、

約
二
百
頭
に
丸
加
山
山
ろ
く
一
帯
の
草
地
造
成
に
よ
る
粗
飼
料
の
確
保、
四
十

九
年
か
ら
は
市
営
牧
場
の
放
牧
も
始
ま
り、
現
在
七
五〇
頭
に
な
っ
て
い
る
。

肥
育
セン
ター
は、
江
部
乙
十
三
丁
目
を
東
に
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
入
っ
た

場
所
に
あ
り
事
業
主
体
は、
滝
川
農
協
が
あ
た
り、
管
理
運
営
は
滝
川
肉
牛
生

産
組
合
が、
協
力
し
て
お
り、
こ
の
規
模
に
は
一二
五
頭
収
容
の
で
き
る
牛
舎

が
二
棟
あ
り
、
中
空
知
一
の
規
模
に
な
っ
て
い
る
。

肥
育
牛
の
生
産
は
順
調
に
行
わ
れ
て
お
り、
第
一
回
目
は
昨
年
五
月
に
出
荷

さ
れ、
以
後
現
在
ま
で
約
八
十
頭
が
出
荷
さ
れ、
ま
た
消
流
販
路
に
つ
い
て
は

大
手
商
社
と
契
約
さ
れ
安
定
し
て
お
り
計
画
的
に
出
荷
さ
れ、
流
通
の
円
滑
化

肥育センター内の肉牛飼育

が
は
か
ら
れ
て
い
る
。

一方、
農
業
を
営
む
有
志
八
戸
で
設
立
し
た、
農
業
法
人
ユ
ニ
オ
ン
フ
ァ
ー

ム
(
代
表
岩
村
憲明)

で
も
五
十
三
年
の
事
業
と
し
て、
肉
牛
肥
育
施
設
を、
昨

年
十
二
月
に
完
成、
約
三
百
頭
が
肥
育
さ
れ
る
こ
と
に
な
って
い
る
。

市
の
今
後
の
構
想
と
し
て
は、
昭
和
六
十
年
を
目
標
に
約二
千
六
百
頭
の
肉

牛
の
増
殖
を
進
め
る
計
画
を
予
定
、
ま
た、
出
荷
す
る
肥
育
牛
に
つ
い
て
も

「滝
川
牛
」
と
し
て
の
銘
柄
牛
と
な
る
よ
う、
生
産
に
力
を
注
ぎ、
消
流
対
策

に
万
全
を
期
し
て
いく
こ
と
と
し
、
軌
道
に
乗
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は、
畜
産
経

営
に
も
一
段
と
明
る
い
展
望
が
開
け
た
こ
と
で、
喜
ば
し
いこ
と
で
あ
る
。

関
係
団
体

滝
川
酪
農
社
(乳
牛
飼
育
の
は
じ
め
に
記
述)

滝
川
酪
農
組
合
集
乳
所

照
井
清
ら
が
遠
浅
に
移
動
し
た
後、
昭
和
六
年
滝

川
酪
農
組
合
の
集
乳
所
と
し
て
組
合
長
古
館
梅
太
郎
ほ
か二
、
三
の
者
で、
牛

乳
販
売
を
続
け
て
い
た
が、
昭
和
十
年
六
月
北
海
道
製
酪
組
合
連
合
会
に
譲
渡
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齢
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し
た
。

北
海
道
製
酪
組
合
連
合
会
滝
川
集
乳
所

昭
和
十
年
六
月、
酪
農
会
長
黒
沢
酉

蔵
ら
が
滝
川
酪
農
組
合
と
折
衝
し、
集
乳
所
を
買
収
し
て
市
乳
販
売
を
行
った

が
、
当
時
は
四
五
〇
〇
本
く
ら
いの
製
造
で、
こ
れ
を
滝
川
・
砂
川
・
上
砂

川
・
赤
平
・
芦
別
に
販
売
し、
名
称
を
酪
連
空
知
中
央
ミ
ル
クプ
ラ
ン
ト
と
改

称
し
た。
こ
のこ
ろ
滝川
の
乳
牛
は
六
〇
～
七〇
頭も
い
た
が、
戦
争
が
し
烈

に
な
る
に
つ
れ
てし
だ
い
に
減
じ
、
終
戦
当
時
に
は二
〇
頭
く
ら
い
に
な
っ
て

い
っ
た
。

有
限
会
社
北
海
道
興
農
公
社
滝
川
分工
場

昭
和
十
六
年
四
月
一日、

国
内
戦

時
体
制
確
立
の
た
め、
各
乳
業
会
社
を
統
制し
北
海
道
酪
連
も
発
展
的
解
消
を

し
て、
新
し
く
北
海
道
興
農
公
社
が
設
立
(社長
黒沢
酉
蔵)
さ
れ、
滝
川
ミ
ル

クプ
ラ
ン
ト
も
こ
れ
に
引
き
継
が
れ
、
この
年
六
月
工
場
を
増
改
築
し
て
八
二

坪
に
拡
張
し
、
ま
た
西
裡
に
屠
場
を
建
設
し
た
。

照
井
牛
乳
搾
取
販
売
所
(材
木
通
り
北
二
丁
目
)

明
治
四
十
二
、
三
年
ご
ろ、

照
井
謙
治
は
滝
川
で
肉
店
の
傍
ら
牛
乳
搾
取
販
売
業
を
始
め
た
が、
一
般
の
認

識
が
低
く
売
捌
き
は
あ
ま
り
広
く
な
か
った
。
大
正
二
年
九
月
十
四
日
謙
治
の

死
後、
照
井
清
は
そ
の
業
を
継
ぎ、
酪
農
専
門
で
立
と
う
と
決
し
、
肉
業
を
廃

し
、
大
正
六
年
山
田
哲
・
小
華
和
貞
男
ら
と
共
同
し
て
砂
川
町
空
知
太
に
滝
川

酪
農
社
を
創
設
し、
牛
乳
販
売
並
び
にバ
タ
ー
の
製
造
を
始
め、
し
だ
い
に
販

路
を
広
め
ま
す
ま
す
発
展
を
み
た
。

し
か
し
北
海
土
功
組
合
灌
漑
溝
の
工
事
進
み、
南
空
知太
地
域
も
水
田
化
す

る
こ
と
に
な
り
、
酪
農
社
の
前
途
に
そ
の
暗
影
を
投
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で、
昭
和
五
年
五
月
酪
農
社
の
全
員
は
勇
払
郡
安
平
村
遠
浅
に
新
天
地

乳
牛
経
済
検
定
組
合
(江
部
乙
)

業

を
求
め
て
移
り
、
照
井
も
滝
川
を
引
き
揚
げ
た
。

滝
川
酪
農
協
同
組
合

終
戦
後、
国
民
は
極
端
な
食
糧
事
情
と
虚
脱
状
態
に

低
迷
し、
ど
ん
底
生
活
を
歩
み
続
け
て
い
る
中
で、
興
農
公
社
の
中
枢
事
業
で

あ
る
酪
農
関
係
者
は、
新
し
く
酪
農
協
同
株
式
会
社
の
設
立
を
は
か
り
、
昭
和

二
十
二
年
一
月
七
日
北
海
道
酪
農
協
同
株
式
会
社
と
改
称
し
た
。

滝
川
で
も
昭
和二
十
三
年
五
月
新
し
く
滝
川
酪
農
協
同
組
合
を
冷
氷
菓
業
者

及
び
酪
農
家
の
合
同
出
資
に
よ
っ
て
設
立
し
、
市
乳
の
販
売、
冷
氷
菓
製
造
販

売
を
行
う
こ
と
と
し
、
六
月
から
本
格
的
に
氷
菓
製
造
を
開
始
し
た
。

昭
和二
十
七
年
十
月、
さ
き
に
建
設
さ
れ
た
芦
別
町
黄
金
部
落
の
集
乳
所

(昭
和
十
九
年十
一月
開
設、
十二
坪)
を
芦
別
酪
農
組
合
に
貸
与
し
、
市
乳
の
処
理

販
売
を
移
譲
し
芦
別
ミ
ル
クプ
ラ
ン
ト
の
新
築
事
業
を
始
め
た
の
で、
滝
川ミ

ル
ク
プ
ラ
ン
ト
の
集
乳
区
域
は、
滝
川
・
赤
平
・
新
十
津
川
・
江
部
乙
と
な
り

日
産
七
石
が
処
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
二
十
七
年
に
は、
乳
牛
一〇
五
頭
に
増
加
し
、
集
乳
量
は
毎
日
八
石
ま

で
に
な
っ
た
。
翌
二
十
八
年
十
月
、
田
端
建
設
に
よ
り
工
場
一一
五
坪
が
新
築

さ
れ
落
成
式
を
行
った。

※
一
石
は
約百
八
十
リ
ット
ル。

雪
印
乳
業
株
式
会
社
滝
川
工
場

昭
和
二
十
九
年
十
二
月、
滝
川
地
区
酪
農

協
同
組
合
と
、
雪
印
乳
業
株
式
会
社
滝
川
工
場
の
事
業
合
同
が
唱
え
ら
れ、
滝

川
町
長
神
部
俊
郎
・
滝
川
農
協
江
川
虎
松
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
って
進
め
ら
れ、

こ
こ
に
市
乳
事
業
の
一
本
化
と
酪
農
家
の
一
体
化
が
実
現、
昭
和
三
十
年
七

月
、
滝
川
自
衛
隊
一、
八
〇
〇
名
が
駐
屯
す
る
よ
う
に
な
り、
市
乳
販
売
も
激

増
し
、
最
高
一
万
二
、
〇
〇
〇
本
と
な
り、
ま
す
ま
す
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。

昭
和三
十二
年
度、
九
戸
を
も
っ
て
乳
牛

第
一
章
農

141



第
八
編
産
業
・
経
済

経
済
検
定
組
合
を
結
成、
次
年
度
は
一五
戸
が
加
入
す
る
。

滝
川
市
乳
牛
経
済
検
定
組
合

昭
和
三
十
二
年
十
月
一
日、
改
良
普
及
所
の

指
導
の
下
に、
酪
農
経
営
経
済
の
効
果
を
高
め、
乳
牛
飼
育
者
の
親
睦
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
創
立
し
た
も
の
で、
泌
乳
曲
線
の
作
製、
飼
料
の
共
同
購

入、
尿
撒
布
機
の
共
同
利
用、
先
進
酪
農
地
の
視
察、
講
習
会
、
講
話
会、
各

種
の
共
励
会
を
行
っ
て
い
る
。

滝
川
市
酪
農
振
興
会

会
員
は
市
内
で
牛
を
飼
育
す
る
全
農
家
六
〇
戸
(一

一五
頭)
で
発
足
、
酪
農
研
究
懇
談
会
、
関
係
機
関
と
の
連
絡、
酪
農
振
興
対

策
の
樹
立
、
酪
農
施
設
の
共
同
利
用、
飼
料
資
材
の
共
同
購
入
を
事
業
計
画
と

し
進
め
ら
れ
た
。

江
部
乙
畜
牛
組
合

本
組
合
は
乳
牛
飼
育
者
相
互
の
利
益
を
図
る
た
め
、
昭

和
三
年
に
創
立
さ
れ
集
乳
所
の
建
設
並
び
に
集
乳
事
業
の
運
営
な
ど
を
行
っ
て

い
る
。

昭
和
五
、
六
年
ご
ろ
一
時
乳
量
不
足
の
た
め
事
業
中
止
の
時
代
も
生
じ
た

く
いが、
昭
和
七
年
再
会
し、
昭
和
十
四
年
四
月
に
至
っ
て、
こ
れ
を
産
業
組
合
に

移
管
し
た
。

そ
の
後
、
組
合
は
飼
料
の
購
入
増
殖
事
業
等
を
行
い、
畜
牛
飼
育
者
の
た
め

に
努
力
を
払
っ
て
き
た
が、
昭
和
十
九
年
末
農
業
会
に
吸
収
さ
れ
て
解
散
し

た
。江
部
乙
酪
農
振
興
会

昭
和
十
九
年
に
設
立
さ
れ、
そ
の
後
引
続
き
酪
農
事

業
の
振
興
に
活
躍
し、
貸
付
牛
飼
養
管
理
組
合
と
共
に
現
在
に
至
って
い
る
。

江
部
乙
貸
付
牛
飼
養
管
理
組合

道
の
貸
付
牛
を
受
け
た
者
の
飼
育
管
理
に

関
す
る
技
術
の
指
導
及
び
相
互
の
利
便
を
図
る
た
め
に、
昭
和二
十
六
年
に
創

立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

滝
川
市
乳
牛
検
定
組
合

乳
牛
の
資
質
改
良
と
経
営
の
改
善
を
図
る
た
め
、

乳
用
牛
の
検
定
事
業
を
実
施、
昭
和
四
十
九
年
度
よ
り
北
海
道
乳
牛
検
定
協
会

の
統
括
下
に、
北
海
道
全
域
に
設
置
さ
れ、
同
協
会
を
通じ
事
業
実
績
に
よ
り

道
の
交
付
金
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

滝
川
市
肉
牛
肥
育
セ
ン
タ
ー

肉
用
牛
経
営
の
規
模
拡
大
を
志
向
す
る
農
業

者
を
主
体
と
し
、
地
域
的
な
一
貫
性
体
系
の
確
立
を
計
画
的
に
促
進
す
る
こ
と

に
よ
り、
生
産
性
の
高
い
肉
用
牛
経
営
群
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
高
能
率
な

肉
用
牛
生
産
の
団
地
化
を
図
り、
牛
肉
の
安
定
供
給
に
資
す
る
た
め、
昭
和
五

十
一
年
十
月
一
日
に
設
立
し
た
。

3
豚

本
道
に
は
古
来、
豚
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
<
休
明
光
記
>
に
よ
れ

ば
、
寛
政
十
一
年
、
初
め
て
江
戸
よ
り
豚
を
東
蝦
夷
地
に
送
っ
た
と
あ
る
。

明
治
初
年
以
来
函
館
港
は、
外
人
の
往
来
多
く
こ
の
た
め
養
豚
を
し
た
も
の

が
あ
っ
た
の
で
四
年
ご
ろ
に
は
相
当
な
数
で
あ
っ
た
と
い
う
。

明
治
四
年
四
月、
開
拓
使
は
函
館
在
留
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
ガ
ル
ト
ネ
ル
の
飼
う

豚
牝
牡
四
頭
を
購
入
し
て
、
札
幌
村
に
移
し
た
の
が
始
ま
り
で、
同
六
年
七
重

勧
業
試
験
場
に
お
い
て
は、
ガ
ルト
ネ
ル
よ
り
受
け
取
っ
た
牡
一
頭、
牝
九
頭

を
飼
育
し
、
四
月
東
京
青
山
試
験
場
よ
り、
ア
メ
リ
カ
産
「
サ
フ
ォー
ク」
種

牡
一
頭
、
牝二
頭
「バ
ー
ク
シ
ャ」
種
牡
牝
各
一
頭
を
移し
、
飼
養
繁
殖
を
図

って
いる
。
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同
八
年、
東
京
よ
り
ア
メ
リ
カ
種
豚
牝
牡
三
〇
頭
、
七
重
よ
り
同
牝
牡
四
頭

を
札
幌
村
に
移
し
、
飼
養
繁
殖
を
試
験し
た
が、
畜
舎
が
せ
ま
く
、
生
育
充
分

で
な
く、
同
九
年
九
月
札
幌
育
種
場
内
に
札
幌
養
豚
場
を
設
け、
面
積
三
、
二

○
七
坪
を
こ
れ
に
当
て、
先
に
札
幌
村
で
養
な
っ
て
い
た
も
の
を
全
部
こ
こ
に

移
し、
研
究
の
上
ハ
ム
製
作
室
を
設
け
て
い
る
。

同
十
年
開
拓
使
は、
家
猪
貸
与
規
則
を
設
け
、
札
幌
養
豚
所
の
豚
を
民
間
に

貸
与
し
て
繁
殖
を
図
っ
て
い
る
。

同
十
四
年
札
幌
農
学
校
で
、
「チ
ェ
ス
タ
ー
ホ
ワ
イ
ト
」
種
牝
二
頭、
牡
一

頭
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
し
た
が
、
成
績
は
よ
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

同
十
九
年
真
駒
内
牧
牛
場
を
種
畜
場
と
改
称
し、
種
豚
の
繁
殖
を
図
り
、
さ

ら
に
二
十
年
に
は
札
幌
育
種
場
に
飼
養
す
る
「バ
ー
ク
シ
ャ」
種
、
「チ
ェ
ス

タ
ー
ホ
ワ
イ
ト
」
雑
種
、
「サフ

ォー
ク」
種
な
ど
を
真
駒
内
種
畜
場
に
移
し

種
豚
供
給
の
中
心
と
し
た
。

貸
付
状
況

低
位
経
済
農
家
を
中
心
に、
経
済
の
安
定
向
上
と
畜
産
振

49 48

昭
47

年
度
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施
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第
八
編
産
業
・
経
済

..

豚豚
舎

関
係
団
体

江
部
乙
町
養
豚
組
合

昭
和
十
六
年
組
合
員二
二
名
を
も
っ
て、
養
豚
組
合

を
創
立
し
、
一時
は
活
発
に
活
動
を
な
し
た
が、
こ
れ
も
昭
和
十
九
年
に
至

り
、
農
業
会
に
吸
収
さ
れ
て
解
散
し
た。
後
に
昭
和
二
十
六
年
江
部乙
町
養
豚

組
合
を
再
建
し
、
副
業
養
豚
と
し
て
の
効
果
を
達
成
せ
し
め
る
た
め、
活
動
が

続
け
ら
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

な
お、
こ
の
他
滝
川
に
は
、
滝
川
市
養
豚
組
合
が
あ
る
。

4
め
ん
羊

綿
羊
飼
育
の
は
じ
め

本
道
に
綿
羊
が
来
た
の
は、
安
政
四
年
(一八
五
七)

江
戸
よ
り
一
〇
頭
を
函
館
に
移
し
、
ア
メリ
カ
人
ラ
イ
ス
に
飼
養
法
を
聞
き
、

こ
れ
を
飼
養
し
た
の
が
始

ま
り
で
あ
る
と
い
う
。

牧
羊
が
生
産
的
に
飼
養

さ
れ
た
の
は、
開
拓
使
時

代
黒
田
長
官
が
欧
米
視
察

の
結
果
ケ
プ
ロ
ン
そ
の
他

の
建
議
に
よ
っ
て
、
当
時

羊
毛
製
品
の
消
費
が
年
々

増
加し
て
い
る
現
況
か

ら
、
我
が
国
で
も
羊
毛
の
国
内
生
産
が
急
務
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
っ
た。

明
治
八
年
に下
総
に
牧
羊
場
が
設
立
さ
れ、
北
海
道
に
お
い
て
も
真
駒
内
に

種
畜
場
が
設
置
さ
れ、
そ
こ
で
飼
育
さ
れ
た
。

そ
の
後、
明
治三
十
九
年
六
月、
農
商
務
省
告
示
を
も
っ
て
月
寒
種
畜
牧
場

を
設
置
し、
牧
場
を
札
幌
郡
豊
平
村
及
び
空
知
郡
滝
川
村
に
指
定
し
た
。

大
正
五
年
四
月
一
日
月
寒
種
畜
場
が
畜
産
試
験
場
北
海
道
支
場と
改
称
さ
れ

そ
の
付
属
用
地
と
し
て
大
正
七
年
四
月
農
商
務
省
種
羊
場
官
制
発
布
と
と
も

に、
農
商
務
省
滝
川
種
羊
場
が
創
設
さ
れ
た。

そ
の
後
、
昭
和
六
年
七
月
に
は、
農
林
省
月
寒
種
羊
場
滝
川
分
場
と
な
り
、

昭
和
七
年
二
月
五
日、
北
海
道
庁
立
滝
川
種
羊
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
江
部
乙
に
お
け
る
農
家
の
副
業
と
し
た
緬
羊
は
、
大
正
二
年
初
め
て
五

頭
が
移
入
さ
れ、
そ
の
後
は
特
定
の
人
の
趣
味
と
し
て
飼
育
さ
れ
て
い
た
。

滝
川
町
幌
倉
に
種
羊
場
が
設
置
さ
れ、
昭
和
八
年
か
ら
同
種
羊
場
所
有
綿
羊
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が
払
い
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り、
漸
次
そ
の
数
を
増
し、
戦
時
中、
繊
維
品

の
欠
乏
な
ど
に
よ
っ
て、
繊
維
自
給
確
保
を
目
的
と
し
て
、
急
激
な
増
加
を
示

し
て
き
た
。

1510 5 2
大

年
次 区
分
頭
数

飼
育

一 七 九 五頭 戸
数

飼
育

ー 二 ニ 二戸
昭

10 9 8 5
年
次 区
分

頭飼
数育天 罡二三頭 戸

数
飼
育ニ

元 セ 。 一戸
昭

24201712

年
次 区
分

二
九九 〇
四

〇八九三頭

一九九

八三 三三 一四四 三

昭
2725

年
次

八
区
分

一、二八〇

頭
数

飼
育頭

戸
数

飼
育九五六 戸

道
立
滝
川
畜
産
試
験
場

滝
川
種
羊
場
設
置
大
正
七
年
四
月、
農
商
務
省

滝
川
種
羊
場
創
設
以
前
に
つ
い
て
は、
そ
の
概
要
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る

が
、
庁
立
移
管
当
時
飼
育
し
て
い
た
主
な
も
の
は
主
と
し
て
牛
で、

「シ
ン
メ

ン
ター
ル」
種
を
輸入
し
た
後
「
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
」
「エ
アシ
ャー
」
種
を
入

れ
、
播
磨、
丹
波
地
方
か
ら
肉
牛
と
し
て
和
牛
を
入
れ
て
飼
育
し
た
。

・道
立
滝
川
種
羊
場

昭
和
六
年
七
月、
農
林
省
月
寒
種
羊
場
滝
川
分
場
と
な
っ
た
が、
本
道
緬
羊

の
改
良
・
増
産
・
奨
励
の
た
め
北
海
道
庁
の
経
営
が、
最
も
緊
急
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
、
たび
た
び
農
林
省
と
折
衝
の
結
果
、
土
地
建
物
の
い
っ
さ
いを
臨
時

費
か
ら
一
〇
万
円
、
経
常
費
から
二
万
円
支
出、
計
一二
万
円
で
譲
渡
を
受

け
、
昭
和
七
年二
月
五
日
北
海
道
庁
立
滝
川
種
羊
場
と
し
て
独
立
し
た
。

当
時
緬
羊
は
牝
五
〇
〇
頭、
牡
二
〇
頭
で
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
生
産
し
た

仔
羊
牝
牡
各
二
〇
〇
頭
を
、
全
道
農
家
に
払
い
さ
げ
る
計
画
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
し
て
拓
殖
完
成
期
ま
で三
〇
万
頭
の
増
殖
を
目
指
し
た
の
で、
道
庁
の

業

綿
羊
方
策
は
著
し
く
好
転
し
て
い
った
も
の
と
い
え
る
。

昭
和
十
年
か
ら
滝
川
種
羊
場
を
拡
張
し
、
こ
の
年
か
ら
毎
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
か
ら
五
〇
〇
頭
から
七
〇
〇
頭
の
綿
羊
を
輸
入
し
、
こ
れ
を
増
殖
し
て
農
家

に
分
譲
し
、
本
道
綿
羊
飼
育
の
一
大
進
展
を
図
った
。
当
時
輸
入
し
た
綿
羊
の

価
格
は
牡
一
頭
七〇
〇
円
～
一、
三〇
〇
円、
牝
一
頭
一
四
〇
円
ぐ
ら
い
で
あ

っ
た
。

昭
和
十
七
年
四
月
一
日、
機
構
改
革
に
よ
っ
て
北
海
道
農
業
試
験
場
滝
川
種

羊
場
と
な
り、
昭
和
二
十
一年
五
月、
農
業
試
験
場
畜
産
部
用
地
が、
進
駐
軍

接
収
に
伴
っ
て
繋
養
家
畜
の
う
ち
、
小
家
畜
・
家
禽
を
受
け
入
れ、
一般
小
家

畜
事
業
を
増
設
し
た
。

昭
和
二
十
四
年
九
月
に
は
医
薬
試
験
研
究
用
と
し
て
モ
ル
モ
ット
の
育
成
事

業
を
増
設
し、
翌
二
十
五
年
十
月
長
野
県
から
種
雌
山
羊
を
購
入
し、
本
場
の

種
雄
山
羊
を
基
礎
に
種
山
羊
の
繁
殖
育
成
事
業
を
増
設
し
た
。

昭
和二
十
五
年
十
一
月
試
験
機
関
の
整
備
統
合
に
よ
っ
て、
北
海
道
農
業
試

験
場
か
ら
分
離
し
て
北
海
道
立
種
羊
場
と
改
称
さ
れ
た。
ま
た
同
年
十
二
月
畜

産
部
から
受
け
入
れ
中
の
小
家
畜
家
禽
は、
十
勝
国
新
得
に
新
設
さ
れ
た
北
海

道
立
種
畜
場
へ
保
管
転
換
し
た。

.

昭
和
二
十
八
年
二
月、
輸
出
産
業
奨
励
事
業
と
し
て
輸
入
ミ
ン
ク
の
繋
養
増

殖
を
始
め、
翌
二
十
九
年
一月
に
は
モ
ル
モ
ット
の
飼
育
事
業
を
廃し
、
三
十

一
年
三
月
本
場
整
備
拡
充
計
画
に
基
づ
い
て
種
鶏
事
業
を
増
設
、
翌
三
十
二
年

孵
卵
業
務
を
始
め、
同
年
七
月
育
雛
鶏
舎
一
棟
を
建
築
し
て
種
鶏
の
改
良
事
業

を
始
め
た
。

・
道
立
滝
川
種
畜
場

昭
和三
十
三
年
四
月
一
日
北
海
道
立
滝
川
種
畜
場と
名
称
を
変
更、
豚
舎
一

.
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八
編
産
業・
経
済

旧滝川種畜場庁舎

棟
を
改
増
築
し
て
種
豚
飼
育
業
務
を
始

め
、
同
年
九
月、
本
道
の
肉
畜
振
興
の

目
的
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
肉
用
種

緬
羊
サ
ウ
ス
ダ
ウン
雄
二
頭、
雌
八
頭

を
輸
入
し
た。

大
正
十
一
年
九
月
十
日
デ
ン
マ
ー
ク

の
建
築
様
式
を
と
り
入
れ
た
珍
し
い
木

造
建
築
で
あ
っ
た
本
庁
舎
が、
昭
和
三

十
三
年
三
月
二
十
七
日
焼
失
し
た
の

は
、
ま
こ
と
に
惜
し
い
極
み
で、
現
庁

舎
は
昭
和三
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日

新
築
落
成
し
、
赤
レ
ン
ガ
造
り
中
二
階
建

て
一
三〇
坪
で
あ
る
。

・道
立
滝
川
畜
産
試
験
場

そ
の
後
、
従
来
の
種
畜
改
良
事
業
の
反
省
と
、
新
し
い
段
階
を
迎
え
た
畜
産

に
対
応
す
る
た
め、
昭
和三
十
七
年
道
立
滝
川
畜
産
試
験
場
と
し
て
発
足、
こ

れ
と
同
時
に
道
立
新
得
畜
産
試
験
場
から
種
鶏
部
門
を、
昭
和
三
十
八
年
に
は

種
豚
部
門
を
全
面
的
に
移
転
受
入
れ、
本
道
に
お
け
る
主
と
し
て
中
小
家
畜
の

育
種、
飼
養
管
理
並
び
に
家
畜
衛
生、
畜
産
経
営、
草
地、
飼
料
作
物
の
試
験

研
究
の
遂
行
を
行
っ
てい
る。

・
主
な
業
務

(1)
経
営
科
=
中
小
家
畜
の
複
合
経
営
、
大
規
模
畜
産
経
営
の
あ
り
方
に
つ

い
て
調
査
研
究、
試
験
研
究
の
連
絡
調
整、
資
料
の
収
集、
整
理、
保
管
並
び

羊舎 (8棟のキング式)

道立滝川種畜場庁舎

に
研
究
成
果
の
刊
行
を
行
う
。

(1)
衛
生
科
=
畜
舎
内
部
環
境
と
多
発
疾
病
と
の
関
係
及
び
環
境
改
善
法
の

研
究
、
牧
野
で
多
発
す
る
疾
病
の
予
防
治
療
法
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

()
草
地
飼
料
作
物
科
=
牧
草
、飼
料
作
物
の
適
応
性
、栽
培
法
及
び
牛
と
め

ん
羊
を
組
み
合
わ
せ
た
放
牧
地
の
効
率
的
利
用
方
式
に
つ
い
て
試
験
を
行
う
。

(1)
飼
養
科
=
豚
の
飼
養
環
境
と
生
産
性
、
新
飼
料
の
開
発
及び
肉
質
改
善

の
研
究、
糞
尿
処
理
対
策
につ
い
て
検
討
を
進
め
て
いる
。

(1)
め
ん
羊
科
=
生
産
性
の
高
い
優
良
系
統
の
選
抜
、
ラ
ム
(高
級
子
羊
肉
)

の
生
産
技
術
に
関
す
る
試
験
を
行
っ
て
い
る
。

(
養
豚
科
=
豚
の
育
種
に
関
す
る
各
種
試
験
研
究
、
遺
伝
的
能
力
の
改

良、
繁
殖
技
術
の
改
善、
豚
産
肉
能
力
検
定、
繁
殖
能
力
検
定
な
ど
に
よ
る
種

豚
の
改
良、
各
品
種
の
特
性
調
査、
さ
ら
に
道
内
養
豚
指
導
地
区
を
主
た
る
対
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象
に
優
種
良
豚
の
配
付
を
行
っ
て
い
る
。

(1)
家
禽
科

耐
寒、
耐
病
性
の
高
い
優
良
鶏
の
作
出
と
寒
地
適
応
の
鶏
舎
構
造、
飼
養
法

の
改
善
研
究、
ま
た、
道
内
種
鶏
場
の
採
卵
鶏
に
つ
い
て
の
経
済
能
力
検
定
を

実
施
し
て
い
る
。

()
管
理
科
=
場
内
の
飼
糧
生
産
及
び
草
地
の
維
持
管
理
の
業
務
担
当
、
飼

料
生
産
に
関
す
る
機
械
化
作
業
体
系
や
排
水
工
法
等
に
関
す
る
実
践
試
験
と
取

組
ん
で
い
る
。

・
用
地
及
び
利
用
区
分

飼
料
畑
五
〇
ヘ
ク
ター
ル、
採
草
地二
〇
三
ヘ
ク
ター
ル、
放
牧
地
六
六
へ

ク
タ
ー
ル、
保
安
林
一
一九
ヘ
ク
ター
ル、
混
放
林
そ
の
他
四
〇
五
・五
ヘク

タ
ー
ル、
建
物
敷
地
四
七
ヘ
ク
ター
ル
計
八
九〇
・
五
ヘ
ク
ター
ル

第
一
章
農

種 鶏 舎
業

種 豚 舎

け
い
養
家
畜
(昭
五
四・
三
現
在)

計 雌 雄

種類

一、
一六
一

七
九
九

三
六二

め
ん
羊

豚

五
三
三

三二
一

二
一
二

.

三、
二六
二

二、
九
〇
五

三
五
三

鶏

一
一

九 二

牧
羊
犬

我
鳥

11

・
「サ
フ
ォー
ク
種
」

滝
川
畜
試
で
一
九
六
七
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リア
及
び
一九
六
九
年
カ
ナ
ダ
か
ら

本
種
を
合
計
一
六〇
頭
導
入
し
、
一〇
年
を
経
過
し
た
今
日、
輸
入
羊
は
よ
う

や
く
生
涯
を
閉
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
「コ
リ
デ
ー
ル」

「チ
ェビ
オ

ッ
ト
」
「サ
ウ
ス
ダ
ウ
ン
」
の
飼
育
が
な
さ
れ、
産
肉
性
及
び
繁
殖
性
の
研
究

が
行
わ
れ
て
い
る
。

・
加
工
と
利
用

生
産
さ
れ
た
羊
毛
を
有
効
に、
し
か
も
合
理
的
に
処
理
し
て
、
実
用
品
又
は

商
品
と
し
て
の
価
値
を
高
め、
自
家
加工
の
技
術
と
利
用、
毛
糸
及
び
手
織
ホ

ー
ムス
パ
ン
の
普
及
奨
励
に
当
た
っ
て
き
た
が
、衣
料
品
の
生
産
増
加、さ

ら
に

毛
肉
兼
用
の「コ

リデ
ー
ル
種
」と
肉
の
利
用
など
、
毛
を
取
る
羊
から
食べ
る

羊
と
変
わ
っ
て
き
た
の
で、
ラ
ム
(高
級子
羊
肉)
の
生
産
も
重
要
と
な
っ
た。

し
か
し
、
さら
に
罐
詰
加工
・瓶
詰
・塩
蔵
・燻
製
肉
に
よ
る
貯
蔵
の
普

及
、
羊
脂
の
利
用、
防
寒
資
材
と
し
て
の
活
用
な
ど
大
切
な
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い。

農
山
漁
家
生
活
近
代
セ
ン
ター

農
漁
家
の人

が々
、
実
際
に
そ
の
設
備
内

容
に
ふ
れ
て
自
ら
そ
の
使
い
方
な
ど
を
学
び
、
生
活
の
近
代
化、
能
率
化
に
必

要
な
技
術
を
つ
け
な
がら
、
新
し
い
農
山
漁
家
生
活
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
体
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第
八
編
産
業
・
経
済

農山漁家生活近代センター 得
す
る
た
め
の
実
習
を
行
い、
か
つ生
活
近
代

化
促
進
の
た
め
の
展
示
資
料
等
を
参
照
し
、
農

漁
家
の
人
が々、
よ
り
水
準
の
高
い
生
活
を
営

む
た
め
の
勉
強
の
場
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。

歴
代
の
場
長

農
商
務
省
所
管
時
代

初
代
釘
本
昌
二

二
代
長
崎
渉

三
代
松
岡
忠
一

•

大
正
三
・四・一

四
代
竹
末
要
人
大
正
三三・三

・一五
五
代
斉
藤
信
介
(心
得
)
昭
和六・六・六

六
代
斉
藤
信
介

(月
寒
種
羊
場
滝
川
分
場
長)
昭
六・七・一

(北
海
道
庁
種
羊
場
長
)
心
一四・10・

七
昭
和一四・二

・三
小
二
・
二・
四

(北
海
道
農
業
試
験
場
滝
川
種
羊
場
昭
一七
・
四)

昭
和
三
・
二・
四

少
二四・

四・三八
〃
二四・
四・六八

(事
務
取
扱)

ぐ
二四・二

(北
海
道
立
種
羊
場
昭二
五
・
一
一)

少
三四・

九・
一
(北
海
道
立
滝
川
種
畜
場
昭
三
三
・
四
)

三
四・
九・一

少
三
・
四・三五

(北
海
道
立
滝
川
畜
産
試
験
場
昭
三
七
・
四)

六
・
元
二・

元1111

九
代
三
股
正
年

ハ
四三・
五・三一

昭
和
元
・三
・
一

10代
難
波
直
樹

三
代
平
沢
一
志

♪
三
・
八・一五

・
滝
川
種
羊
場
の
設
置
に
伴
う
公
有
財
産
の
寄
附

公
有
財
産
寄
附
ニ関
ス
ル
件

今
般
公
益
上
必
要
之
事
故
相
生
シ
候
二
付
貴
兵
村
公
有
財
産
地
全
部
本
村
二
寄
附
相
成
候

様
致
度
此
段
及
照
会
候
也

但
本
件
へ
大
至
急
ヲ
要
シ
候
ニ
付
折
返
シ
御
確
答
相
成
度
申
添
候
也

明
治三
十
九年
四
月十二

日
空
知
郡
滝
川
村
長
今
井
勇
吉

滝
川
村
南
兵
村
公
有
財
産
取
扱
委
員
会

会
長
原

喜
三
殿

決
議
書

明
治
三
十
九
年
五
月二
十
五
日
公
有
財
産
取
扱
委
員
臨
時
会
ニ
於
テ
左
ノ
事
項
ヲ
決
議
ス

今
回
農
商務
省
直
轄
種牛
牧場
設
置
地ニ
確
定
ノ旨
申来
候二
付
左
記三
筆ノ
土
地
ヲ

一滝
川
全
村
公
益
上
必
要
ノ
事
ハ認
定
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
滝
川
村
ニ
寄
附
ス
ル
事

空
知郡
滝川
村
字
滝ノ
川
南
兵
村公
有
財
産
地旧
第三
一、三

二、三
三
号
以
上三
筆

一右
決
議
ス
明
治三
十
九
年
五
月
二
十
五
日

南
滝
川
兵
村
公
有
財
産
取
扱
委
員
会会

長
原

喜
三

林 中
原
矢
太
郎

会
計
増
田
政
吉

事
業員

尾
崎恒三

郎
委
員
小
華
和
貞
男

委
員
谷
口
文
吉

御
園
生三
津三

利
吉

原
田亥
一
郎

近
藤
留
吉

佐
藤
竹
蔵
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二
代
高
倉
正
臣
昭
和
空
・10・送

ヘ
五二・
八・一五

ク
現
在

昭
和
豎
・
六・
一

心
四八・二〇・一五

1

昭
和
七・
二・
五

北
海
道
庁
所
管
以
降

初
代
山
田
喜
平

二
代
宮
川
直
衛

三
代
二
瓶
直
治

ハ
二四・二

四
代
吉
田
稔

五
代
吉
田
稔

六
代
森
田
修

七
代
山
本
盛
雄

八
代
高
橋
敏
郎

小
湯・
五・一五

小
三・
六・五

(月
寒
種
畜
牧
場
長
兼
任)
大

正
七・四・一九
大
正
九・二・六



資
格
証
明
願空
知
郡
南
滝
川
兵
村
公
有
財
産
取
扱
委
員
会

委
員
会
長
原

今
般
南
滝
川
兵
村
公
有
財
産
地
第三
一
、
三二
、
三三
号
合
地
積二
、
八〇
七、
一四
六

坪
ニ
合
ヲ
滝
川
村
へ
寄
附
之
件
明
治三
九
年
五
月二
十
八
日
付
認
可
相
成
候
ニ
就
テ
ハ
所
有

権
移
転
ノ
登
記
手
続
上
必
要
有
之
候
間
右
資
格
御
証
明
相
成
度
此
段
願
上
候
也

明
治
三
十
九
年
五
月二
十
八
日

会
長
原

喜
三
年

第
七
師
団
副
官
大
塚
嘉
輝
殿

第
七
師
付
北
丙
第
二
、
四
一
七
号
前
書
之
通
相
違
無
之
二
付
証
明
ス

明
治
三
十
九
年
五
月
二
十
八
日

第
七
師
団
副
官
大塚

嘉
輝
回
<北
海
道
大
学
北
方
資
科
室
蔵>

綿
羊
飼
育
の
衰
退

終
戦
直
後
は
自
由
経
済
と
な
り、
急
速
に
綿
羊
が
増
殖

さ
れ
た
が、
需
要
も
ま
た
急
増
し、
そ
の
価
格も
上
昇
の
線
を
た
ど
っ
た
。
昭

和
十
六
年
ご
ろ
一
頭
一
〇〇
円
の
綿
羊
が二
〇
〇
円、
五〇
〇
円
と
値
上
が
り

し
、
終
戦
直
後
は
一
、
〇
〇
〇
円、
二、
〇
〇
〇
円、
五、
〇
〇
〇
円
と
値
上

が
り
し
た
。
昭
和
二
十
四、
五
年
ご
ろ
に
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
仔
羊
が
一万
か

ら二
万、
優
秀
な
種
牡
羊
は
五
万
か
ら
六
万、
種
牝
羊
は
七、
八
万
か
ら
最
高

二
四
万
と
い
う
値
が
つ
い
た。
家
畜
品
評
会
に
も
競
っ
て
こ
れ
ら
優
秀
な
羊
が

出
陳
さ
れ、
馬、
牛、
綿
羊
が
共
進
会
の
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
。

こ
の
綿
羊
飼
育
熱
も
、
我
が
国
の
経
済
復
興
に
よ
る
衣
料
品
の
生
産
増
加
と

海
外
よ
り
輸
入
す
る
安
い
羊
毛
が
影
響
し
て、
昭
和二
十
七、
八
年
ご
ろ
よ
り

下
降
線
を
た
ど
り
始
め
た
。
そ
し
て、
毛
を
取
る
羊
か
ら
肉
を
食
べ
る
羊
へと

第
一
章
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変
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

綿
羊
山
羊
組
合

昭
和
二
十
五
年、
町
一
円
と
す
る
綿
山
羊
組
合
を
設
立

し、
組
合
長
に
中
村
正
直
を
選
任、
種
牡
羊
の
導
入、
予
備
登
録
及
び
仔
羊
登

録
、
種
牡
羊
の
配
置
な
ど
を
行
い、
資
畜
の
改
良
と
飼
養
管
理
の
指
導
を
加
え

好
成
績
を
収
め
た
。

江
部
乙
緬
羊
組
合

昭
和
九
年
に
創
立
さ
れ、
昭
和
十
九
年
に
農
業
会
に
吸

収
解
散
す
る
ま
で、
最
も
貢
献
し
た
も
の
は、
こ
の
組
合
で、
常
に
綿
羊
の
改

良
増
殖
に
努
力
さ
れ
講
習
会、
講
話
会、
座
談
会、
品
評
会
の
開
催、
羊
毛
加

工
指
導
、
共
同
種
付
所
の
開
設、
種
牡
綿
羊
の
備
付
、
種
牝
綿
羊
の
購
入
及
び

販
売
あ
っ
せ
ん、
飼
育
用
品
の
共
同
購
入、
斡
旋
を
な
し
、
岩
橋
浅
次、
畑
原

新
松
が
組
合
長
と
し
て
活
動
し
た
。

江
部
乙
基
礎
綿
羊
改
良
育
成
研
究
会

昭
和二
十
八
年
二
月
、
基
礎
綿
羊
の

資
的
向
上
を
改
善
す
る
た
め
の
目
的
で
会
長
岩
橋
登
を
中
心
と
し
て
、
専
心

努
力
し
て
い
た
。

ジ
ン
ギ
ス
カン

「紡
毛
と
ジ
ン
ギ
ス
カン
」
江
部乙
開
拓
営
農
指
導
員

鶴
尾
常
雄
談

最
初
は
紡
毛
機
を
買
っ
て、
毛
糸
つ
む
ぎ
を
し
た
も
の
で、
金
ブ
ラ
シ
で
洗
っ
た
羊
毛
を

引
か
く
と
毛
が
揃
い、
そ
れ
を
紡
毛
機
で
よ
り
を
か
け
な
が
ら
合
わ
せ
て
糸
に
す
る
の
で

す
。綿
羊
の
肉、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
料
理
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ま
で
は
綿
羊
肉
を
食べ
る
人
が
殆

ん
ど
な
か
っ
た
が、
教
え
て
から
盛
ん
に
食べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

脂
肪
の
強
い
所
は
溶
か
し
て
ロ
ー
ソ
ク
を
作
っ
た
り
す
る
方
法
も
教
え
た。
灯
油
の
な
い

時、
脂
肉
を
火
で
あ
ぶ
る
と
き
れ
い
な
油が
で
き
る
。
そ
れ
を
葉
書
を
筒
に
し
、
そ
の
中
に

木
綿
糸
を
芯
に
入
れ、
溶
け
た
油
を
筒
に入
れ
冷
や
す
と
、
良
い
ロー
ソ
ク
が
作
れ
た
も
の

で
す
。
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松
尾
羊
肉
株
式
会
社
社長

松
尾
政
治

・
「わ
れ
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
」

ー
昭五三

・
五・
一二
新
聞
“
空
知に
生
き
る"
より

「朝
の
六
時
か
ら
夜
の
十
二
時
ま
で、
自
分
の
し
り
を
た
た
き
づ
め
。
他人
様
の
何
倍
も

働
い
た
よ
」‒
道
内
は
勿
論、
全
国
に
名
を
知
ら
れ
て
い
る
「松
尾
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
」
の
総

帥
は
ぐ
っ
と
表
情
を
引
き
締
め
た
。

戦
後、
庶
民
の
新
し
い
食
べ
物
と
し
て
爆
発
的
人
気
を
呼
ん
だ
の
は
ラ
ー
メン
と
ジ
ン
ギ

ス
カン
だ
そ
う
だ
が、
札
幌が
ラ
ー
メン
の
本
場
な
ら、
ジ
ン
ギ
ス
カン
は
滝
川
が
〝
総
本

山
〟
と
言
え
る
。
そ
の
名
声
を
呼び
込
ん
だ
のが
こ
の人
。
何
でも
こ
い
の
松
尾
青
年
が
知

人
に
「
う
ま
いも
の
を
食
わ
せ
て
や
る
」
と
得
体
の
知
れ
な
い
味
付
け
肉
を
食
べ
さ
せ
て
も

ら
っ
た
の
が
戦
後
間
も
な
い
ころ
。
「こ
れ、
な
ん
の
肉
?
」
「メ
ン
羊
だ
よ
」、
味
は
と

も
か
く
当
時
肉
を
こ
ん
な
に
腹
一
ぱ
い
食
べ
た
こ
と
は
な
か
っ
た。

「よ
し
、
こ
れ
は
商
売
に
な
る。
問
題
は、
特
有
の
に
お
い
を
消
す
こ
と
だ
」
ー
そ
れ
か

ら
タ
レ
作
り
に
没
頭。
遂
に
ニ
ン
ニ
ク
を
使
わ
な
い
で、
果
汁
を
主
に
十
数
種
の
調
味
料、

香
料
を
配
合
し
た
秘
伝
の
タ
レ
を
考
案
し
た
。

そ
し
て三
十
一
年、
資
本
金
五
万
円
で
自
宅
の
馬
小
屋
を
改
造、
夫
婦
と
母
親
の三
人
で

六
畳
板
の
間
の
ち
っぽ
け
な
ジ
ン
ギ
ス
カン
屋
を
開
い
た
。

評
判
が
評
判
を
呼
び、
数
年
の
う
ち
に
急
成
長、

ノジ
ン
ギ
ス
カン
松
尾
く
は
全
道
を
席

け
ん
し
て
いっ
た。

現
在、
全
道
に
チ
ェー
ン
店
二
五
〇
店
・
滝
川
の
本
店
に
は三
階と
四
階
建
て
のビ
ル
が

あ
り、

一度
に二
〇
〇
〇
人
収
容
で
き
る
。
本
店
だ
け
で
消
費
す
る
肉
は
最
高
四
百
頭
分。

年
間
の
団
体
客
十
余
万、
関
西、
沖
縄
から
バ
ス
を
連
ね
て
や
っ
てく
る
。

マ
ト
ン
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
大
手
業
者
が
輸
入
、
小
樽
の
倉
庫
に
入
っ
た
も
の
を

蔵
出し
の
時
点
で
買
い
取
り、
滝
川
へ
陸
送、

「松
尾
卸
セン
ター
で、
本
店
を
はじ
め
全

道
の
支
店
で
消
費
す
る
す
べ
て
の
羊
肉
を
解
体、
処
理、
味
付
け
し
て
配
送
す
る
。

処
理
場
で
は
一
日
二
五
〇
頭
分
の
羊
肉
を
さ
ば
き、
一〇
〇
〇
頭
分
を
収
容
で
き
る
大
型

冷
蔵
庫
が
五
つ
あ
り、
中二
つ
は
急
速
冷
凍
用、
あ
と
三
つ
は
味
つ
け
し
た
肉
を
ひ
と
晩
寝

か
せる
た
め
に
使
用、
各
支
店
に
は
か
ん
詰
め
にし
て
配
送
し
て
い
る
が、

一般
消
費
者
向

け
の
販
売
部
も
あ
り、
袋
詰
め
の
味
つ
け
肉
も
売
って
お
り
、
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
も
用
意
さ
れ

て
い
る
。

○
道
内
に
お
け
る
家
畜
の
飼
養
動
向
昭
和
五
十
三
年二
月
現
在

・
酪
農
=
飼
養戸
数二
万二
、
八
七〇
戸
、
頭
数
六
九
万
二
、
二
八
〇
頭、
一

戸
当
り三
〇
・
四
頭と
な
って
お
り
多
頭
数
飼
養
農
家
が
根
釧、
天
北
地
方
を

中
心
に
増
加
し
て
い
る。
昭
和
四
十
八
年
に
着
手
し
た
根
室
地
方
の
新
酪
農
村

建
設
事
業
も
軌
道
に
の
り
本
道
酪
農
の
発
展
が
期
待
さ
れ
る
。

・
肉
用
牛
=
飼
育
戸
数
六
、
四
九〇
戸
、
頭
数
一五
万
九、
五
九
〇
頭、
一戸

当
た
り
二
四
・
六
頭
と
な
っ
て
い
る
。
酪
農
主
産
地
域
に
お
い
て
乳
用
牛
の
飼

育
に
力
点
が
お
か
れ
て
規
模
は
大
型
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
順
調
な
伸
び
を

し
め
し
た。
肉
用
種
は
桧
山、
後
志
の
伸
び
が
大
き
く
み
ら
れ
た。

・
豚
=
飼
育
戸
数
五、

一四
〇
戸
、
飼
養
頭
数
四
八
万
八
九
〇
頭
と
な
っ
て
お

り
、
養
豚
経
営
の
専
門
化
と
飼
養
規
模
の
大
型
化
が
進
み
つ
つ
あ
る
。

地
域
別
に
は
消
費
経
済
圏
を
背
景
と
し
た
札
幌
・
旭
川
を
中
心
と
し
て、
主

と
し
て
都
市
近
郊
養
豚
が
展
開
し
、
十
勝
・
網
走
で
は
畑
作
複
合
が
定
着
し
つ

つ
あ
る
。

・
鶏
=
飼
養
戸
数
九、
七
七
〇
戸
、
飼
養
羽
数
七二
八
万
九、
○
○
○
羽
で
近

年
飼
養
規
模
の
拡
大
が
進
み
、
専
業
的
な
大
規
模
飼
養
が
各
地
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
特
に
稲
作
地
帯
で
は
多
羽
数
の
複
合
形
態
が
主
流
と
な
っ
て
お

り
、
ま
た
胆
振
で
は
商
社
系
資
本
に
よ
る
企
業
養
鶏
の
進
出
が
目
立
っ
て
い

る
。

•

・
め
ん
羊
=
従
来
羊
毛
の
生
産
を
目
的
と
し
て
飼
養
さ
れ
て
い
た
が、
潤
沢
な

衣
料
の
出
回
り
、
特
に
化
繊
の
出
現
に
よ
っ
て
年
減々
少
傾
向
に
あ
っ
た
。

昭
和
五
十
二
年
二
月
現
在
で
飼
養
戸
数
三
八
〇
戸
、
飼
養
頭
数
五
、
〇
二
〇

頭
と
な
っ
て
いる
。

し
か
し、
近
年
に
い
た
り
羊
肉
の
需
要
増
から
肉
専
用
種
に
重
点
を
お
き、
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集
団
的
飼
養
に
よ
る
主
産
地
形
成
を
促
進
し
て
い
る
。

(北
海
道
立
滝
川
畜
産
試
験
場
要
覧
よ
り
)

5
そ
の
他
の
家
畜

(1)

や

ぎ

滝
川
で
飼
わ
れ
た
の
は、
大
正
年
代
に二
、
三頭
飼
わ
れ
て
い
た
記
録
は
あ

る
が、
昭
和二
十
三
年
八
月
十
五
日、
ララ
物
資
受
け
入
れ
で三
九
頭
の
寄
贈

を
受
け
四
組
合
に
配
置、
即
時
飼
育
並
び
に
仔
山
羊
返
還
組
合
を
組
織
し
た
こ

と
が
あ
り
、
二
十
五
年
長
野
県
よ
り
牡二
頭、
二
十
七
年
に
は
種
山
羊
一
頭
の

導
入
が
行
わ
れ
て
い
る
。

山
羊
は
家
畜
の
中
で
も
最
も
古
く
から
飼
育
さ
れ
たと
い
わ
れ
て
お
り、
我

が
国
で
も
か
な
り
古
く
から
飼
育
さ
れ
て
い
た
が、
乳
用
山
羊
が
導
入
さ
れ
た

の
は
明
治
時
代
で
あ
る
。

終
戦
後、
動
物
蛋
白
の不
足
を
補
う
た
め
乳
を
飲
用
し
た
り
、
乳
不
足
の
幼

児
に
哺
乳
す
る
目
的
で
飼
わ
れ
た
が、
山
羊
も
綿
羊
と
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
た

の
で
あ
る
。

(2)
う
さ
ぎ

戦
争と
養
兎

兎
は
北
海
道
にも
野
生
で
繁
殖
し
て
お
り
「野
兎
」「山

兎」
な
ど
と
よ
ば
れ
飼
育
す
る
こ
と
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
が、
明
治
初
年
開

拓
使
は、
牛
馬
や
豚、
綿
羊
そ
の
他
と
一し
ょ
に
輸
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
東
京
で
愛
玩
用
に
飼
育
さ
れ
て
い
た
が、
戦
争
が
激
し
く
な
っ
た
昭

和
十
四
年ご
ろ
か
ら
急
速
に
飼
育
羽
数
が
増
加
し
た
。

第
一
章
農

業

こ
れ
は
戦
争
に
必
要
な
航
空
兵
用
を
は
じ
め
防
寒
用
の
毛
皮
を
生
産
す
る
た

め
で
小
・
中
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、
学
校
・
団
体
・
家
庭
で
も
飼
育
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。

愛
玩
用

戦
争
が
終
わ
る
と
毛
皮
の
必
要
が
な
く
な
り
、
飼
育
数
は

ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
が、
最
近
は
愛
玩
用
に
飼
う
も
の、
医
学
実
験
など
で

飼
う
も
の
程
度
で
あ
る
。

(1)
あ
い
が
も

滝
川
市
で
の
あ
い
が
も
飼
育
は、
昭
和
四
十
八
年
ご
ろ
に
始
ま
り、
当
初
は

土
づ
く
り
を
目
的
と
し
て、
も
み
が
ら
を
あ
い
が
も
の
敷
が
ら
と
し
て
踏
ま

せ、
そ
れ
を
水
田
・
り
ん
ご
園
の
有
機
肥
料
と
す
る
こ
と
に
始
ま
った
も
の
で

あ
る
。

ま
た、
肥
育
し
た
成
鴨
は
農
協
を
通
し
て
ホ
クレ
ン
が
販
路
の
開
拓
に
あ
た

っ
た。
そ
の
後
大
阪
方
面
へ
も
出
荷
し
販
路
は
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

当
時
は
在
来
北
京
種
で
始
め
た
が、
そ
の
後
デ
ン
マー
ク
種
、
イ
ギ
リ
ス
種

な
ど
を
輸
入
し
品
種
の
改
良
を
重
ね、
大
き
く
肥
育
す
る
よ
う
に
努
め
た
の
で

あ
る
。

場
所
滝
川
市
江
部
乙
町
西
八
丁
目
経
営
者
城
畑
多
喜
雄

飼
育
面
積
四
町
三
反
八
畝、
他
に
沼
を
含
む
八
町
三
反
が
あ
る
。

・昭
和
四
十
八
年
=
東
京
都
江
戸
川
畜
産
試
験
場
から
卵
を
譲
り
受
け、
滝

川
畜
産
試
験
場
で
ふ
化
し
成
育
を
始
め
る
。
当
初
は
約
八
十
羽
で
飼
育
を
開
始

し
た。
従
事
者
一
名
。

・
昭
和
四
十
九
年
一
種
が
も
用
が
約
八
百
羽
と
な
る
。

・昭
和
五
十
年
=
約
四
千
五
百
羽
飼育
す
る
ま
で
に
な
り、
処
理
さ
れ
た
あ
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い
が
も
は、
農
協
を
通
し
て
出
荷

を
開
始
す
る
。

・
昭
和
五
十
一
年
=
約
一
万

五
千
羽
の
規
模
と
な
り、
大
阪
方

面
等
に
も
出
荷
す
る
ま
で
に
な
っ

た
。・
昭
和
五
十
二
年
=
約
一
万

七
千
羽
を
飼
育
す
る
よ
う
に
な

り、
六
月
ご
ろ
よ
り
経
営
順
調、

月
産
三
、
〇
〇
〇
～
四
、
〇
〇
〇

羽
を
出
荷
す
る
よ
う
に
な
る
。
現
在
従
業
員
は
役
員
二
名、
鴨
舎
管
理
人
三

名、
処
理
す
る
者
五
名
で
こ
の
一連
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
。

飼
料
=
ざ
ん
ぱ
ん、
米
ぬ
か、
く
さ
、
イ
ン
ス
タン
ト
ラ
ー
メン
、
も
み
が
ら
等
を
攪
は
ん

す
る
。

製
品
=
ロ
ー
ス
(胸)

一キ
ログ
ラ
ム
二
、
一〇
〇
円
、
さ
さ
身、
も
も
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
八

〇
〇
円
。

養

(4)

鶏

開
拓
者
が
北
海
道
に
移
住
し
た
当
時
から
鶏
は
家
畜
と
し
て
飼
わ
れ、
そ
の

卵
や
肉
は
食
用
と
さ
れ
て
い
た
。

当
時
は、
五
羽
か一〇

羽
放
し
飼
い
し
鶏
の
場
合こ
れ
と
い
って
特
別
の
飼

料
を
購
入
し
な
く
と
も
、
自
家
生
産
物
で
養
う
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

市
街
地
が
で
き
て
か
ら
鶏
卵
の
需
要
も
増
加
し
、
農
家
の
副
業
と
し
て
養
鶏

が
盛
ん
に
な
り、
卵
を
街
に
持
っ
て
い
っ
て
小
売
り
す
る
農
家
が
増
加
し
て
き

全国からみた北海道の現状
昭和53年現在(%は全国比)
乳 牛

35%
肉用牛
北海道
16万頭

8%

めん羊
北海道 46.8% 鶏

北海道

6%豚

729万5% 羽

北海道
48万頭

w

昭
和
に入
っ
て
か
ら
養
鶏
は
一層

盛
ん
に
な
り
、
養
鶏
組
合
を
設
立
し

共
同
出
荷、
飼
料
の
共
同
購
入、
農

会
で
は
養
鶏
奨
励
の
た
め
孵
化
場
を

設
け
た
り
育
雛
場
を
設
置
す
る
と
こ

ろ
も
出
て
き
た
。

戦
争
が
始
ま
り
、
飼
料
不
足
な
ど

で
養
鶏
は
衰
退
の
一途
を
た
ど
っ
た

が
、
戦
後
再
び
飼
育
熱
が
盛
ん
に
な

り
孵
化
事
業
を
始
め
た
り
雛
購
入
な

ど
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

戦
後
の
食
生
活
の
変
化
は、
肉
、

卵
、
牛
乳
な
ど
に
よ
る
動
物
蛋
白
質
源
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
一〇
〇
羽
・

一、
〇
〇
〇
羽
を
単
位
と
す
る
養
鶏
に
変
わ
り
、
小
面
積
で
も
大
羽
数
飼
育
で

き
る
バ
タ
リ
ー
式、
ゲー
ジ
式
な
ど
に
よ
る
養
鶏
が
始
め
ら
れ、
大
企
業
に
よ

る
企
業
養
鶏
が
始
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
再
び
養
鶏
組
合
が
設
立
さ
れ
た
り
養
鶏
団
地
の
造
成

が
行
わ
れ、
滝
川
市
で
も
そ
の
成
功
を
み
て
い
る。

舎
設
備
投
資
の
過
剰
を
さ
け
、
資
材
費
の
節
減
を
図
る
目
的

鶏
舎

と
し
て
、
ビ
ニー
ル
鶏
舎
の
奨
励
が
昭
和
三
十
七
年
か
ら
四
十
年
に
わ
た
っ
て

行
わ
れ
た
。

な
お
こ
の
他
にバ
タ
リ
ー
式、
ゲ
ー
ジ
式
な
ど
が
逐
次
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
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衛
生
管
理

4
ひ
な
白
痢
病
検
査

昭
和三
十
七
年
以
降、
自
衛
殺
処
分
も
入
れ
な
が
ら
毎
年
実
施
し
て
き
た。

ロ
ニ
ュー
カ
ッ
ス
ル予
防

昭
和
四
十
二
年
度
よ
り、
最
初
は
春
秋二
回、
継
続
的
に
実
施
し
て
き
た
。

関
係
団
体

滝
川
市
養
鶏
組
合
連
合
会
(昭
4
・
4
・
1
創
立)

市
内
農
協
組
合
員
養
鶏
農
家
の
経
営
向
上、
研
修
会
の
実
施、
養
鶏
産
業
の

振
興
に
努
め
て
いる
。

組
合
長
西
谷
俊
夫

滝
川
北
部
養
鶏
組
合
(昭
4・3・1

創立)
養
鶏
の
研
究、
防
疫
の
共
同
実
施、
講
習
会
・
研
究
会
参
加。

組
合
長
榎
本
伊
和
二

江
部乙
町
養
鶏
組
合

昭
和
十
年、
江
部
乙
養
鶏
家
が
集
ま
り
、
鶏
卵
の
販
売、
飼
料
の
購
入
斡
旋

を
図
る
目
的
で
組
合
を
設
立
し
た
。

設
立
当
時
は
活
発
な
動
き
を
見
せ
た
が、
幾
分
弱
体
化
し
た
の
で、
こ
の
強

化
を
は
か
る
こ
と
と
な
り、
昭
和
十
七
年
に
再
建
し
、
活
発
な
活
動
を
始
め
た

が、
昭
和
十
九
年
に
農
業
会
に
吸
収
さ
れ
解
散
し
た
。

戦
後
養
鶏
も
ま
た
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
、
昭
和二
十
八
年二
月
養
鶏
組
合
を

設
立
し
、
現
在
熱
心
な
活
動
を
し
て
い
る。

滝
川
市
の
養
鶏
団
地

養
鶏
は
古
く
か
ら
老
人
・
婦
人
の
手
に
よ
る
副
業
と
し
て
家
計
の
収
支
を
支

え
て
き
た
の
で
あ
る
が、
近
年
我
が
国
の
急
速
な
経
済
発
展
に
伴
い
多
数
羽
飼

育
に
よ
り
専
業
化、
あ
る
い
は
複
合
経
営
に
よ
り
収
益
性
を
挙
げ
よ
う
と
す
る

方
向
に
発
展
し
た
。

滝
川
市
の
水
田
農
家
も
多
数
羽
飼
育
の
傾
向
を
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
が、

養
鶏
は
常
に
育
雛
の
い
か
ん
が
収
支
に
及
ぼ
す
影
響
が
多
く
経
営
的、
技
術
的

な
問
題
点
と
な
っ
て
い
た。

こ
れ
ら
の
情
勢
か
ら
昭
和
四
十
四
年
滝
川
市
農
業
協
同
組
合
に
お
い
て
「米

+
養
鶏
」
の
立
体
経
営
化
に
よ
り
経
営
の
合
理
化
と
費
用
の
節
減
を
図
り、
所

得
の
増
加
を
目
論
み
一
〇
万
羽
飼
育
の
養
鶏
団
地
を
作
り、
道
央
に
お
け
る
鶏

卵
の
生
産
基
地
化
を
企
て
育
雛
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
五
カ
年
計
画
で
育
雛
事

業
に
着
手
し
た
。

計
画
と
実
施
の
概
要

1
、
養
鶏
飼
育
の
方
法
育
雛
セン
タ
ー
は
初
生
雛
よ
り
大
雛
ま
で
育
て
て

農
家
に
配
布
し
農
家
は
採
卵
の
み
行
う
。

2
、
設
置
場
所
東
滝
川
五
八
四
～
五
九
〇
番
地
敷
地
一
万
六
、
〇
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

3
、
建
物
施
設
第
一
年
次
(昭
4年)

初
生
雛
育
雛
舎
二
棟
新
築

第
二
年
次
育
雛
舎二
棟
新
築
、
第
三
年
次
育
雛
舎
二
棟
増
築

第
四
年
次
育
雛
舎二
棟
増
築
計
育
雛
舎
八
棟

4
、
四
十
八
年
雛
配
布
状況

一二
〇
日
齢
一
万
四、
〇
〇
〇
羽
、
一四
〇

日
齢
九、
三〇
〇
羽、
現
在
育
雛
中
九、
○
○
○
羽
、

5
、
鶏
種
四
十
七
年
ま
で
は
デ
カ
ル
プ
種
で
あ
っ
た
が、
マ
レ
ッ
ク
ワ
ク

チ
ン
の
開
発
に
よ
り
四
十
八
年
か
ら
シ
ェバー

(一
四〇日

齢
)、
バ
ブ
コ
ッ
ク

(一二
〇
日
齢)
に
変
え
産
卵
成
績
も
最
高
時
に
九
二
～
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
好

第
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成
績
を
挙
げ
て
い
る
。

6
、
育
雛
方
法
初
生
雛
四
五
日
齢
ま
で
ス
ノ
コ型
で
飼
い、
以
後
は
別
育

雛
舎
で
群
飼
ゲ
ー
ジ
に
よ
っ
て
育
雛
し
て
い
る
。

7
、
団
地
組
織
北
部、
東
三
、
中
部、
東
滝
川
養
鶏
組
合
の
四
団
地。
五

○
○
羽
以
上
の
飼
育
農
家
数
三
四
戸
。

8、
成
鶏
羽
数

各
団
地
の
成
鶏
数
現
在
八
万
羽
で
当
初
計
画
の
一〇
万
羽

養
鶏
の
計
画
に
添
っ
て
い
る
。

9
、
鶏
卵
出
荷
農
協
一元
荷
に
よ
り
選
卵
し
、
パ
ッ
ク
詰
め
を
行
い
四
八

年
は
一、〇

三
〇
ト
ン
を
滝
川
鶏
卵
と
し
て
出
荷
し
市
場
の
好
評
を
得
て
い
る
。

(5)
ミ
ン
ク

最
近
道
内
で
ミ
ン
ク
の
飼
育
熱
が
高
ま
っ
て
い
る
が、
道
立
滝
川
種
畜
場
で

も
二
十
八
年
か
ら
こ
の
研
究
普
及
に
力
を
入
れ
る
こと
に
な
っ
た
。

ミ
ン
ク
は
ア
メ
リ
カ
婦
人
の
モー
ド
を
作
る
だ
け
に
ド
ル
を
呼
ぶ
絶
好
の
輸

出
品
で
あ
る
。
北
海
道
は
気
温
湿
度
と
も
適
地
で
飼
育
家
が
毎
年
増
加、
道
ミ

ン
ク
協
会
第
一
回
の
集
荷
で
は
昨
年
の二
倍
に
の
ぼ
る
約
一
千
七
百
枚
で
、
こ

の
数
字
か
ら
推
定
し
て
全
道
で
一
万二
、

れ
た
も
のと
み
ら
れ
る
。

〇
〇
〇
～
三
、
〇
〇
〇
枚
が
集
荷
さ

ミ
ン
ク
は
上
手
に
飼
う
と
原
価
一
万
五
、
〇
〇
〇
円
(一
匹)
程
度
の
も
の

が
年
間
約二
千
円
の
え
さ
代
(クジ
ラ
肉)
だ
け
で
四
、
五
匹
の
子
が
と
れ、
こ

れ
が
一
枚
七、
〇
〇
〇
～
八
、
〇
〇
〇
円
の
高
値
で
売
れ
る
。

滝
川
種
畜
場
の
例
で
も
一
昨
年
は
年
間二
〇
万
円
の
飼
育
費
で
七
〇
万
円
の

実
績
を
収
め
て
い
る
。
こ
の
た
め
最
近
大
口
飼
育
家
が
増
え
、
一
方
こ
の
ほ
ど

炭
鉱
離
職
者
が
退
職
金
で
こ
れ
を
始
め
た
い
と
相
談
に
訪
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

ミ ン ク

と
こ
ろ
が
販
路
な
ど
一応
安
定
し
て
い
る
も
の
の
多
分
の
投
機
性
が
あ
る
う

え
伝
染
病
対
策
な
ど
ま
だ
研
究
の
段
階
で
あ
る
た
め
同
場
で
は
二
十
八
年
から

飼
育
し
て
い
る二
〇
匹
を
今
年
は
約
五
倍
に
増
や
し
、
経
済
的
飼
育
法
と
伝
染

病
な
ど
の
研
究
に
重
点
を
置
く
と
い
っ
て
い
る
。

<
昭三
五
・二
・
一八
「読
売
新
聞
」>

・
ミ
ン
ク
飼
育
の
概
要
(昭
和五
二
・
一〇
現
在
)

空
知
で
ミ
ン
ク
を
飼
育
し
始
め
た
の
は
昭
和
二
十
五
年
で、
管
内
で
は
昭
和

五
十
二
年
六
月
創
立
の
北
海
道
ミ
ン
ク
農
協
空
知
支
部
が
あ
り
、
組
合
員
と
し

て、
滝
川
五、
深
川
三
、
新
十
津
川
二
、
砂
川、
美
唄、
赤
平
各
一
、
計
一三

名
で
あ
る
。

滝
川
市
に
お
け
る
ミ
ン
ク
飼
育
者
は、
昭
和
三
十
三
年
飼
育
の
増
永
徹
也
ほ

か
四
名
が
逐
次
飼
育、
江
部
乙
に
在
住、
そ
の
頭
数
は
六、
六
二
〇
頭
で、
穀

類
一三
パ
ー
セン
ト、
雑
漁
七〇
パ
ー
セン
ト、
鯨
肉
七
パ
ー
セン
ト
、
そ
の

他
一
〇
パ
ー
セン
ン
ト
を
飼
料
と
し
共
同
購
入
し
て
飼
育
に
当
た
っ
て
い
る。
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(6)

養

蚕

本
道
で
養
蚕
業
の
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
の
は
空
知
支
庁
管
内
で
、
そ
の
中
の

首
位
は
浦
臼
村
で、
第
二
位
は
滝
川
町
が
占
め
て
い
た
ほ
ど
、
盛
ん
な
も
の
で

あ
っ
た
。

開
拓
使
時
代
本
道
の
農
民
に
は、
養
蚕
と
製
麻
を二
大
生
業
と
し
非
常
な
意

気
込
み
で
奨
励
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。
札
幌
で
も
丘
珠
村
に
官
設
の
養
蚕
室
を

つく
り、
内
地
から
教
師
を
入
れ
て
伝
習
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

屯
田
兵
を
入
地
さ
せ
る
こと
に
な
っ
て
養
蚕
の
奨
励
は
最
高
潮
に
達
し
、
当

町
養
蚕
の
起
源
は、
明
治二
十三
年
移
住し
た
屯
田
兵
の
中
で、
養
蚕
地で
あ

る
山
形
県
から
の
も
の
が
多
か
っ
た
の
で、
屯
田
兵
司
令
官
永
山
武
四
郎
は、

当
時
第
二
大
隊
長
野
崎
貞
次
に
命
令
し
て
、
移
住
の
翌
年
から
各
戸
必
ず
蚕
種

四
枚
半
以
上
を
掃
立
さ
せ、
各
中
隊
で
は三
ヵ
所
の
蚕
室
を
公
設
し
そ
の
奨
励

し
た
の
に
始
ま
る
。

い
う
ま
でも
な
く
最
初
は
野
桑
で
飼
育
し
て
い
た
が、
開
懇
事
業
が
進
む
に

つ
れ
て
野
桑
は
し
だ
い
に
少
な
く
な
り、
ま
た
害
虫
の
発
生
も
多
く、
非
常
に

桑
樹
を
害
し、

一時
蚕
業
は
頓
座
を
き
た
し
た
。

明
治
三
十
七、
八
年
の
日
露
戦
役
は、
大
い
に
殖
産
鼓
吹
の
動
機
と
な
り、

こ
と
に
記
念
事
業
と
し
て
桑
樹
の
栽
培
が
盛
ん
に
奨
励
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
一時
衰
運
に
傾
き
孤
城
落
日
の
様
相
で
あ
っ
た
養
蚕
業
は、
こ
こ

に
新
曙
光
を
発
見
し
そ
の
面
目
を
改
め
た
。

大
正
元
年
の
飼
育
戸
数
は
一
〇二
戸
で、
そ
の
繭
生
産
高
は
一
四
四
石
九
斗

六
升、
こ
の
価
格
四、
三
六
六
円
で、
明
治
四
十
四
年
の
一三
六
石
七
斗
二
升

に
比
較
す
る
と
八
石
二
斗
の
増
加
で
あ
っ
た
。

業

さ
ら
に
蚕
種
製
造
高
を
見
る
と
、
大
正
元
年
の
製
造
戸
数
五
戸
で
、
生
産
価

格
五、
五三
三
円
で、
こ
れ
を
明
治
四
十
四
年
の
四、
五〇
七
円
に
比
べ
る

と
、
一、
〇
二
六
円
の
増
加
を
示
し
て
い
る
。

な
お、
養
蚕
事
業
と
関
連
す
る
桑
畑
は、
大
正
元
年
現
在
根
刈
仕
立
二
町
九

反
、
高
刈
仕
立
五
町
九
反
合
わ
せ
て
八
町
八
反、
桑
畑
以
外
に
散
在
す
る
桑
一

三町
、
野
桑
一
町
合
わ
せ
て
一
四
町、
総
計
二
二
町
八
反
で、
明
治
四
十三
、

四
十
四
年
と
大
差
な
い
が
、
漸
次
増
加
し
て
い
る
。

滝
川
蚕
桑
信
用
組
合

勅
令
に
よ
る
産
業
組
合
法
に
基
づ
き
、
滝
川
でも
そ
の
必
要
性
を
痛
感
し、

農
民
の
金
融
上
の
便
宜
を
目
的
と
し
て
、
明
治三
十
六
年
十
二
月
十
五
日、
石

沢
泉
太
郎
・
野
田
丈
一
郎
・
松
田
耕
作
の三
理
事
が
発
起
し
、
無
限
責
任
滝
川

蚕
桑
信
用
組
合
と
名
づ
け
て
創
設
し
た
の
が、
滝
川
産
業
組
合
の
始
ま
り
で
あ

る
。ま
た
翌
三
十
七
年
三
月
十
二
日、
組
合
員
の
購
買
・
販
売
上
の
利
便
を
は
か

る
た
め、
森
友
弥
一
郎
・
野
田
丈
一
郎
・
石
沢
泉
太
郎
の三
理
事
に
よ
っ
て
無

限
責
任
滝
川
第
一
購
買
販
売
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
両
組
合
は
そ
の
目
的
に
幾
分
の
差
が
あ
る
が、
二
名
ま
で
両

組
合
の
理
事
を
兼
ね
て
い
る
上
、
組
合
員
が
と
も
に
少
数
で
あ
る
な
ど
の
理
由

か
ら
合
併
の
機
運
も
生
ま
れ、
明
治
四
十
一
年
一
月
二
十
三
日
合
流
し
て
無
限

責
任
滝
川
信
用
購
買
販
売
組
合
と
し
て
同
年三
月
一
日
再
発
足
し
た
の
で
あ

る
。
理
事
に
は
石
沢
泉
太
郎
・
増
田
政
吉
・
河
内
菊
之
丞
が
挙
げ
ら
れ
組
合
員

数
は
五二
名
で
あ
っ
た
。

そ
の
後、
一
進
一
退
のも
と
に
継
続
し
て
い
た
が、
昭
和二
年
に
至
り
解
散
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蚕

。

種

北
海
道
札
幌
蚕
業
伝
習
所
試
験
室
発
表
の
明
治三
十
二
年
成
績
の
中
に、
空

知
郡
滝
川
村
西
川
民
之
助
が
天
然
の
気
候
に
任
せ
飼
育
し
た
繭
よ
り
製
造
す
る

蚕
種
が
重
要
視
さ
れ
好
評
を
受
け、
ま
た
明
治三
十
九
年
九
月
札
幌
区
に
お
い

て
開
催
の
北
海
道
物
産
共
進
会
審
査
の
結
果、
滝
川
村
が
出
品
し
た
う
ち
、
一

等
賞
に
蚕
種
石
沢
泉
太
郎、
同
じ
く
一
等
賞
に
機
械
製
糸
滝
川
製
糸
工
場
を
名

を
留
め
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

滝
川
の
養
蚕
は
大
正
四、
五
年
ご
ろ
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
た
が、
桑
樹
の
病

害
で
枯
死
す
る
も
の
多
く
、
こ
と
に
大
正
十
年
空
知
土
功
組
合
灌
漑
溝
工
事
が

竣
工
し
滝
川
が
一望
美
田
化
す
る
こ
ろ
に
は
養
蚕
業
は
そ
の
姿
を
消
し
、
わ
ず

か
自
家
用
織
物
を
す
る
た
め
少
数
の
も
の
が
養
蚕
を
し
て
い
た。

(1)
養

本
道
の
養
蜂
は
ご
く
最
近
発
達
し
た
も
の
で、
野
生
の
も
の
で
は
な
く
、
他

府
県
よ
り
移
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

明
治二
十
九
年、
札
幌
農
学
校
で
長
野
県
よ
り
蜂
群
を
移入
し
た
の
が
、
本

道
養
蜂
の
始
め
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
後、
逃
去
が
あ
っ
た
り、
戸
外
越
冬
失
敗
に
よ
る
死
滅、
室
内
越
冬
の

研
究
な
ど
を
経
て、
同
四
十
年
札
幌
農
学
校
で
福
島
県
よ
り
日
本
蜂
移
入、
貯

蜜
を
考
え
、
保
温
上
細
心
の
注
意
を
払
い、
特
別
温
度
を
与
え
な
い
で
越
冬
し

四
十
一
年
四
月
に
は
好
結
果
を
得
た
の
で
、
本
道
で
も
蜜
蜂
は
充
分
繁
殖
越
冬

で
き
る
こ
と
を
発
表、
飼
育
管
理
の
研
究
と
共
に、
経
済
上
の
研
究
を
進
め
る

よ
う
に
な
った
。

蜜
蜂
に
よ
る
花
粉
交
配

江
部乙
町
に
お
いて
は、
昭
和三
十
一
年
代
の
末
期
か
ら
病
害
虫
駆
除
で
農

薬
を
用
い
た
こと
が、
昆
虫
を
死
滅
さ
せ、
果
樹
の
開
花
期
に
お
け
る
花
粉
交

配
に
影
響
す
る
こ
と
大
き
く
、
この
対
策
と
し
四
十
年
か
ら
蜜
蜂
を
導
入
、
こ

れ
に
よ
る
花
粉
交
配
を
図
る
た
め、
四
十二
～
四
十
五
年
に
助
成
を
し
た
が、

蜂
に
代
え
て
花
粉
共
同
開
葯
方
法
に
な
っ
て
か
ら
は、
助
成
は
廃
止
さ
れ
た
。

衛
生

蜜
蜂
の
腐
蛆
病
検
査

昭
和
三
十
一
年
度
よ
り
毎
年、
現
在
に
至
る
ま
で
実
施
し
て
い
る
。

6
畜
産
関
係
機
関

道
立
滝
川
畜
産
試
験
場─‒前

述
「羊」

の
項
参
照
―‒

空
知
家
畜
商
業
協
同
組
合
滝
川
支
部

滝川畜産試験場草刈
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昭
和
四
十
五
年
に
畜
産
団
体
の
育
成
促
進
の
た
め、
産
業
団
体
に
町
で
補
助

を
す
る
。

滝
川
市
家
畜
衛
生
防
疫
組
合

組
合
長
西
谷
俊
夫

隆

昭
和
四
十
八
年
五
月
四
日
創
立、
滝
川
一
円
の
家
畜
伝
染
病、
疾
病
発
生
の

予
防
の
た
め、
組
織
的
に
自
衛
防
疫
を
行
う
。
一
組
合
員
現
在
六
三
名
‒‒‒

滝
川
家
畜
保
健
衛
生
所

初
代
所
長
島
谷

昭
和二
十
五
年
三
月
十
八
日、
法
律
第
十
二
号
家
畜
保
健
衛
生
法
に
よ
り
、

全
道
四
〇
ヵ
所
に
家
畜
保
健
衛
生
所
を
定
め
た
。

昭
和
二
十
七
年二
月
一
日
北
海
道
滝
川
家
畜
保
健
衛
生
所
が
設
置
さ
れ、
同

年
五
月
三
十
日
西
町
三
六
二
番
地
に
庁
舎
が
竣
功
し
た
。

当
初
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は、
家
畜
の
伝
染
病
並
び
に
一
般
畜
産
指
導
を

す
る
こと
で
空
知
支
庁
管
内
奈
井
江
・
砂
川
・
上
砂
川
・
滝
川
・
江
部
乙
・
歌

志
内
・
赤
平
・
芦
別
・
浦
臼
・
新
十
津
川
の
五
市
五
町
が
管
轄
区
域
で
あ
る
。

事
業
内
容

一、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
よ
る
施
設

馬
伝
染
性
貧
血
検
査
、
馬
流
行
性
脳
炎
予
防、
馬
パ
ラ
チ
フ
ス、
牛
結
核
病

検
査、
牛
ブ
ル
セ
ラ
病
検
査、
豚
コ
レ
ラ
予
防、
豚
丹
毒、
雛
白
痢
検
査、
蜜

蜂
の
腐
蛆
病
検
査、
牛
の
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病、
牛
の
流
行
性
感
冒
、
寄
生
虫

病
。二
、
一
般
家
畜
衛
生
及
び
家
畜
保
健
衛
生
所
の
指
導
事
業

乳
牛
栄
養
障
害
防
除、
移
出
入
家
畜
、地
方
病、乳

牛
繁
殖
障
害
実
態
調
査、

牛
豚
衛
生
管
理
指
導、
家
畜
衛
生
講
話
座
談
会
開
催、
肝
蛭
検
査、
馬
の
管
理

状
況
調
査

第
一
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三
、
獣
医
師
・
装
蹄
師
関
係
届
出五
、
動
物
薬
事
に
つ
い
て

四
、
家
畜
衛
生
手
数
料

家
畜
研
究
所

昭
和二
十
一
年、
本
町
に
お
い
て
全
空
知
以
北
北
海
道
獣

医
師
大
会
に
空
知
管
内
に、
取
敢
え
ず
家
畜
研
究
所
設
置
を
決
定
、
滝
川
家
畜

市
場
の
一部
利
用
工
事
開
始、
翌
二
十
二
年
日
本
獣
医
師
会
家
畜
研
究
所
が
設

置
さ
れ
た
。

滝
川
屠
場

大
正
の
初
め
現
西
町
一
八
五
番
地
土
木
現
業
所
付
近
に
小

さ
な
屠
場
が
設
け
ら
れ
て
あ
っ
た
と
言
う
古
老
の
話
は
あ
る
が
詳
細
は
わ
か
ら

な
い
。

大
正
二
年
発
行
の
へ
滝
川
町
発
展
史>
に
は
「市
街
の
発
展
と
共
に
肉
類
需

要
の
増
加
は
自
然
の
勢
い
な
り
、
而
し
て
之
を
悉
く
他
よ
り
の
入
品
に
仰
ぐ
は

町
の不
利
こ
の
上
な
し
、
故
に
で
き
得べ
く
ば
之
を
悉
く
自
町
よ
り
供
給
せ
ざ

るべ
から
ず、
即
ち
之
と
相
俟
っ
て
屠
畜
場
の
設
置
を
必
要
と
す
」
と
あ
る
の

で
そ
の
時
は
ま
だ
無
か
った
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

大
正
十
二
、
三
年
ご
ろ
滝
の
川
二
八
〇
の
一
二
番
に
移
転
さ
れ
た
の
が
昭
和

の
初
め
火
事
に
あ
い
再
建、
宅
地
三
二
五
坪
に
木
造
亜
鉛
葺
き
平
家
四
六
坪
の

住
宅
と
栗
城
篤
治
の
設
計
に
な
る
付
属
屠
殺
場
一
六
坪
が
あ
り
、
屠
殺
場
の
経

営
は
滝
川
屠
場
合
資
株
式
会
社
の
手
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。

昭
和
四
年
六
月
十
六
日
宅
地
内
の
一隅
に
滝
川
屠
場
合
資
会
社
建
設
に
な
る

「獣
魂
碑」
が
あ
る
。

昭
和
初
期
の
屠
殺
を
み
る
と

昭
4
年

同
5
年

七
九
五
頭

五
九
三
頭

五
五〇
頭

同
6
年

六
三
〇
頭

同
7
年

同
8
年

同
9
年

六
六
七
頭

六
三
六
頭

157
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獣 魂 碑

牛
(五〇
〇
円)
馬
(五〇
〇
円)
犢
(三

〇
〇
円)
綿
羊
(三
〇
〇
円)
山
羊
(三
〇
〇

円)西
裡
屠
殺
場
は
建
物
も
老
朽
化
し、

ま
た
衛
生
的
な
面
か
ら
も
管
理
上
か
ら

も
、
使
用
に
堪
え
な
く
な
っ
た
の
で、

昭
和
三
十
年
度
に
こ
れ
を
東
町
堤
防
敷

地
に
移
転
新
築
す
る
こ
と
に
決
定
、
昭

和
三
十
年
五
月、
東
町
七
番
地
先
堤
防

地
に
敷
地
四
八
七
坪、
木
造
モ
ル
タ
ル

塗
り
亜
鉛
葺
き
平
家
建
て
七
六
坪
五

使
用
料
は、
牛
(五〇
〇
円)
馬
(五〇
〇
円)
豚
(四〇
〇
円)
羊
(三
〇〇
円)
犢

合、
工
事
費
四
〇
一
万
七〇
〇
〇
円
で
三
十
一
年
二
月
に
竣
工
し
た
。

年
度 種
別
牛

頭

馬
豚
|
犢一
六
六
六
七

頭

計

昭
9

年
度 種
別

牛
馬 馬

豚
犢

計

昭
38

○

年
度 種
別 同 同 同 昭

35343231

種
別

牛

滝
川
屠
場
(畜
肉
セン
タ
ー)
の
状
況

二五〇 芸

三
七 六〇七頭

仔
馬 牛一二四
100 四一 九頭豚

二、七三
二、七三三
二、〇三一
一、
豆
頭

豚

八
頭

め
ん
羊

背め
割ん
り羊

一、二四八
一、八五九
四段七 四五頭六頭

一
八頭|

特
大 こら
し一九四
二三三
三元 一三
頭特
小

一七七頭
四、七七三頭

四、四三九
五、三九六
二、九五五
三、五充
頭

計

計

こ
の
屠
場
は、
昭
和
四
十
七
年
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

二
昭
8

一
一一
三
五
五
〇
五

五頭

昭
和
十
五
年、
屠
場
は
北
海
道
興
農
公
社
と
賃
貸
契
約
十
ヵ
年
の
期
限
が、

昭
和
二
十
五
年
八
月
十
五
日
を
も
っ
て
期
間
満了
し
た
の
で、
町
は
こ
れ
を
引

き
取
り
町
直
営
に
決
定
し
た
が、
た
ま
た
ま
業
者
の
結
合
体
に
委
託
経
営
さ
せ

る
案
が
持
ち
上
が
り、
いろ
い
ろ
と
折
衝
を
重
ね
た
結
果
「滝
川
食
肉
販
売
会

社
代
表
社
長
宮
脇
作
蔵
」
と
契
約し
、
委
託
経
営
に
委
ね
た
。
屠
畜
税
は
昭
和

二
十
五
年
十
二
月
二
十
三
日
議
決
を
も
っ
て
町
条
例
の
一
部
を
改
正
し
こ
れ
を

廃
し
た
。

昭
和二
十
八
年
十
一
月
二
十
六
日
条
例
第三
八
号
を
も
っ
て
「屠
場
使
用
条

例
」
を
制
定
し
、
屠
場
使
用
料
の
決
定
を
み
た
。

頭
頭

二
○
一
六
八
四
三
〇

頭
一八
六三
六

(三
〇
〇
円)
で
あ
る
。

年
度

宍六頭
一八五頭

九
頭
四、二四
頭

馬

馬

滝川 屠場

羊

やぎ
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六

牛

一〇
六

四

六九 九 九 七 五 九 五一 五九五八 四八三六 四八 三七一八
八 九八 八三 九八 二八八六〇二 二四 六七五一

九 馬四
九
三

五
八
四

六
四
九

六
五
五

六
六
八

六
八
四

七
一
五 九六○六三八 二六

二

叭

三四 八三 三四
七三三六一二 九三 九四三四 六六四九

1 豚

三
三
一

二
六
八

一
二
八

一
四
八
八
五
三
八
四二 二九二四 一五二五八〇 一六 八二三四

111

六
九

綿

一七
〇

二
一
四

三
四九

二
六
五

三
六
四

三
六
七

三
三
〇 四五 四五 四五 三

〇〇二〇 一八
五四

八四 四○一九 三六 九一 四一 四○ ○九 羊

七、
六二
八

七
、
一四
六

四、
九
九
五

三
、
八
二
〇

四
、
二
二
八

一、
五
八
〇

一、
七
五
二

、
二

四
三

、
二

三九三九四○ 四五 四七四二 四八一五五一 一八
八七 〇七 八九三七八三

鶏

山

五
七
三
七
三二 二九
三
五 五五 四五 七八 七八○九 八四三〇六六六

六九

二
〇
七 羊

一〇
三
四
一
七
二
一

二
〇 1 一 一四

七九 七四 四○ 七三

あ
ひ
る

蜜
蜂

(1)
家
畜
飼
育
数
及
び
飼
育
戸
数
(滝
川)

昭

毛

4645444342414039

〃

37363534333231 30 29

28 27 26 種
別

飼

”〃 〃

育

〃

"1

〃 " "

八
戸
数

飼
育
数

内
種
羊
場

頭
羽
数数

二 1 五
六、〇八四
七、三三
七、一七八
七、二七三

八 一五

一三 三

一九
・

五0
一頭
|

三 二 四 四 四

六 五 四 一 二 三 べ

一六 三 〇五哭四六 四五

六

七、四三二
八、六七〇
八、二〇五
六、四三九
七、三
三

畜
産
主
要
統
計

江
部乙
村
農
会
の
家
畜
診
療
及び
指
導

一月
か
ら
畜
産
技
術
員
を
置
き、
家
畜
診
療
並
び
に
指
導
奨
励
を
行
っ
た
。

村
農
会
廃
止
後
の
農
業
会
時
代
に
お
い
て
も
、
本
事
業
は
引
き
継
が
れ
、
農

業
協
同
組
合
設
立
後
も
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が、
昭
和二
十
四
年

共
済
組
合
設
立
と
共
に
こ
の
事
業
は
移
管
さ
れ、
現
在
に
及
ん
で
い
る
。

七、三四七

年
度

25 24

昭
23 10元四一

三
六

三三 二五 元
一七七10

五一 妄喆空密
六四 七四

江
部
乙
村
農
会
は、
昭
和
十
四
年

六、一四一

七、三三

、
一、
七
の

、
三 二

、
六↑、

二
四〇1

1

111 三九 兎

八
三七

159

八、三三
三、〇〇九
六、一六一
六、六六四

七

一八七

ヒ六七 七七 七七 七七 七七 七八 七九
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37 36 35 34 33 32 31 30 .29

飼

" " "

11

" 11. 1 1 育
戸
数数

一 1
九八

一二〇

一〇一九
八八 二一 四八 八

一二八
二
〇 ○六〇四八二 六九 四六九三 〇二 九四〇五 九六

五五 五五 六六
二三 八九 二
八七 九六 五四 四二 七一 九七五〇 四○ 六四

一二
七

四
一
〇

110111
六
九
九

一五
二

11110
九
六

一五
〇 ○六 三五 四四 四

六

三三三ニ一九 |八

三二 111

、
五

、
五

、六

二三三四 四五 四五 五六八四 七四 五二 三一 四五 七七 九九

一一六
二二二二六

六六 四四 四〇 二〇 八五二五 〇二 五五

、
五

、
五

、
四

菘
一、
一三
〇

六

、
五

七、
三七二〇二〇三三三五三ニ二九四九 四
三 :八五 八七一八〇〇一一七三二八 五七八〇二 〇三 八〇 七七一四 一二 六二 |六

‒ 1

一 一

1一
八

一
三

二
五

七二

1
111
○ 11
三
九

四
四
一
五

四
四

一
九

生
産
届

11

三

九二五三九五四三〇四五二

二二

六五三〇八五

五
〇
三

一
四
〇

現
在
数

(2)
飼
育
農
家
数
と
頭
羽
数
の
推
移

乳
牛
は
逐
次
飼
育
頭
数
に
減
少
の
姿
が
見
ら
れ
る
が
、
戸
数
から
み
る
と
、

一戸
の
飼
育
を
す
る
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

肉
牛
の
飼
育
が
盛
ん
に
な
り、
豚
・
鶏
の
飼
育
と
共
に、
食
生
活
の
変
化
を

物
語
っ
て
お
り
鶏
卵
の
伸
び
も
活
発
と
な
っ
て
い
る
。

綿
羊
は
化
学
繊
維
の
発
達
に
伴
い
急
激
な
減
少
を
示
し
、
高
級
衣
料
の
姿
よ

り、
今
で
は
食
べ
る
た
め
の
綿
羊
と
一
般
化
し
て
い
る
の
も
皮
肉
な
現
象
と
い

え
よ
う
。

馬
は
農
業
の
機
械
化
に
よ
り
、
こ
れ
ま
た
急
激
に
減
少
し
農
耕
・
運
搬
に
役

立
っ
てく
れ
た
姿
は
昔
な
つ
か
し
い
も
の
と
な
っ
て
き
た
。

機
械
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
余
剰
労
力
の
活
用、
堆
肥
生
産
の
必
要
性
な
ど
と

共
に、
豚、
鶏
、
肉
牛
の
導
入
に
よ
る
安
全
経
営
対
策
は、
食
生
活
の
需
要
と

43 42 41 40 39 38 37 24
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飼養農家数と頭羽数の推移表

年度 区 分
頭世帯数 頭数 世帯数頭数 世帯数 数 世帯数 頭 数 世帯数 頭 数 世帯数 頭数

47 117 380 4,836 606 623 177 222

112 201

4 6

203 699 280 8,052 589 596 184 244

総 数 162 296

4 6

250 816 660 12,888 1,195 1,219 361 466

旧 滝川 市

45 118 -

57 594 294 11,282 379 382

36 53

39 旧江部乙町
総 数 130 312

20 45 124 1,329 526
6,751

18,033 751 754

87 121

旧 滝川 市
旧江部乙町
総 数

34 100

14 21 68 614 285 14,700 341 343 -40 62 169

22 43 73 766 235 6,785 345 346

29 48

旧江部乙町
総 数

81 250

50 101 116 1,804 426 18,838 647 651

36 57

旧 滝 川 市
旧江部乙町
総

数

19 80 9 24 36 685 225 15,789 287 291

4 5

42 41 146

20 40 61 781 195 4,937 288 290

31 44

60 226

29 64 97 1,466 42020,726 575 581

35 49

旧 滝 川 市

16 11 51 87 37 616 247 28,150 245 246

2 3

43 旧江部乙町
総

数 49 31 75 133

78 1,291 404 33,342 474 475

20 30

44

旧 滝 川 市
旧江部乙町
総

11 52 46 88 29 859 217 52,045 190 192

3 3

28 151

24 48 43 1,077 173 6,388 160 160

9 14

数 39 203

70 136

72 1,936 390 58,433 350 352

12 17

45

旧 滝川 市
旧江部乙町
総 数

9 38 48 125

28 786 165 51,676 102 104

2 2

30 142

11 24 36 1,075 135 13,108 101 102

5 10

39 180

59 149

64 1,861 300 64,784 203 206

7 12

旧滝川市
旧江部乙町
総

数

6 28 52 163

24 762 13443,309

59 62 -

46 25 142

12 32 29 883

94 11,922

56 56 2 2

31 170

64 195

53 1,645 228 55,231 115 118

2 2

47 滝 川 市

21 135

60 196

38 2,202 216 72,119

89 91

48 滝 川 市

18 145

67 271

41 2,307 166 90,707

70 71

49 滝 川 市

18 154

71 375

26 1,763 106 80,869

52 52

50 滝 川 市

15 162

76 543

20 1,508

99 77,265

40 40

51 滝 川 市

14 155

75 530

17 1,096

85 82,173

28 28

52 滝 川 市

10 146

75 654

16 1,078

68 95,335

23 26

81 28 48 48 682 23813,276 307 309

7 9

41 56 169

22 53 68 1,122 188 5,562 340

229 229

18 2733 20 24 46 41 675 157 5,192

372 372

51 6885 194

20 45 67 735 232

96 269

36 64 141 1,380 520 21,485 686 689

乳 牛 肉 牛 豚 にわとり 馬 め ん 羊

昭和38

年度

旧 滝 川 市
旧江部乙町

50 95

-

資料:農業基本調査・農林業センサス
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旧 滝川 市

25

342



第
八
編
産
業
・
経
済

あ
い
ま
っ
て
必
然
的
な
課
題
と
い
え
よ
う
。

.

第
十
五
節
林

業

1
明
治
時
代
の
森
林
行
政

北
海
道
の
森
林
と
い
え
ば、
え
ぞ
松・
と
ど
松
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
樹
木
は
良
材
な
の
で、
松
前
藩
時
代
よ
り
道
内
各
地
か
ら
京

阪、
江
戸
に
回
送
し
、
漁
場
の
運
上
と
と
も
に
主
要
財
源
の
一
つ
と
さ
れ
て
い

た。明
治
十
九
年
北
海
道
庁
が
設
置
さ
れ、
本
道
の
開
拓
が
す
す
めら
れ
た
。
未

開
の
森
林、
す
な
わ
ち
官
有
林
の
払
下
げ
貸
下
げ
が
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
て、

そ
の
業
務
を
執
ら
せ
る
た
め、
農
商
課
空
知
太
派
出
所
が
明
治
二
十
二
年
十
一

月
に
設
置
さ
れ
た
が、
明
治二
十
三
年
三
月
、
こ
れ
を
廃
止
し
て、
新
十
津
川

戸
長
役
場
内
に
常
置
し
て
事
務
を
執
ら
せ
た
。

翌
二
十
四
年
五
月
道
庁
告
示
第
一
一号
を
も
っ
て、
地
理
課
派
出
所
の
名

称、
位
置、
管
轄
区
域
を
き
め、
明
治
二
十
七
年
地
理
課
滝
川
派
出
所
を
空
知

太
に
設
け、
石
狩
国
空
知、
樺
戸、
雨
竜、
上
川
の
四
郡
の
土
地
に
関
す
る
事

務
を
取
扱
わ
せ
た
。

明
治
二
十
八
年
に
地
理
課
滝
川
派
出
所
を
廃
し
て
明
治二
十
九
年
一
月
一日

か
ら
殖
民
課
滝
川
派
出
所
と
改
称
し
、
明
治三
十
年
十
二
月
に
廃
止
さ
れ
た。

明
治
三
十
二
年
四
月、
訓
令
第
一
九
号
で
「北
海
道
官
林
種
別
調
査
規
程
」

を
制
定
し、
将
来
永
く
国
有
林
と
し
て
保
存
経
営
す
べ
き
も
の
「第
一
種
官

林
」、
公
有
林
と
し
て
経
営
す
べ
き
も
の
「第
二
種
官
林
」、
私
有
林と
し
て
経

営
す
べ
き
も
の
「第
三
種
官
林
」
、
将
来
森
林
と
し
て
経
営
を
要
し
な
い
も
の

「第
四
種
官
林
」
の
四
種
に
分
類
し、
今
後
の
森
林
経
営
の
基
礎
を
確
立
す
る

こ
と
と
し
た
。

明
治
二
十
三
年
六
月、
か
つ
て
の
藩
有
林
や
入
会
地
が
維
新
後
す
べ
て
国
有

林
と
な
っ
た
三
六
五
万
町
歩
の
中
二
一〇
万
町
歩
が
北
海
道
に
あ
り
、
全
森
林

の三
〇
パ
ー
セン
ト
以
上
に
達
し
て
い
る
所
か
ら、
御
料
局
札
幌
支
庁
が
創
設

さ
れ、
管
内二
二
ヵ
所
の
出
張
所
に
分
割
し、
各
御
料
地
を
管
理
さ
せ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
空
知
太
(高
畑
駅て
い
から
五
間
程川
寄
りの
所)
に
出
張
所
が
置
か
れ

空
知
・
上
川
の
御
料
地
を
管
轄
し
て
い
た
。

次
い
で
明
治二
十
四
年
七
月
十
八
日、
御
料
局
札
幌
支
庁
管
内
で
滝
川
他三

カ
所
に
出
張
所
を
新
設
し
、
空
知
ほ
か二
出
張
所
の
名
称
及
び
位
置
が
変
更
さ

れ
た。2

北
海
道
林
業
の
動
向

①(1)
森
林
・
林
業
を
め
ぐ
る
情
勢

戦
後
最
大
の
不
況
の
年
と
い
わ
れ
る
昭
和
四
十
九
年
度
以
来、
我
が
国
の
経

済
は、
公
共
事
業
の
早
期
発
注、
公
定
歩
合
の
再
引
下
げ
な
ど
の
相
次
ぐ
財

政
、
金
融
両
面
から
のテ
コ
入
れ
に
も
拘
ら
ず、
景
気
回
復
の
足
ど
り
は
重

く
、
加
え
て
五
十
二
年
半
ば
か
ら
の
円
高
不
況も
重
な
り、
企
業
倒
産
の
増
加

や
雇
用
不
安
な
ど
が
一
層
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
政
府
は、
五
十
三
年
度
予
算
に
お
い
て
は
「景
気
浮
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